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総 合 計 画 基 本 構 想 審 査 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１１月１５日（月）　午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　　午後　４時３７分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員
委 員 長 三好義治  副委員長 森内一蔵  委　　員 村上英明
委　　員 野原　修  委　　員 木村勝彦  委　　員 嶋野浩一朗
委　　員 野口　博

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝 教育長　和島　剛
市長公室長　羽原　修 総務部長　有山　泉 生活環境部長　水田和男
保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子 都市整備部長　小山和重
土木下水道部長　宮川茂行 会計管理者　寺西義隆
監査委員、選挙管理・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　寺本敏彦
消防長　北居　一 消防本部理事　浜崎健児
教育総務部長　馬場　博 同部理事　市橋正己 生涯学習部長　宮部善隆
水道部長　中岡健二 市長公室次長　山本和憲 政策推進課長　山口　猛
総務部次長兼財政課長　北野人士　　産業振興課長　鈴木康之
保健福祉部参事兼こども育成課長　稲村幸子　　
教育総務部次長兼学校教育課長　前馬晋策　　生涯学習スポーツ課長　小林寿弘

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局参事　池上　彰

１．案件
議案第５８号　摂津市総合計画基本構想について議会の議決を求める件
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（午前１０時　開会）

○三好義治委員長　ただいまから、総合

計画基本構想審査特別委員会を開会しま

す。

　本日の委員会記録署名委員は、木村委

員を指名します。

　先日に引き続き、議案第５８号の審査

を行います。

　これより、基本構想第３章第５節から

第７節まで、及び第４章に対する質疑に

入ります。

　野原委員。

○野原修委員　それでは、数点、質問さ

せていただきます。

　まず第１点目、「生涯学習を通じて心

豊かなうるおいと安らぎを感じるまちに

します」とあります。

　そこで、いつでもどこでも楽しく学ぶ

ことも大切ですが、今度の総合計画のキー

ワード「協働」という観点から、これか

らの生涯学習はもう一歩進めて、学んだ

知識や技能をこの摂津のまちづくりに生

かしてもらう仕組みが必要だと考えます

が、いかがお考えか、お聞かせください。

　２点目として、「自ら学び、自ら考え

ることのできる子どもを育むまちにしま

す」とあります。

　そこで、「保育所・幼稚園・小学校・

中学校が一貫性を持って、就学前から発

達段階に応じたきめ細かな教育を行いま

す」とあります。詳しくご説明をお願い

します。

　３点目としまして、「学校・家庭・地

域の連携により、地域で子どもを育む活

動の充実や子どもの安全対策、子育て支

援の強化を図ります」とありますが、今

までもそれに取り組んでおられますが、

これを一層進めるということのお考えを

お聞かせください。

　４点目としまして、「文化・スポーツ

を通じて市民が元気なまちにします」と

あります。「誰もが気軽にスポーツやレ

クリエーションを楽しめるよう、活動機

会の充実を図るとともに、環境の整備を

図ります」とありますが、現状として、

市民体育館や味舌体育館が閉館となり、

平成２３年度に吹田支援学校鳥飼校のグ

ラウンドが小学部の増築により工事中は

使用できなくなったり、工事完了後も使

用できるかどうか不明であります。どの

ように活動機会の充実や環境整備を図っ

ていかれるのか、お考えをお聞かせくだ

さい。

　５点目としまして、「産業を支え、活

力あるまちにします」とあります。

　「事業者の経営基盤の強化、活性化の

支援を図る」とあります。ここのもう少

し詳しいご説明をお願いします。

　続きまして、６番目としまして、「農

業特産物の保存奨励、農地の保全を行う

とともに、市民が農業に親しむ機会の充

実を図る」とあります。ここも、もう少

し詳しいご説明をお願いします。

　７点目としまして、「市民の視点に立っ

た質の高い行政経営を行います」とあり

ます。

　「職員の自己啓発を促進するとともに、

研修制度を充実して人材育成を行います」

とあります。今でも、こういった取り組

みには十分取り組まれていると思います。

今後もこういう形をより充実させていか

れると思いますが、その辺の詳しい取り

組みをお聞かせください。

　８番目として、「新たな自主財源の確

保や市のイメージ・ブランド力の向上に

取り組む」とあります。ここのご説明も

お願いします。

　９番目、協働を実現するための役割。

市民の役割として、「地域の夢や課題を

共有し、地域をより良くする目標に向かっ
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て、地域の人たちと協働して楽しみなが

ら行動します」とあります。ここのご説

明もお願いします。

　１０番目としまして、行政の役割。協

働のコーディネートをすること、「めざ

す将来像の実現に向けて、摂津市内に関

わるみんなが目標を共有し、連携・協力

することができるようコーディネートし

ます」とあります。ここの詳しい取り組

みをお聞かせください。

　最後に、１１番目、計画の進行管理で

「協働の進行状況について、協働で点検・

評価を行い、分かりやすく公表する仕組

みを構築する」とありますが、いつまで

にどのような方法、仕組みづくりをしよ

うとされているのか、具体的にお示しく

ださい。

　以上、１１点、質問を終わります。

○三好義治委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　１番、「生涯学習

を通じて心豊かなうるおいと安らぎを感

じるまち」についてでございますけれど

も、平成１８年に策定いたしました「第

２次生涯学習推進計画」に基づきまして、

市民参加による新しい公共という視点か

ら、学んだ成果をまちづくりに活かす、

市民活動やボランティア活動など市民が

主役になった、ともに学び、ともにふれ

あい、ともに創るという生涯学習の推進

に努めておるところでございます。

　文化振興のリーダーやコーディネーター

の養成を目指しまして、平成２０年度に

開講いたしましたせっつ生涯学習大学で

は、活発な学習が進められております。

　卒業生の方々は、初年度から生涯学習

のまちづくりのリーダーとして活躍いた

だいております。

　特に、スポーツ健康学部卒業生は、総

合型地域スポーツクラブの平成２４年度

設立に向け、その設立準備会の中心メン

バーとして活動いただいております。

　生涯学習は、生活や職業能力の向上、

自己の充実を目指しまして、必要に応じ

て自分に適した手段・方法を選んで、自

由に取り組む学習を言いますけれども、

今後は、自分が学んだ成果を社会に活か

すこと、地域のさまざまな課題を発見し、

地域で学びの輪を広げる生涯学習活動を

していただけるような仕組みづくりが重

要と考えております。

　２点目の「文化・スポーツを通じて市

民が元気なまち」に関するお問いでござ

いますけれども、文部省が作成いたしま

した「スポーツ振興基本計画」では、成

人の週１回以上のスポーツ実施率を５０

％以上になることを目指すということに

なっておりまして、体育協会の各種団体

に属されている競技スポーツの方々でい

らっしゃいますとか、あるいは体育指導

員さんが進めていらっしゃる「ニュース

ポーツのつどい」、あるいは「市民ハイ

キング」、こういった催しに積極的に参

加していただいている方を除きますと、

一般の市民の中には、スポーツはする気

持ちはあるんだけれども、仲間がいない

とか、そういったことで、機会をつかめ

ないという方が少なからずいらっしゃい

ます。そのような方々を含めまして、新

たな対象者に向けて、平成２４年４月を

目途に、だれもが身近なところでスポー

ツを楽しむことができる総合型スポーツ

クラブを立ち上げたいと考えております。

　それから、スポーツ環境の整備でござ

いますけれども、本市の現状といたしま

して、財政状況でございますけれども、

新たな施設の整備の具体的な計画は今の

ところ総合計画には盛り込んでおらない

という状況でございます。

　本市の施設は、大規模な施設はござい

ませんけれども、そういった関係で、大
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きな大会の開催については難しいところ

がございますけれども、通常の利用につ

きましては、例えば市立体育館などは稼

働率が７０ないし８０％という状況でご

ざいまして、こういった施設の運用方法

の改善とか、この１１月に行いました青

少年運動広場の開場時間の延長、こういっ

た利用時間の拡大を図りましてとか、あ

るいは本市が所管いたします以外の施設、

こういったところをできるだけ開放して

いただけるようにお願いいたしまして、

施設の環境整備を図ってまいりたいと考

えております。

○三好義治委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　それでは、私のほ

うから、ご質問の中にありました保・幼・

小の連携に基づく就学前教育を含めた一

貫教育についての考え方のうち、その仕

組みの部分につきましてお答えさせてい

ただきます。

　また、教育内容につきましては、担当

のほうから答えますので、よろしくお願

いいたします。

　今日、少子化が進む中、また女性の社

会進出等が進む中、子どもを取り巻く家

庭環境は非常に大きく変わっております。

　そういった中で、本市においても学力

の問題等々、今日的喫緊の課題を抱えて

おります。

　こういった中で、小学校の低学年にお

いて、いわゆる小１プロブレムと言われ

る、保育所・幼稚園から小学校に上がっ

た段階において、その小学校の学校生活

に若干なじめなくて、授業中に席に座っ

ていないとか、そういった子どもの問題、

これを小１プロブレムと、そういうよう

に言いますが、本市におきましてもその

対策をするために、例えば小学校１年生

に学級補助員という形で一昨年から入れ

まして、小学校における対応をとってお

ります。

　しかし、根本的には、やはり小学校に

上がるその前の段階で、いわゆる義務教

育の前の段階において、そういった子ど

もたちに一定の準備といいますか、そう

いったことをしていかなければならない

だろうというふうに考えております。

　そういった中で、今日は、就学前の子

どもの状況は大きく幼稚園と保育所とい

うふうに分かれております。また、幼稚

園・保育所も私立・公立、そういった形

でございます。

　今までも、当然、公立の幼稚園であれ

ば教育委員会、公立の保育所であれば市

の保育の部門、また私立の幼稚園、私立

の保育所とはそれぞれの担当が連携しな

がら情報交換も行ってまいりましたが、

しかしやはり今日的な課題を解決しよう

とすれば、もう少し就学前の段階に、や

はり行政が一定方向性を持って小学校へ

上がってもらう、そういった準備をして

もらうべきではないだろうかと、そういっ

たことを福祉部門と教育部門とで話し合

いをしております。

　また、国のほうも、幼稚園であれば幼

稚園指導要領、保育所であれば保育指針

という形で、それぞれどういった幼児教

育なり保育が必要かということを文部科

学省と厚生労働省が定めておりますが、

それも最近は両省が話し合いをして、ほ

ぼ７割から８割は同じ内容になってきて

おります。

　また、将来に向けて国のほうが、保育

行政と幼稚園行政を一本化していきたい

というような報道も流れておりまして、

つい先日、内閣府の方がこども園につい

ての指針を発表いたしまして、新聞報道

もされたところでございます。

　私ども摂津市におきましては実は平成

１８年に、認定こども園という制度が平
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成１８年の１０月１日に施行されました

が、それにつきまして、その当時から幼

稚園の担当業務と保育所の担当業務、そ

れぞれ担当者同士が話し合いをしまして、

摂津市における今後の幼児教育・保育行

政はどういう方向がいいんだろうかとい

うことで、この新しい制度を研究しよう

ということで、平成１８年から担当者同

士で研究してきました。

　それを受けて、今、私ども平成２４年

４月１日に向けてこども園をつくるとい

う作業をしております。

　このこども園をつくるということの中

で、より就学前教育を深めていきたいと

いうことで、今後、教育委員会とこども

育成課とがより一体的になって就学前教

育に取り組み、そして小学校における小

１プロブレムを解消したいと。そういう

方向性を今築き上げつつありますので、

平成２４年４月１日のこども園開設に向

けて、今年度、来年度、より深めながら

摂津市のあるべき就学前教育について議

論していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○三好義治委員長　市橋理事。

○市橋教育総務部理事　子どもたちが社

会人として形成されるためには、義務教

育は大変重要な時期でございます。

　子どもたちのそれぞれの発達段階に応

じてきめ細かな指導の徹底というのは、

不可欠なものでございます。

　小学校・中学校における段差の解消と

しまして、小中連携教育を推進してまい

りました。また、それを一歩進めて、小

中一貫教育の方向に今進めてまいってお

るところでございます。

　しかし、義務教育を考え、子どもたち

に教育すればするほど、義務教育以前の

就学前教育について大変重要さがわかっ

てまいりました。

　この点におきまして、小中一貫から保・

幼・小・中とこの一貫教育が大変重要な

ことがわかってまいりました。教育委員

会といたしましては、その重要性にかん

がみ、カリキュラムの統一性等々につい

て論議を進めているところでございます。

　また、小学校に入る子どもたちの情報

の共有につきましては、各学校が常に情

報を共有し、また入学後も、卒園した保

育所・幼稚園との連絡をとり合いまして、

子どもたちの教育を進めているのが現状

でございます。

　今後、より一層、幼稚園・保育所・小

学校・中学校と連携を深め、子どもたち

が１５歳のときにしっかりとした学力が

つくように邁進してまいりたいと考えて

おります。

○三好義治委員長　水田部長。

○水田生活環境部長　第６節「活力ある

産業のまち」の中の事業者の経営基盤の

強化について、まずご答弁申し上げます。

　市内の事業者、企業の存続はやはり法

人税の収入、それから市民の雇用など、

さまざまな影響がございます。しっかり

した事業者が摂津市内で起業されること

を、当然、これは支援していかなければ

ならない。そのことで、やはりそういう

中小企業の資金融資制度であるとか、府

の融資制度であるとか、そういったもの

の情報をしっかりと発信していかなけれ

ばならないといったような支援をしてい

きたいというふうな考え方でございます。

　それから、「農業特産物の保存奨励、

農地の保全を行うとともに、市民が農業

に親しむ機会の充実を図ります」という

ことでございますけれども、今現在、摂

津市内の都市農業の中では、やはり農業

振興会のほうで農産物の保存を頑張って

いただいております。

　あわせて、農地につきましては高齢化
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が進む中で、やはり休耕地もふえつつあ

るんじゃないかなと。そういったことを

なくすために、有効活用するために、市

民もやはり農地に親しみやすい、そういっ

た中での市民農園を今現在取り組んでお

ります。

　その市民農園の中で、さらに農業に対

して市民が親しんでいただいて、物づく

りという観点から、いろんなライフワー

クに取り組んでいただきたいといったこ

との充実を図りたいというふうに考えて

おります。

○三好義治委員長　羽原市長公室長。

○羽原市長公室長　市長公室に係ります

ご質問、４点ほどあったかと思います。

質の高い行政を進めるに当たって人材育

成をどう考えているのか、あと市民の方

と楽しみながら協働していく、その辺の

考え方はどうかと、あと皆が協働してい

く、目的を共有していく、その辺の考え

方はどうか、あと点検・評価の仕組みづ

くりについての考え方ということであっ

たかというふうに思います。

　これ、いずれもそれぞれに相互関連を

しておるご質問でございますけれども、

まず人材育成につきましては、これから

協働ということをまず主眼において考え

ますと、かなり違った質の職員がやはり

要るのかなというふうに思っております。

　職員として法律の知識を持ち、財政が

きちんと運営できるということ、これは

もちろん基本的な素養でございますけれ

ども、市民の方、また事業者とともにま

ちづくりを考えていけるということにな

りますと、相当また違う知識・能力が必

要かというふうに思っております。

　計画の中でも、職員の創造性、プロデュー

ス能力、コミュニケーション能力という

ふうに書いておりますが、かなり難しい

テーマであろうかと思います。

　私どもといたしましては、来年度以降、

やはり人材育成につきましても、先進市

に学ぶ、それと具体的なルールづくりを

進めるに当たって、直接市民の方といろ

んな議論をさせていただく、そういう中

で、やはりそういう具体的な能力をつくっ

ていく必要があるでしょうし、そのため

の基本的な知識についても、やはり研修

の中で職員に育成していく必要があるの

かなというふうに考えております。

　次に、市民の方、楽しみながら行動し

ますというあたり、どう考えておるのか

というご質問でございますけれども、端

的に申しますと、例えば自治会であると

か、こども会であるとか、地域でご活躍

いただいている各団体の組織率が下がっ

ているというようなご指摘、随分、これ

までございました。

　やはり、そういう地域で多くの人のた

めに働く、汗をかいていただく、皆さん

一生懸命やっておられるわけですけれど

も、なかなかそれがうまいこといってい

ないという側面もあるのかなというふう

に思います。

　そのあたり、やはり皆が楽しむという

要素も実は要るんだろうと。単に、義務

として、自分に与えられた役割としてや

るということだけでは、なかなかやはり

そういういろんな団体の中で皆のために

汗をかく、協働していくということが定

着していかないというのは、そこにある

のかなというふうに思っておりますし、

やはりそういう多くの人のために汗をか

くことをよしとする、そういう風土のよ

うなものをつくっていく必要があるのか

なというふうに思っております。

　摂津市が目指す協働の姿は、あくまで

それぞれ市民・事業者・行政がまずそれ

ぞれの主体性を持つこと、互いの特性を

尊重すること、お互いに対等の立場で議
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論していくことというふうに定義をして

おりますが、そういう関係をつくりつつ

も、やはり楽しむという要素、そのこと

をよしとする風土づくりというようなこ

とも必要ではないかというふうに思って

おります。

　そういう風土づくりをしていくことに

よって、皆での協働ということがより生

きてくるのかなと思います。

　ただ、協働と言いますと、いかにも抽

象的な言い方ではありますけれども、具

体的には、どこどこの水路をきれいにす

るにはどうしたらいいかとか、子どもた

ちの通学路の安全を守るためには地域の

人は何ができるのかとか、事業者はどう

いう協力ができるのかとか、具体的な場

面でこれからいろんな方々にご議論いた

だく必要があるのではないかというふう

に思っておりますので、個々の場面では

具体的なテーマを掲げながら、共通の目

標・共通の認識を持って進んでいく取り

組みをしていきたいなと思っております。

　点検・評価の仕組みということでござ

いますけれども、それぞれのそういう具

体的な取り組みでは効果があったのかど

うか、じゃあどういう違うやり方があっ

たんではないかというような、これは評

価をしていかなければなりませんので、

これまでは行政評価という形で行政内部

の評価の仕組みだけで取り扱っておりま

したけれども、やはり一定、具体的なテー

マとなってきますと、そこにかかわって

いただいた市民の方、事業者も入ってい

ただいて、効果があったかどうか、より

合理的な方法はなかったか、そういうこ

とをやはりお互いに意見を出し合いなが

ら、より数字の高いものにしていく。そ

ういう議論をすることによって、新しい

展開の方向もまた見えてくるのかなとい

うふうに思っていますから、そういう仕

組みづくりについても、全体の具体の計

画をつくっていく中で約束事として、ルー

ルとしてつくっていく必要がある。そう

いうルールづくりの取り組みについては、

来年度からやはり市民・事業者にも参加

をしていただきながら具体的に進めてい

きたいなというふうに考えております。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　健全な財政運営を行

うための自主財源の確保と市のイメージ・

ブランド力の向上ということのご質問に

お答えをさせていただきます。

　自主財源の最大のものと申しますと、

やはり市税の収入でございます。第４次

行革におきましても、市民の収納の利便

性を図るために、コンビニ収納でありま

すとか、口座振替の推奨というのも行っ

ております。

　あと、収納率向上対策におきましては、

コールセンターの導入でありますとか、

自主財源である税をできるだけ大きくす

るという取り組みをしなければならない、

これは当然のことでございます。

　あと、市のイメージ・ブランド力の向

上ということでございますが、今現在、

南千里丘のまちづくりにおきまして、コ

ミュニティプラザを中心としまして協働

の取り組みでありますとか、保健センター

を中心としました健康の取り組みであり

ますとか、新駅のイメージで言いますと、

カーボン・ニュートラルというような環

境の取り組みでございます。

　平成２３年度の予算編成におきまして、

それぞれキーワードをつけております。

今回の取り組みも、「環境」「健康」

「協働」という三つの言葉を中心としま

して、重点課題といたしております。

　こういうことを行うことによって、南

千里丘のまちづくりを中心とした市のイ

メージをどんどん外に出しながら、例え
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ば新たな自主財源としては、市のホーム

ページをごらんになっていただく方がた

くさんおられれば、バナーの広告である

とか、そういうものも新たな自主財源と

しては確保できるんじゃないかと。

　最大の目的は、やはり市のイメージ・

ブランド力を向上することによって、転

入していただき、定着していただき、に

ぎわいのあるまちづくりを進め、それが

結果として財政運営の健全化に資すると

いうことであると考えております。

○三好義治委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　「地域で子どもを

育む活動の充実や子どもの安心・安全対

策」について、ご答弁申し上げます。

　従来、学校・家庭・地域ということで、

例えばこども会、あるいはＰＴＡ、こう

いったところが地域の子どもたちの安全・

安心を守っておったわけでございますけ

れども、核家族化や少子化、あるいは夫

婦共働きと申しますか、そういった急激

な社会の変化に伴いまして従来機能して

いた地域で子どもを育てるという機能と

いいますか、そういった地域・家庭の教

育力が低下していると言われております。

　こども会の加入率の低下等、具体的な

数字としてあらわれてきておるわけでご

ざいますけれども、我々といたしまして

は、就労する保護者への子育て支援とし

ての学童保育はもちろんのこと、地域コ

ミュニティづくりを図るための地域教育

協議会「すこやかネット」、それから放

課後に安全・安心してスポーツ・文化活

動や自学自習できる居場所としての放課

後子ども教室「わくわく広場」「宿題広

場」などがございます。

　それから、地域で子どもを守り育てる

「こども１１０番の家」、「１１０番の

車」等、それから地域の協力を得まして

一声運動、子どもの安全見守り隊活動な

どの事業を展開し、充実を図っておると

ころでございます。

　しかし、低下したといえども、従来、

これまで培われてまいりましたこども会

やＰＴＡの組織的な、この地域・家庭の

教育力なくして子どもの安全・安心は図

れないと考えております。

　いずれにいたしましても、急激にこの

ように社会が変化する中にありまして、

学校・地域・家庭、そして行政が連携い

たしまして、教育力の部分的な低下につ

きましては、互いに補完いたしまして、

究極の目的である子どもの安全・安心を

図ってまいらねばならないと考えており

ます。

○三好義治委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、再度質問させ

ていただきます。

　１番の生涯学習に関してでありますが、

学んだ成果を地域に還元していただくこ

とは、生涯学習活動を通じた地域活性化

や人と人とのつながりから、安全で安心

なまちづくりにもつながると考えます。

　高齢社会では、生きがいを見つけると

いうことで、２０歳から６０歳まで一日

９時間、年間２００日働いたとして１，

８００時間で７万２，０００時間、６０

歳から８０歳までは１日１０時間自由時

間があるとして考えれば、７万３，００

０時間、同じだけの時間を６０歳から費

やす。そこには、小学校で言われていま

すように、小学生には生きる力、高齢者

には生きがいと、それを見つけるという

対策の一つで、生涯学習大学の取り組み

はこれからの時代にマッチしたすばらし

い取り組みであり、さらに発展させてい

ただきたいと思いますが、ことしの講座

は、応募者、特に他の講座を受講してい

る新規の応募者が少なかったように聞い

ております。今後の展開についてどう考
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え進められるのか、お聞かせください。

　２番目の「自ら学び、自ら考える」で

ありますが、今お聞きしました。摂津市

で本年度から取り組んでいただいていま

す学級補助員とか、学習サポーター制度、

これは他市にない取り組みで、何とか今

まで統廃合なんかで出た予算をそういう

ところに回して、子どもたちの学力の向

上という形で新たな取り組みを進められ

ております。これは、学力というのはや

はりそれぞれ生活能力というのか、それ

にかけるお金の割合で多少違ってくるの

かと思います。それに合った形で、摂津

市では、子どもたちに少しでも学力向上

に対する新たな取り組みというのか、そ

の熱意は感じます。しかし、先ほど馬場

部長のほうからも言われましたように、

就学前教育、これをいかにするかによっ

て、小学校１年になったときに、落ちつ

きがあり、本当にそこから学べるという

姿勢をいかにとっていくか、この就学前

がこれからは大きな取り組みになってい

こうかと思います。国のほうでも、幼保

一元化という形で、今まで文部科学省と

厚生労働省というばらばらな縦割りのと

ころから、子どもの視点に立てば、それ

はどちらであっても同じ、保育園でも幼

稚園でも同じような教育レベルというの

か、そこの教えはなっておりますので、

それが同じような状況で小学校へ入学さ

れる、そこで同じスタートを切れる。そ

れまでのしつけという意味、これは家庭

と就学前教育に取り組む施設、そこの連

携が一番大きい割合を占めようかと思い

ます。

　私の考えでありますが、学校はやっぱ

り教育、物事を教えるところで、しつけ

はあくまでも家庭でするのが当たり前で

あると思います。この当たり前のことが、

今、すごく欠けております。

　そういった面で、家庭教育、ここに重

点を置いて、やっぱり家庭・保護者との

連携、それを就学前にいかにやっていけ

るか。また、平成１８年から認定こども

園という取り組みを進められて、国は国

で進んでいきますが、国の方向もまたど

のように変わるかわからないですけれど

も、変わっても、摂津市には独自性を持っ

た形で、やはり子どものきちっとした教

育ができる、家庭教育ができるという仕

組みづくりを今後も進めていただきたい

という意味も含めまして、もう少し深掘

りでお聞かせいただきたいと思います。

　どうしても、これは文科省と厚労省の

管轄で所管が違うという形の取り組みで、

今の幼稚園の先生の考え方と保育園の保

育士さんの考え方が違うといった中で、

これが一緒になるということのその辺の

摩擦、また本市においても、今の教育委

員会と福祉部門のほうとの連携を今後ど

ういう形にしていって、そこの連携をど

のような形でとっていかれるのか、その

辺のことをもう一度詳しく教えていただ

きたいと思います。

　３番目の連携についてでありますが、

これは今までもそういった形では取り組

まれておりますが、今ご説明いただいた

んですけれども、もう少し詳しくという

のか、今までの対策とちょっと違うと、

ここをこういった形でこの５年、１０年

進めていくというところをもう一度お聞

かせいただいたらと思います。

　４番目の文化・スポーツでありますが、

担当部としての努力はわかりますが、市

内では大阪府大会や全国大会ができる体

育館がなく、きのう、鳥飼体育館で三島

地区の剣道の大会をやられたときでも、

もういっぱいいっぱいで、子どもたちが

竹刀も振れないというような状況にあり

ます。
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　施設が手狭なため１日でできる大会が

２日間にわたったり、観客席もないとい

うことで、保護者が見学もできないとい

うことが現状にあります。

　摂津のスポーツ振興を図る上でも、大

きな大会ができる総合体育館的なものが

必要と考えますが、今後の考え方をお聞

かせいただきたいと思います。

　５番目の「産業を支え、活力のあるま

ち」でありますが、今、お聞きしました

中小企業に対しましては、市の融資制度、

府の融資制度を活用した中、またセッピィ

商品券なり、摂津市独自のそういう形で

商工業の取り組みをされている、その努

力は認めますが、摂津市においては、以

前にも一般質問をさせていただきました

が、やはりこの摂津市で設備投資を行っ

ていただいて、そこで定住してもらうと

いう形が、一番大きな本市の財源確保と

いうことになろうかと思います。

　そういった意味で、前回もちょっと皆

さんにお知らせしたような形で、千里丘

のある企業においては、今まで他市に工

場があったところを、その他市の工場を

摂津市の自分たちの工場に吸収して、海

外に移転するかどうするかという選択肢

の中で、海外をやめて摂津市に工場を移

転して、将来的には自分たちの敷地を全

部そういう一つのエコタウンとして摂津

市のために貢献して、地域の方も雇用し

たいと、そういう思いを持って摂津市に

定住して今後も頑張っていきたいと、そ

ういう摂津に対する愛着を民間の方でも

持っておられます。

　そういった中で、そういう方に少しで

も何らかの形でそういう設備投資をして

いただける方に対しての施策、そういっ

たものは今後お考えにあるのかどうか、

その辺のところをお聞かせいただきたい

と思います。

　それと、６番目の農地の問題でありま

す。今、摂津市では、市街化区域内農地

面積は約４８ヘクタールで、生産緑地が

１８ヘクタール、一般農地が３０ヘクター

ルとお聞きしております。その３０ヘク

タールの中で、市民農園という形のもの

は今後広げられるかと思います。

　そういった中で、やっぱり高齢社会の

生きがいという形の、この市民農園、今、

市民農園は団体貸ししかされていないよ

うに聞いております。これを今後どうい

う形にしていくのか。また、今回、１２

月の広報で募集されるようになりました

千里丘地区、これは以前からも要望して

おりましたことがこの市民農園として設

けられるということは大変喜ばしいこと

で、せっかく地域にもそういう形で市民

農園がどんどんこれから広がっていくと

いう形、今後の取り組みも、そういった

意味でお聞かせいただきたいと思います。

　それと、大阪の伝統野菜の鳥飼なす、

そういった形で、農業祭がきのう・おと

といとあり、にぎわいもあり、本当に摂

津市の農業に携わっている皆さんのそう

いう形をもう少し支援される施策、今後

の方向性をお聞かせいただきたいと思い

ます。

　７番目の「市民の視点に立った質の高

い行政経営」とありまして、今お聞かせ

いただいたんですけれども、ここに参考

資料にもありますが、書いてあるのは、

朝のミーティングとか月間目標を設定す

る。これは民間では当たり前のことであっ

て、朝、やはり「ほう・れん・そう」と

いう形のもので、報告・連絡というのは

毎朝のミーティングの中でやって、どう

いう方向で行こう、また今月の営業目標

とか、そういう形をやっていこうという

のは、多分当たり前のことで、そういう

ことをこういう目標に掲げるということ
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自体が、ちょっと意識が低いんではない

かなと思います。

　そういうことで、取り組まれていると

いうのはよくわかるんですけれども、そ

の辺の、今、私がこの５年間、今の職に

就かせていただいても、今まで民間と同

じような形で、電話のとり方一つとか、

そういうのでもやっぱりこの摂津市内の

中でサービスという形の中で最高のサー

ビスができるというのが市役所だと思う

んです。

　それがやはりまだまだそこはできてい

ないというのは、やはり研修とか人材育

成と言われる中での言葉はすごくきれい

でわかるんですけれども、その辺、取り

組みが各課すごくまだまだ温度差がある。

その辺が、なぜ一番高いところのレベル

アップ、そこの位置まで行かないのか、

その辺の取り組みに対していろいろ問題

があるのではないかと思うんですが、そ

の辺のところ、もう一度、５年後、１０

年後に向けた中で、やっぱり一番摂津市

内においては最高のサービスを受けられ

るというか、市民の方が来られて、なる

ほどと思って帰っていただけるような職

場づくり、そういったものに対する取り

組み、今のままでは本当に絵に描いたも

ちになっていくんじゃないかと思います。

　過去、ＡＴＯＭＳ運動とか、今でもＯ

ＪＴとかという形のもので取り組まれて

おりますが、このＡＴＯＭＳ運動をやら

れたときの意識より、今はすごく下がっ

ているんじゃないかなと思うんです。

　このＡＴＯＭＳ運動というのは、過去、

取り組まれた形の中でそれぞれが意識が

深まった、この私がいろいろ回って教え

てもらった中で、環境のほうで初めてチ

ラシを見たときに、環境の方がまかれて

いる「市民の役に立つところの市役所づ

くりを目指します」というチラシを見て、

本当にこの本庁の方々もその意識を持っ

て取り組まれているかという、そこの温

度差は、ちょっとこちらのほうが低いん

じゃないかなと思います。

　このＡＴＯＭＳ運動なんかでも、でき

れば何年かに一回、もう一度自分たちで

目標を設定して、そういった形で取り組

み、また表彰なんかをできれば１階のロ

ビーでやって、市民の方にも見てもらう、

市役所の中でもこういう形で取り組んで

いるというようなことも今後考えられな

いのか、その辺のところ、これはちょっ

と細かいことになって総計にはそぐわな

いかと思いますが、全体的な考え方でボ

トムアップという形の考え方をいま一度

お聞かせください。

　８番目の「新たな自主財源の確保や市

のイメージ・ブランド力の向上に取り組

む」とあります。

　今言われましたようなコンビニ収納と

か、いろいろ他市でやっているようなこ

とも我が市で取り組めるようなことは今

取り組まれようとしていると認識はでき

るんですけれども、そのイメージ力・ブ

ランド力、今、環境・健康、そういった、

またせっかく先ほど言われましたカーボ

ン・ニュートラルの阪急の駅ができまし

て、あそこにコミプラができました。

　そこであの阪急電車に乗られている方

が、それじゃあ一回おりてみようかな、

ここはすばらしいな、と。２０階のビル

ができ、４３階のビルができ、あの辺に

緑がいっぱいでき、また電車から見える

千里丘三島線、そこの街路樹もきれいに

整備されて、あの辺が全部彩りのまちと

して整備されたときには、多分、ああ、

ここはきれいやな、一回おりてみて散策

してみたいなというような形のまちに多

分１０年後にはなっているし、また５年

後にはある程度の検証はできるような形
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になっていこうかと思います。

　そのときに、ハードはできて、他市か

ら電車を降りられて摂津市にこられたと

きに、ここは何となくほっとする温かい

まちだなというような、そのソフトの部

分、そこは今、本市で進めている人間基

礎教育、他市から来られた人に思いやり

を持って接すると、そういった形の徹底

をこれから５年、１０年かけて、もう一

度、市職員の方や我々が先頭に立ってそ

ういう意識づけをして、市民の方にそう

いう意識をしてもらう。

　ましてや、今度、新しいマンションが

建ったときには、外から来られる。今、

外から来られる方でも、この間、三井が

アンケートをとったところでは、入居さ

れる１８０件のうちの他市からの転入と

いうのは２０数件しかなかったようにお

聞きしております。ほとんどが摂津市内

での移動みたいなように聞いております。

　その形の中で、私も一番あそこで三井

不動産に腹立たしく思ったのは、やはり

テレビのコマーシャルの中で、摂津市駅

から本当に歩いて３０秒、そういったと

ころの施設の中で、摂津市という名前が

そこに出てこない。

　箕面彩都だったら箕面とか、そういう

ものが出てくる。そういった意味で、ま

だ摂津市というイメージのブランドがま

だまだそういうところでナショナルブラ

ンドになっていない。本当にまだそういっ

たことでの摂津市ということに対しての

イメージがなされていない。

　このイメージを高めていく、我々は摂

津市に住んでいるという誇りを持てる、

そういったまちづくりを我々はこれから

仕掛けづくりをしていかないとだめです

し、今の現状をもう一度きっちりと、今

の現状はどうであって、どういうところ

に立っているんだと、それに向かってど

う進んでいくんだというものを、もう一

度、イメージ・ブランドの向上と思われ

るんだったら、今後どう進めていくのか、

その辺のお考えをお聞かせください。

　協働を実現するための役割、市民の役

割で、先ほどお聞きしました「楽しみな

がら」、私もこの楽しみながらというの

が一番大きいキーワードだと思います。

　言われてやるもんじゃなく、やはり自

分たちの地域、今の言葉にも共通する部

分はあるかと思いますが、やはり愛着を

持てる、そういった地域には、それぞれ

自分らが住んでいてよかったと。そこに

は秋まつりがあり、市民体育祭があり、

いろんな形でそれぞれが参加できる、そ

ういった地域を守っていく、そういった

意味での「楽しみながら行動する」とい

うキーワードはよくわかるんですけれど

も、そうしたら実際、自治会の加入率も

低くなったり、ＰＴＡとかいろんな団体

の参加率も少なくなっているところで、

どうして楽しみながらできるのか。

　その意識づけはわかるんですけれども、

そしたらそこに持って行く、市民の方に

それを言うだけで、そういう本当に楽し

みながらボランティアをするためにそこ

の地域に愛着を持ってもらえるのか。

　例えば、以前からも何度も言うようで

すが、この三中校区、例えばガランド水

路なんかでも、下水の施設を使った、そ

ういう子どもたちが大阪府下で誇れる、

そういう施設があるんだと。そういうと

ころに対する三宅柳田小学校の子どもた

ち、またこの自然の環境ですごく野鳥が

飛来している大正川、そういうところに

関しての愛着を持ってもらう、第三中学

校の学生に愛着を持ってもらうとか、そ

ういった形の取り組み、そういうのなく

してその地域に愛着を持てというのは、

なかなかそれをまた楽しみながらそうい
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うところをそれぞれが育てていこうとい

うのは、なかなか難しいと思います。そ

の辺の取り組みについて、もう少し教え

ていただけたらと思います。

　１０番目の「行政の持つ役割」、これ

は今と一緒になるかと思いますので、さっ

き公室長が言われたような総合的に全部

が共通するという一つのくくりで答弁さ

れましたので、それはまた一つで答弁し

てもらっても結構ですが、そのときの中

の進行計画のところでありますが、今、

具体的に何年にどうして、どういうもの

をどう構築していくというのは、年度を

切るとか、具体的な取り組みを言うのは

難しいかと思いますが、もう少し例えば

５年後に見直すときには、この辺のとこ

ろまで行きたいと、それで１０年先には、

こういった形のものをしていくという、

その決意、前回も言わせていただきまし

たが、これはもうやはり１０年先にこれ

をつくった我々もそうですし、皆さんも

そうですが、それを後輩に引き継いで、

これを一つのマニュアルとして、これに

向かって１０年先にまちづくりをしてい

くといった大切なものでありますから、

そこの決意を聞かせていただきたいと思

います。

○三好義治委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　せっつ生涯学習大

学等の生涯学習の講座の今後の展開とい

うことでございますけれども、せっつ生

涯学習大学は、生涯学習まちづくり学部、

それからスポーツ健康学部の２学部を開

講いたしております。

　委員ご指摘のように、確かにことしの

講座の受講生は、過去２年間に比べて少

ない状況となっておりますが、この両学

部の過去の講座修了生の方々につきまし

ては、生涯学習サミットの企画運営や総

合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

の中心メンバーとして活躍いただいてお

ります。

　今後は、このせっつ生涯学習大学の一

層のＰＲに努めますとともに、いつでも、

どこでも、自分の学びたいものを学び、

学んだ成果を地域に還元したいといった

市民の方の要望にこたえるため、現在の

２学部にとらわれることなく、学びを通

じて地域社会に参加できるような楽しい

学習の場となるような学部を考えてまい

りたいと思います。

　それから、他の部になりますけれども、

女性大学とか老人大学とかが開講されて

まして、生涯学習大学開講の折には、こ

こらあたりとかぶるといいますか、バッ

ティングするという話もあったわけでご

ざいますけれども、この両大学とも目指

すものは、市民みずから地域貢献する協

働の担い手づくりといったものでありま

すので、今後、どのような連携ができる

のか、あるいは統合できるのか、検討し

てまいりたいと思います。

　それから、子どもの安心・安全の件で

ございまして、先ほど取り組みをご説明

させていただきましたけれども、今まで

とは違った取り組みはないのかというお

問いでございました。

　それで、従来、学校では教育を受け、

家庭ではしつけ、あるいは地域では、子

どもさんが地域に帰ってくると、どこど

この子どもさんやねとか、あるいは顔と

顔が一致するというようなところで、子

どもさんがどこかへ行ったとなると、必

ずやすぐにわかるというような状況であっ

たわけでございますけれども、先ほど申

しました社会状況の急激な変化でありま

すとか、あるいは子どもさんへの事件の

増加、あるいは凶悪化等がございまして、

これは決して教育力が低下したと言うの

ではなくて、相対的にそういった社会状
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況によりまして、相対的に各セクション

において低下してきている状況であるの

かなと思います。

　そういったところで、行政として子ど

もの遊び場、居場所づくりとか、あるい

は地域教育協議会「すこやかネット」と

か、そういったところを立ち上げまして、

その部分を補完しているという状況なの

かなと思います。

　今後の取り組みということでございま

すけれども、先ほど申しましたように、

従来機能しておりましたこども会とかＰ

ＴＡさんもそうですし、それから自治会

さん、そういったところで子ども見守り

隊ということでやっていただいておりま

すけれども、そういった部分を従来の組

織をもう一度考え直すといいますか、な

かなか相体的に低下しているという状況

でございますから、難しいところがござ

いますけれども、もう一度見直す。

　それから、今、教育委員会・学校・家

庭・地域の連携と言っていますけれども、

教育委員会だけではなくて、子どもの安

全・安心ということにつきましては民生

委員さんとか、あるいは先ほど申しまし

た自治会とか、市全体で考えていかない

となかなか追いつかないのかなと考えて

おります。

　具体的に今後の施策について違う取り

組みを持っているのかということでござ

いますが、今のところ、そういったとこ

ろで、具体的には持ってはおりませんけ

れども、市全体で考えていかなければな

らない問題であろうと思います。

　それから、総合体育館の件でございま

すけれども、確かに本市には大規模なス

ポーツ大会を開催できるような総合体育

館的な施設はございません。

　三島地区や府、あるいは全国レベルの

大会となれば、既存の市立体育館では、

附帯の駐車場も含めまして、キャパシティ

が不足しているということは十分認識し

ておるところでございます。

　市民の皆様からも、議員の皆様方から

も、特にスポーツ関係者の方々から切実

な状況もお聞きいたしております。

　教育委員会といたしましても、隣接市

並みの施設はぜひとも整備したいと考え

ておりますが、今回、財政的にも実効性

のある総合計画ということを掲げており

ますので、総計には掲げておりませんけ

れども、総合的体育館の整備につきまし

ては、引き続き政策要望を教育委員会と

してはしてまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　平成２４年４月の

べふこども園開設に合わせまして、保育

所・幼稚園・小学校、さらには保護者・

家庭との連携についてもう少し掘り下げ

てということでございます。今現在、私

どもがこの開設に合わせまして、教育委

員会と、それと福祉部門のこども育成課

と今日まで連携で行った内容についてま

ずお話しさせていただきまして、それで

今後の考え方についてお話しさせていた

だきたいと思います。

　先ほど申し上げましたように、平成１

８年１０月１日に国のほうが認定こども

園制度を始めました。それに合わせまし

て、教育委員会の学務課と福祉のほうの

こども育成課が中心になりましてこども

園について、本市ではどうあるべきかと

いう検討委員会を立ち上げました。その

中では、こども園制度の仕組みについて

の勉強会、それと先進他市への見学等々

を行いまして、摂津市におけるこの制度

をいかに進めていくかということを教育

委員会と福祉とで話し合いをさせていた

だきました。この中には当然ながら担当

の幼稚園教諭、保育士も入っていただい
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て事務局と一緒にそういうことについて

取り組みさせていただきました。

　その後、平成２０年４月にそれを発展

的にいたしまして、摂津市幼稚園保育所

連携検討委員会を立ち上げました。これ

で先ほどのこども園についての内容をよ

り深めるとともに、それに向けて事前に

保育所と幼稚園の連携をしていこうとい

うことで、連携委員会の中では、具体的

にそれぞれの幼稚園、保育所が合同の行

事を実施するなど、そういう取り組みを

既に平成２０年からいたしております。

　例えば、べふ幼稚園と別府保育所でこ

ばと会とかそういった形の取り組みを行

いましたり、とりかい幼稚園と鳥飼保育

所でも交流会を持ったと。また、鳥飼北

小学校区におきましては、小学校と幼稚

園と保育所とで連携の取り組みを行うと

いうことで、既に幼稚園、保育所と小学

校を含めた現場におきましては、そうい

う取り組みを行っております。

　それで、今年度に入りまして、いよい

よ別府こども園を正式に立ち上げたいと

いうことの意思決定の中で、就学前教育

推進検討会を立ち上げました。これにつ

きましては、学識経験者として和歌山大

学の米澤教授にも入っていただきまして、

アドバイスを今、受けながら摂津市のあ

るべき就学前教育と別府こども園の内容

について、今年度と来年度とで深めてい

きたいと、そういう取り組みをしており

ます。

　また、行政の取り組みだけではなくて、

やはりそれを利用する子どもたち、また、

保護者の意向等も我々、とる必要がある

ということで、今年度に入りまして幼稚

園と保育所と小学校の１、２年生の保護

者とそれと幼稚園教諭、保育士、小学校

の先生、これは公立、私立含めましてア

ンケートをとりました。その中で、幼稚

園の段階でどういったしつけをしたらい

いのか、どういったことを期待するかと

か、小学校に入ったらどういったことを

教えてほしいとか、そういった具体的に

こうしたいという、そういう内容のアン

ケートを実は今、実施しておりまして、

それぞれ保護者の立場から、幼稚園教諭、

保育士、そして小学校の先生の立場から

そういったアンケートを今、いただいて

おりまして、それを今まとめようとして

おります。

　そういったニーズに基づきまして、こ

ども園をきっかけにできれば就学前教育

のマニュアルを作成して、市内において

小学校に入るまでの幼稚園、保育所、公・

私立において一定レベルの就学前教育を

その中で進めていきたいとそういう意向

を持っております。

　そういったことも含めまして、平成２

４年４月にこども園を開設していきたい

と、そういうような形で連携については

考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

○三好義治委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　先ほど就学前教

育の深掘りとおっしゃったんですけど、

内容についての充実についてどう考えて

いるか、現在、考えておることを述べさ

せていただきたいと思います。

　就学前教育につきましては、義務教育

の基礎を培う、そのような内容であると

考えておりますが、義務教育の基礎を培

うということは決して義務教育の前倒し

をすることであるとは考えておりません。

この時期に必要なことを十分行わせるこ

と、これが重要であると思っています。

　この時期に必要なことは、人やものを

含めた環境と十分にかかわること、これ

が重要であろうかと思っております。今

後、この環境とのかかわり方でございま
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すが、特に基本的生活習慣、ルールをい

かに身につけさせるか、これを中心に充

実を図っていきたいと考えております。

　現在、基本的な生活習慣がなかなか身

についていない状況の中から小学校に行っ

て戸惑うこともございます。そんな中で

幼稚園では教員、保育所では保育士、こ

の大人と幼児の信頼関係の構築、また小

学校との連携強化を図りながらその後に

どのような基本的生活習慣を身につける

取り組みをなされるか、こういったこと

についても十分連携を図っていきたいと

思っております。

　道徳性の芽生えの大切な時期でありま

す。そんな意味からこの基本的生活習慣

づくりを充実させていきたい、そのよう

に考えております。

○三好義治委員長　水田部長。

○水田生活環境部長　まず、企業が定着

される施策ということでございますけれ

ども、摂津市内で企業が定着されること

によってやはり法人税、雇用の確保がで

きると考えております。そのために一定

の施策を講じていかなければならない、

これも当然のことかと思っております。

　これまでも企業の誘致について他市の

いろんな情報も収集してまいりました。

本市の状況で考えてみますと、やはり広

大な空地、それから開発の造成する土地

がなかなか難しいところでございます。

そのためにどういったことができるのか

ということでございますけれど、現在の

企業のまずは引きとめ策でありますとか、

業務の拡大でありますとか、そういった

ことを基本に支援ができないのかなとい

うことでございます。点在している空き

地もございますので、それも可能性も秘

めながら考えていかなければならないと

いうことで、やはり今、現在、引きとめ

策について平成２２年度についてはどう

いった形でできるのか、他市のいろいろ

な情報収集をしながら、平成２３年度に

は何らかの形の方向性を示していただき

たいというように考えております。

　それから、市民農園の拡大と方向性と

いうことでございますけれども、現在、

市民農園は平成２１年度では８か所、３

０団体が市民農園を利用されております。

その中でいろんな安心・安全な農作物を

つくるといったそういう農に対していろ

んな健康づくりとか、それとかいやしの

場ということでそのように活用されてい

ると考えております。平成２２年度から

受益者負担ということで、利用料金をい

ただいております。１平米当たり３４０

円という料金なんですけども、今、現在、

団体貸しのみで利用していただいており

ます。先ほどちょっと個人貸しというこ

ともございましたけども、多数、そうい

うお声はお聞きしております。現在、事

務局といたしましては、やはり今、有料

化を２２年度から進めており、団体貸し

と個人貸しのいろいろその辺の整理も当

然必要かなと思っておりまし、団体貸し

をしている農地の中で個人貸しをすると

いうこともなかなか難しい、そういうこ

とも含めた整理を当然していかなあきま

せんので、今後、１０年後ということで

考えてみますと、そういったものを整理

しながら、いろんな方のご意見を聞きな

がら、一度考えていきたいなというよう

に考えています。

　それから、鳥飼なすでございますけれ

ども、これもこの土日、１１月１３、１

４日と農業祭がございまして、やはり鳥

飼なすは、もう即日完売ということで、

即、売れてしまうというようなことでご

ざいます。名前が摂津市の中の鳥飼なす

ということで、やはり保存をしていかな

ければならない中で、保存奨励事業を今
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行っておりまして、農業振興会に委託を

行っております。それで、いろいろ栽培

の技術の保存も努めていただいておりま

すし、今後、そういったことで広く摂津

市の鳥飼なすを広めていかなくてはなら

ない。市としての考え方としては、広く

鳥飼なすをもっと知っていただきたいと

いうこともございますが、ただ、鳥飼な

すの保存ということで考えていきますと、

やはり農業振興会の考え方もいろいろと

ございますので、市内の中で保存してい

きたいといったいろんな意見もございま

す。それも今後、伝統野菜ということで

継承しながら、そういうことは今後、整

理しながら進めてまいりたいと考えてお

ります。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　まず、人材育成とい

う考え方でございますが、ご指摘のとお

り、丁寧に市民の方に対応できる、やは

り市民の方に対して、日々の業務、窓口

においてもきちっと対応できる、これは

協働ということ以前に大変重要なことで

す。ましてや、市民の方とともに働くと

いう概念を業務の中に、総合計画の中に

入れ込むということになりますと、より

重要なことになろうかと思いますので、

この点は従来以上にきちんと研修なりを

しながら職員の能力の育成には努めてま

いりたいというふうに思っております。

　次に、イメージ・ブランドというご質

問がございました。これは大変難しい問

題ではございますけれども、そのまちの

持っているイメージ、雰囲気というよう

なものかなというふうに思います。摂津

市の場合、どういうブランドが果たして

成立するのかなというふうに、私どもも、

総合計画をつくる中では、もちろん議論

もして考えもしたわけですけども、市民

会議の際に、摂津市らしさ、摂津市の強

味というようなこともご議論いただいた

こともございまして、その中でまとまっ

てきましたのが、総合計画の基本構想に

も書いておりますけども、

「コンパクトなまち」であること「住民

同士のつながりがあるまち」であること

「フラットなまち」であること「産業の

活力があるまち」であるというふうな４

点にまとめていただきました。

　これは非常にわかりやすいなというふ

うに思っております。特に「住民同士の

つながりのあるまち」というようなあた

りが市民の方ご自身から見ましても、別

に大きなまちではないですし、駅前にい

ろんなビルが立ち並ぶようなそういう中

心市街地がかなり形成されているわけで

もございません。観光地があるわけでも

ございません。そういう意味ではここと

いうて自慢するところはないけれども、

しかし住民同士はお互いによく理解し合

いながら助け合って暮らすまちというの

が市民方、ご自身からごらんになっても

摂津というまちのあるべき姿かなと、く

だけた表現でいきますとほっこりと暮ら

せるまち、というようなイメージかなと

いうふうに思います。

　それが果たして本当にそれでいいのか

どうか、これは恐らく市民の方にもいろ

んなご意見ございますので、これから共

通の認識として、なるほど摂津市って、

そんなまちでいいね、そんなまちにした

い、ということをつくっていくことかな

というふうに思いますので、これ自身が

またいろいろなご議論をいただきながら

市民の共通認識としてまちのブランドと

いうイメージをつくっていきたいなとい

うふうに思っております。

　次に、まちづくり、その中でも楽しみ

ながらというところの、具体的な考え方

はどうだということでございますが、こ
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れもまた非常に難しい部分でございます。

市内で、現在、ご活躍いただいておりま

すいろんな自治会長さんなり、市民活動

をやっておられる方、いろんな現状の中

で一生懸命取り組んでおられます。本当

にお話を伺いましても、この方、楽しん

でやっておられるなという方もおられま

す。あと、いろんな問題にぶち当たって

非常にご苦労なさっていらっしゃる方も

おられます。いろんな方がおられるんで

すけども、なかなか理屈だけで答えが出

る問題ではないと思います。ですので、

やはり具体的な実践を積み重ねる中で経

験として積み上げていきたいと、そうい

う一つ一つを理屈ではなくて、やはりやっ

てみて、こうかという発見と結びつくよ

うなそういう取り組みをする必要がある

のかなというふうに思っております。

　今後どうする考えかというご質問がご

ざいましたけども、現在、私ども考えて

おりますのは、少なくとも来年、場合に

よってはもう１年、２年ぐらいかけまし

て市民の方も入っていただいたような、

そういうある種市民会議のようなもの、

やはり、していく必要があるなと、その

中で先進事例を学んでいただきましたり、

いろんな取り組み、場合によっては視察

も含めて、なるほどこういうルールづく

りが必要だ、こういうイメージが必要だ

ということを少し基本的な整理をしてい

きたい。それと並行しまして文献も含め

た基礎調査も行いながらそういう市民会

議のようなものをしていきたいというの

が一つございます。

　それが１年か２年でやっていく中でガ

イドラインのようなものの原型を作成し

ていきたいと思っております。

　できれば２年目ぐらいからは、ちょっ

とこれも具体的になっておりませんけど

も、実践の取り組みとして、できれば部

単位ぐらいでは１点、２点の具体の取り

組みを開始していきたいなと。具体的な

取り組みを進めていきますと、それに関

連しながら事業というのは広がっていく

可能性が随分あると思いますから、そう

いうふうに１年、２年かけて立ち上がり

をしていきたいというふうに思っており

ますし、それを中間年の５年まで、やは

り継続をしていきながら後半にどう展開

できるか、それは中間年の評価を踏まえ

て次にステップを踏んでいきたいという

ふうに考えております。

○三好義治委員長　野原委員。

○野原修委員　今、お答えいただいたこ

とは、決意としてお聞きいたします。我々

もオール摂津という考えの中で私も一員

として１０年先の摂津市を本当に他市か

ら見られて、公室長から言われた、ほっ

こりするまちというか、駅をおりられて

市民がほかの市とは違うなという形の温

かさが感じられるまち、それはまさに、

今、我が市が掲げている人間基礎教育の

中の思いやり、あいさつ、感謝、奉仕、

そういった言葉につながろうかと思いま

す。それの一つ一つの実践がそういう形

になっていこうかと思います。

　また、まちの方向性というのは我が市

が打ち出している宣言、それが大きい目

標でまちづくりはありますが、そういう

コアの部分で心の部分で他市にない、そ

ういったこのまちにおりたら何か市民の

方があいさつしてくれて何かみんながそ

ういう形ですっと受け入れてもらえると

いうような、それが今、我々が目指すべ

き心の部分というのか、まちづくりの中

心になろうかと私自身はそう思います。

そういった中で皆さんとともに、オール

摂津の一員として私も取り組んでいきた

いと思います。

　そういった中で今、皆さんがお答えい
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ただきましたことを決意として聞かせて

いたきまして、今後、そういう方向に進

んでいくときにまた、いろいろご議論を

させていただきたいと思います。

　それで１点、要望としてスポーツ施設

ということで今後、温水プールも古くなっ

ております。そういった建てかえのとき

には下がプールで上が体育館にできるよ

うな形に、また、吹操の跡とかそういう

とこにも考えてもらって、スポーツ振興

という意味でのそういう取り組みも今後

していただきたいということをお願いし

て質問を終わらせていただきます。

○三好義治委員長　次に、嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、第５節か

ら順次、質問させていただきたいと思い

ます。

　第５節の政策１なんですけれども、生

涯学習ということにつきまして目指すべ

き方向性といったものが示されておりま

す。

　野原委員もいろいろとご質問をされま

して、ご答弁いただきましたので、イメー

ジといったものはわいておりますし、こ

のとおりだなと思っておりますけれども、

１点だけ申し上げたいことは、特に、学

んだ知識や技能を発揮して社会に還元を

していくんだということにつきまして、

おっしゃるとおりなんですけれども、し

かし、現状でもこういったことを視点に

おいて取り組むということがなされてい

るんだと思います。例えば、子どもたち

に対してわくわく広場といったものを設

けていろいろと大人の方に、今まで培っ

てきた知識でありますとかそういったも

のを還元してもらうとか、そういった取

り組みがあるんだと思うんですけれども、

定着しているのかというと毎日実施とい

うことを目指しながら結局、できており

ませんし、その中でやはり担い手の確保

といったことが非常に大きな課題やとい

うことで、それは依然として変わってい

ないと思うんですんですね。そういう現

状を踏まえてこれからこういうことに向

かっていくんだということになってきて

いるときに、具体的にどうやってやって

いくんですかというところ、正直見えて

こないんじゃないかなと思っています。

　きょうは、基本構想でありますので、

これは要望にさせていただきますけれど

も、基本計画が出てきてさらに実施計画

となってきたときには、本当にそれがで

きるのかといったことが、やはり大きく

とらえられてくるのだと思いますので、

本当にできるんだよといったことをしっ

かりと我々にも伝わってくるようなもの

として出していただきたいなと。わくわ

く広場だけではなくて、今までの知識、

技能を還元していくということですよね、

そういうことについて目に見えるものと

してぜひ、実施計画を立てていただきた

いということでこれを要望として申し上

げたいと思います。

　政策２なんですけれども、就学前教育

のことにつきましていろいろとご答弁い

ただきまして、私は一言でいいますと非

常にうれしいなと、これから摂津市にとっ

て大きな第一歩になるんじゃないかなと

いうふうに思ってます。私は今、民生常

任委員会におるんですけども、そのとき

によく申し上げることは、例えば、子ど

もが乳児・幼児の時代のときに、特にご

家庭と行政とは接する機会がやはり多い

わけですよね。そのときに、いわゆる就

学前というだけの視点ではなくして、子

どもの成長といったものをもっと長い目

で、要するに縦断的に見た中で、じゃあ

今の段階ではどういった能力が子どもに

は必要なのかと、そのためには家庭とし

てどういったことができるのか、あるい
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はやらなくちゃいけないのかということ

をぜひ伝えてくださいといったことを申

し上げてきたわけなんですけれども、い

よいよそういったことに取り組んでいた

だけるのかなということで非常に期待し

ているところであります。そういう視点

から若干細かいことになるのかもしれま

せんけれども、何点かお聞かせいただき

たいというふうに思っております。

　まず、就学前教育実践に向けた手引き

といったものをつくっていかれるような

んですけれども、これは野原委員の質問

の答弁とかぶってくるところがあるのか

もしれませんけども、ばくっとしたので

結構ですのでそのイメージをお聞かせい

ただきたいなと思います。

　それと、この計画といったものを考え

ていくときには、保育園、保育所あるい

は幼稚園に通っておられるご家庭、子ど

もに対してはいろいろとアプローチはし

ていけるのかなと思うんですけれども、

そうではないご家庭もあるわけで、そう

いう家庭に対してもやはりいろいろと工

夫をしながら行政が今思っていることを

伝えていくと、方向性をしっかりと伝え

ていくということが大事なのかなと思っ

ているんですけれども、その点について、

これも大まかなことで結構ですので、ど

ういったイメージでおられるのか、お聞

かせいただきたいと思います。

　それと、一人ひとりの発達段階を踏ま

えた目標設定を設けた就学前教育といっ

たものは非常に難しいのかなと思うんで

すけれども、ここについてもイメージを

お聞かせいただきたいと思います。

　それと、家庭のアプローチといったも

のが最も期待できる時期というのが、結

局この就学前の時期だと思うんですけれ

ども、この点について、どんな感じでこ

れから取り組みをしていこうと考えてお

られるのか、この点についてもお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、学校教育のことなんですけ

れども、学力テストの結果を踏まえて、

今後どういった、どこに主眼を置いた学

校教育をされていこうとしておられるの

かということにつきましても、この政策

２につきましてお聞かせをいただきたい

と思います。

　それと、第５節の政策３に移りまして、

文化・スポーツのことについて書いてい

ただいておりますけれども、１点、お聞

かせいただきたいことは、総合型の地域

スポーツクラブといったもので目指すも

のが一体どこにあるのか。先ほどの質問

とかぶるかもしれませんが、大きなイメー

ジについて、いま一度お聞かせいただき

たいと思います。

　それから第６節に移りまして、「活力

ある産業のまち」ということなんですけ

ども、政策１の中で「人材育成や起業の

支援を行っていきます」という表現があ

るんですけれども、特に起業の支援とい

うことでどういったことを意味されてお

られるのか、お聞かせいただきたいと思

います。

　最後になりますけれども、第７節に移

りまして行政経営ということについてい

ろいろと書いていただいておりまして、

やはり私も、人材育成といったことが非

常に気になるわけであります。どういっ

た感じで、あるいはどういった質がこれ

からの職業に求められるのかということ

で、ご答弁があったと思うんですけれど

も、私は、単純にこの基本構想を見せて

いただいて非常に強く思ったことは、確

かにこの計画というものが１０年という

ものであるんですけども、もっと長い視

点を踏まえた中での１０年といったこと

でとらえていくということが必要ではな
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いのかなというふうに強く感じたわけな

んですね。いろいろと民間の企業の方と

お話しをさせていただく機会がありまし

て、お聞きをしていると、結構多くの企

業が１００年後を見据えているという話

なんですね。あるいは、ソフトバンクな

んかでは、２００年、３００年後を見据

えているわけなんですよね。そういった

中で、じゃあ、その１００年後を見据え

た中で今、何をするんだと、あるいは１

０年後は何をするんだというような視点

で目標をとらえられておられるんですね。

総合計画自体が１０年になったと、現行

は１５年で。なんで１０年になったのか

というと、社会の変化が早いから１０年

後、１５年後というのはどうなっている

のかわからないというのがあったという

経緯があると思うんですけれども、とは

いえ、やはりもっと長い視点で見た中で、

じゃあ１０年後はどうあるんですかとい

う視点を持った職員の方を私は育成して

いくということが必要じゃないのかなと

思っているんですけども、ちょっと細か

い話になるかもしれませんけれどもお聞

かせいただきたいと思います。

○三好義治委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　まず、手引きにつ

いてのお問いだったんですが、手引きに

つきましては、総合計画の基本計画の７

９ページに、私どもが平成３２年度に実

現している姿の指標として、就学前教育

の手引きを活用している指標を挙げてお

りますので、これについてのお問いだと

思いますので、そのことについてお答え

させていただきます。

　いずれにいたしましても、就学前教育

が、今までは文部科学省の幼稚園、それ

と厚生労働省の保育所という形の２系列

で行われておりました。その中でそれぞ

れ取り組んでまいったわけでございます

が、やはり今日的には、国の方もこども

園という形で就学前は一つの考え方でやっ

ていこうと、そういう形を目指しており

ます。私どもも何遍も申し上げますが、

平成２４年４月からこども園を開設して

幼稚園と保育所を併設したそういった施

設をもっていきたいと。それについて、

やはりどういったものをつくるのか、ま

たどういうふうにこれを生かしていくの

かということについて、共通認識をする

必要もございましたので、先ほど来、申

し上げました検討委員会のほうで就学前

の教育について、どういった形を摂津市

は目指していくのかという形の手引書を

つくって、その手引書を指針に摂津市の

公立・私立の幼稚園、保育所の、幼稚園

教育なり保育所の保育を進めいきたいと、

そういう指針にしていきたいと思ってお

ります。具体的には、先ほど申し上げま

したが、今、現在、保育所の保護者、幼

稚園の保護者、小学校１・２年生の保護

者、それと保育士、幼稚園教諭、小学校

１・２年の教諭等にアンケートをしてお

りまして、その中で先ほども申し上げま

したが、それぞれのところでどういった

ことを期待するか、といったところを一

応回答いただきまして、今、現在、それ

を分析かけております。それに基づいて、

本市の就学前の今の実態を把握して、そ

の実態に基づいて、では、どういったこ

ども園をつくっていくのがいいのかとい

うことについて、今年度後半から来年度

２か年かけまして、先ほど来、申し上げ

ました検討委員会の和歌山大学の米澤教

授のアドバイスも受けながら、摂津市と

して就学前、先ほど義務教育の前段階の

教育という位置づけの中でどういった就

学前教育がいいのかということの一定の

ここで手引きをつくりまして、それを公

立の幼稚園、保育所、そしてできれば私
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立の幼稚園、保育所もこれを提供させて

いただいて、意見交換をする中で同じ歩

調でいきたいと、小学校１年生に上がっ

たときには、同じような大体水準の、そ

う言うのは失礼かもしれませんが、同じ

手引きに基づいて小学校１年に入ってい

ただくと、そういったことをしていきた

いと、そのように考えております。

　それと、今、現在、幼稚園、保育所、

公・私立とございますが、いずれにも入っ

ておられない家庭も中にはあると思いま

す。実際そういう調査をいたしておりま

せんので、どういった数字かということ

はちょっと申し上げられませんが、保育

所からの人数把握なり、私どもが私立幼

稚園にしている就園奨励費の把握なりで

集計しますと、やはり数％は調査に上がっ

てこない人数がありますので、そういっ

たご家庭もあるであろうと思います。そ

ういった方へのアプローチでございます

が、今、現在、幼稚園におきましても園

庭を開放した広場事業というのも行って

おりますので、それにつきましては、幼

稚園に入っていなくても近くのそういっ

たお子さんも参加してもらうということ

もございますので、そういったところも

とらえながら、そういったご家庭にもア

プローチをしていく努力を今後もしてい

かなければならないんではないかと考え

ております。

　ですから、個々のご家庭へのアプロー

チにつきましても、同じことになります

が就学前教育の手引き等をつくる中で、

その中身を実践的に研修していただくな

り、そういう機会、例えば、今、現在、

幼稚園の保護者を中心とした幼児家庭学

級等も教育委員会では実施いたしており

ますので、そういった幼児家庭学級によ

り多くの方が参加していただく中でこう

いった就学前教育の手引書の内容につい

ても広報、周知もしていきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。

○三好義治委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、子ど

も一人ひとりの発達段階を踏まえた目標

設定に関してご答弁申し上げます。

　現在、義務教育でも一斉型の学習から

より個性的あるいは個別的な学びを、必

要に応じて計画しておるところでござい

ます。

　子どもたちのさまざまな生活背景や発

達段階等を踏まえまして、より個別的な

指導が必要な場面もございます。そうい

うことで、就学前の段階からより子ども

たちの現状把握をしながら適切な目標設

定ができないかどうか、これは手引書を

作成のときも含めて検討してまいりたい

と思っております。

　全く、個別ですべての指導が行われて

しまいますと、集団で教育している意味

もございませんが、より子どもたちの状

況を事細かに詳しく把握する、そういう

意味での目標設定、個別の就学前教育を

実践すると、ここでは記させていただい

ております。

○三好義治委員長　市橋理事。

○市橋教育総務部理事　全国学力・学習

状況調査につきましてお答えいたします。

　点数の二極化あるいは拡散化について、

顕著にあらわれており、それに対し教育

委員会は常々施策を打ってきたところで

ございます。各学校に学力向上プランを

提出させたり、学習サポーター等もつけ

させていただいたりして、日々努力を重

ねているところでございます。

　ただ、全国学力・学習状況調査の数字

だけで、本当に判断していいものか。各

学校いろいろな悩みをかかえている中で、

どの学校一つ一つをとっても、朝早くか

ら晩遅くまで子どものために勉強を教え
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ているのは事実でございます。ですので、

数字だけをとって云々かんぬんすること

よりも、やっぱり、各学校の本当の実態

あるいは悩み、それを切実に教育委員会

で受けとめて、それに対しての何らかの

アドバイスあるいは協働できることはな

いかということで、教育長みずから各学

校の校長先生を招き、そして教頭先生を

招き、ことしに至りましては各教科の担

当者等にも来ていただいて、ひざを詰め

て相談して意見を聞くということをやっ

ております。こういうことをすることに

よって、各学校が市教委に対する信頼も

高まり、それがひいては子どもたちの教

育にもいい影響を及ぼす、教育長の熱い

思いが学校の隅々まで伝わる、こういう

ことを今やっているところでございます。

　このことによって、どの層にどのよう

にしてターゲットを絞っていくという、

そういう考えだけではなく、すべての子

どもたちがたとえ１点でも、あるいはた

とえ少しでも学んで賢くなろう、よくな

ろうという気持ちを隅々まで行き渡って

いく方策はないかと考えております。今

後もこういうきめ細かいことを続けなが

ら、学校と協働、協力しながら子どもの

学力定着に邁進していきたいと存じてお

ります。

○三好義治委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　文化スポーツに関

しまして、総合型地域スポーツクラブの

目指すものというお問いでございますけ

れども、文科省の策定いたしました、ス

ポーツ振興基本計画で先ほども申し上げ

ましたが、成人の５０％以上が週に１回

はスポーツに親しむということを目指す

ということを掲げまして、そこの中で出

てまいりましたのが、総合型地域スポー

ツクラブということでございます。コン

セプトといたしまして、身近な地域でス

ポーツに親しむことのできる、子どもか

ら高齢者まで、それから、さまざまなス

ポーツを愛好する人々が、初心者からトッ

プレベルまで、それぞれの趣向、レベル

に合わせて参加できる、多世代が、多種

目に多志向でなおかつ地域住民が自主的、

主体的に運営するということになってお

ります。

　そこで、この総合型地域スポーツクラ

ブが目指すものは、従来の競技スポーツ

のようなチームづくりのためのクラブで

はなくて、豊かなスポーツライフの創造

のためのクラブ、それから、ひいては地

域のコミュニティーの核としてのクラブ

ということで、交流志向など多彩なもの

を含んでいるということになっておりま

す。

　この総合型地域スポーツクラブの育成

の最大のメリットといたしましては、だ

れもが気軽にスポーツに親しめる生涯ス

ポーツ社会の実現でございますけれども、

社会環境が変化する中でスポーツを通じ

て地域における住民の意識の連帯感の高

揚、世代間の交流、高齢社会への対応、

地域住民の健康体力の保持増進、学校、

地域との連携など新たな地域社会の形成

に寄与することが期待できるということ

になっておりまして、非常に高い理想と

目指すものがあるわけでございます。

　私ども、総合型地域スポーツクラブの

立ち上げ時につきましては、文科省もご

ざいますけれども、成人の５０％以上は

スポーツに親しんでいただくということ

で、立ち上げ時につきましては、そこの

スポーツクラブに行けば何かスポーツが

できる、今までスポーツにちょっと二の

足を踏んでおられた方、あるいはそうい

う仲間づくりの中でスポーツをできてこ

なかった方、そういう方に来ていただき

まして、まずはスポーツを楽しんでいた
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だく、そして、その中から各競技の指導

者が出てまいりましたら、またそのとこ

ろで指導者となっていただく、そういっ

たことを考えておるところでございます。

○三好義治委員長　水田部長。

○水田生活環境部長　人材育成と企業へ

の支援のイメージということでございま

すけれども、さまざまな企業に対してそ

ういう支援策、事業がございまして、ま

ず、中小企業育成事業ということで、市

内の企業者が従業員の能力開発、例えば

商品研究とか、それから、販路の開拓な

どそういった取り組みに対しましていろ

いろな費用の部分を支援していくといっ

たものがございます。例えば、ポリテク

センターで実施する研修会の受講料の支

援とか、そういったものもございます。

それと、企業に対しましてはコンサルタ

ント派遣ということで、例えば、顧客を

ふやしたいとか、全国的なフランチャイ

ズを展開したいとか経営効率を上げたい

など、そういった経営の改善とかも含め

た指導、アドバイスといったものを中小

企業に対して、市がそのことに対して費

用を支援していくといったもののイメー

ジということでご理解いただきたいと思

います。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　人材育成に関しまし

てより長期的な視点が必要になるのでは

ないかというご質問でございます。

　現在、作成し、議案として提出してお

ります総合計画は、１０年という期間で

ございます。ご指摘のとおり、なかなか

これだけ変化の激しい社会の中で、長い

期間を見通した計画というのは難しいと

いうことから１０年ということにしてお

ります。

　現在の時代状況からいいますと、やは

り非常に大きな転換点にあるということ

が間違いなかろうと思いますし、これま

での常識ではなかなか将来は見通せない

という状況にあると思います。

　協働という取り組み、もしくはその進

め方に書いております、それぞれかかわ

る三者が主体性を持ち、独自性を尊重し

ながら対等にやっていくんだというまち

づくりの進め方、これはある意味では非

常に民主主義の本来の原則に立ち返るよ

うな考え方かなというふうに思っており

ますし、この取り組みそのものが１０年

で完結するかどうか、これも非常に難し

い部分、もしくは、もっと長いスパンで

考えないと本当はいけないのかもしれな

いというふうに思っております。

　その中で人材育成となりますと、やは

り我々のこれまでの経験値、現在、私ど

もの職員として現に働いている職員のあ

りようから考えたときに、ではどういう

人づくりを考えるかということを具体的

には考えております。

　ただ、この中で、例えば協働のコーディ

ネートをする、プロデュース能力を養う

というふうに言葉では書いておりますけ

ども、恐らくいろんな現実の問題に直面

したときに、それをプロデュースしてい

く、いろんな対立する意見を分解し要素

を取り出しながら一致点を見つけ出して

いく、合意を形成していくプロセスの中

には、単にそういう能力だけではなくて、

やはり法律的な豊富な知識とか社会全体

を見渡す能力、いろんな今の職員の持っ

ている以上の能力が要求されるようにな

るんであろうなというふうに思っており

ます。ですから、言葉としては単純にコー

ディネートと書いておりますけども、そ

れができる職員であるためには、今の職

員の水準というのを相当上げていかない

となかなか難しいことかなというふうに

思っておりますので、１０年を超えたス
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パンでなかなか人材育成、具体的には描

けておりませんけれども、少なくともこ

の協働の取り組みというのを内実のある、

意味のあるものにするためには、職員の

能力向上というのは重要な課題でありもっ

ときっちりと取り組んでいく必要がある

というふうには考えております。

○三好義治委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　２回目の質問をさせ

ていただきたいと思います。

　就学前教育の実践の手引きの内容とい

うことにつきましてはよくわかりました。

私、ずっと民生常任委員会で申し上げて

きたことは、やはりそれぞれ子どもが生

まれてからあるいは生まれる前からも入っ

てくると思うんですけれども、それから

ずっと成長する段階を踏まえて、どうす

ればいいのって正直わからないご家庭も

非常に多いと思いますし、現場の保育所

あるいは幼稚園の教員の方もこれは新し

い取り組みをなっていくと思いますので、

本当にどういったことをやっていったら

いいのということがわからないところも

多々あると思うんですね。そういうとこ

ろが混乱なさらないように、本来機構改

革をしてまでもやる意味ということをよ

く考えていただいて、混乱が起きないよ

うにお願いをしたいと思います。

　それと、これ正直よくわからなかった

んですけれども、現状、どこの幼稚園、

保育所にも通っていないご家庭や子ども

に対して、どうアプローチしていくんで

すかっていう話で、園庭開放をやってい

ますよというような話があったと思うん

ですけれども、要するに園庭開放をして

いて、そういうところに来ていただくご

家庭って別にいいと思うんですよ。要は

そうじゃないご家庭に対してどうしてい

くのかということが大事やと思うんです

ね。例えば、乳児の健診なんかやってい

まして、そこでも１００％受診じゃない

わけですよね、健診を受けられる方とい

うのは。そういうご家庭というのはいろ

んな問題がはらんでいる可能性があると。

そういうご家庭も子どもが成長していっ

て義務教育課程に入ってくるわけですよ

ね。そのときに本当に摂津市として家庭

に伝えたかったことが伝わっているのか

なということを考えていくと、そうじゃ

なくて、そういう子どもが結局クラスに

一人、二人とおることによって、今まで

培ってきたことがすべて壊れてしまうと

いうこともあり得るわけですよね。そう

いうことを考えていくと、例えば、乳児

健診のときに受けていないご家庭もわか

るわけですから、そういうところも結局

特定をしていって、どうアプローチして

いくねんと、そういうご家庭に対しても

行政としてどのようにかかわっていくね

んということもやはり総合的に私は考え

ていただき、それをやっぱり学校につな

げていくことが大事なのかなと思ってま

して、そういったことを私、ちょっとお

聞きをしたかったわけなんです。そのこ

とについては細かい話になってきますの

で、きょうは基本構想でありますので、

お聞きはしませんけれども、また、ぜひ

そういったこともお願いをしたいなとい

うことをこの際、申し上げておきたいと

思います。

　それと、一人ひとりの発達段階を踏ま

えた目標を設定した就学前教育というこ

とで、就学前だけではなしに、学校にお

いても一斉の教育というのはもちろんあ

るわけですけれども、個別的にも動いて

いくんだよというようなお話があったと

思います。そのとおりだと思うんですけ

れども、そうなってくるとこれはやはり

人材の配置ということでありますとか、

あるいは保育士、幼稚園の教諭、そして
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また学校の教師の方の資質の向上といっ

たことも非常に大きな課題になってくる

と思いますので、そこら辺についても実

際はどうやってやっていくのかと、資質

を向上していくのかという、その実施計

画ですよね。それもぜひ、しっかりとし

たものをつくっていただきたいというこ

とで、これも要望として申し上げたいと

思います。

　それから、学校教育におきまして、理

事からいろいろと詳しくご答弁いただき

ました。学力テストの数字だけがすべて

じゃありませんよと、現状を踏まえて本

当に事務局ともひざを詰めていろいろと

相談しながら、すべての子どもたちが、

要はやる気を持って学校の授業を受けら

れるようなということを念頭に置いてやっ

ていきますというようなお話だったと思

うんですね。おっしゃるとおりだと思い

ますけれども、ただ、学力テストという

のは一つの指標であることは間違いあり

ませんし、それまでやってきた学力定着

度調査というのもやはり一つの指標だっ

たと思うんですね。そこの数字といった

のをまず謙虚に受けとめていただきたい

なというふうに思うわけです。そこから

見えてきたものをやはりどう克服してい

くねんと、どう理解していくねんという

のはそれぞれの現状があると思いますの

で、それは一概には言えませんけれども、

まずはそこと向き合っていただいて、摂

津市の子どもたち、どうしたらいいのか

ということについて、ぜひやっていただ

きたいなと。

　じゃあ、学校の責任って何やねんと考

えていくと、義務教育なわけですから、

要は小学校、中学校の段階で教えること、

それは子どもたちにしっかりと理解をし

てもらうということは大前提やと思うん

ですね。となってくると、いわゆるこう

いう表現は不適切かもしれませんけど、

学力が低いと言われている子どもたちに

対して最低限理解してもらうために、や

はり私は、いろいろ努力をせなあかんと

思っていますし、そうなってくると本当

に理解している学力の高いと言われてい

る子どもたちにとっては、退屈な授業に

なりかねへんわけですよね。これは先ほ

ど個別的な取り組みをしていきますとい

うことで、課長がおっしゃっていただい

たので、当たらないかもしれないけれど

も、しかし、そこばっかりに一定焦点を

当てていくと、そういうことになってい

くわけですよね。そしたら、学力の高い

子どもたちのモチベーションをどう上げ

ていくのかということは、合わせて考え

て行かないと私はいかんと思うんですね。

そこら辺で、やはり私は、本当に細かい

ことになってくると思うんですけれども、

学校教育におかれてもぜひそういった視

点で取り組んでいただきたいということ

で、これも要望として申し上げたいと思

います。

　それから、総合型地域スポーツクラブ

のことにつきましてご答弁いただきまし

た。成人の５０％以上が、週に１回以上

はスポーツに親しめるような環境をつくっ

ていくんだということで、恐らく、この

スポーツクラブといったものが、一定窓

口のような役割を果たしていくのかなと

いうふうに思うんですけれども、実際に

スポーツに親しみたいなとなっていくと、

結局、器という問題に行き着くこともあ

ると思うんですね。野原委員もおっしゃっ

ておられた思うんですけれども、なぜそ

ういうことをするのかと、なぜスポーツ

クラブをつくってまで皆さんにスポーツ

に親しんでいただけるような環境をつくっ

ていくのかということをしっかり担当と

して持っていただいて、だから、器が要
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るんですよといったことについても、しっ

かりとプレゼンができるように、私は深

く考えていただきたいなというふうに思っ

ております。これは要望として申し上げ

たいと思います。

　第６節に移りまして、起業の支援といっ

たことはどういったイメージなんですか

ということだったんですけれども、基本

計画を見ておりますと、９６ページです

けれども、「新しく事業を始める人や事

業所への支援を行います」ということで、

新しく事業を始める人に対しても支援を

行っていくんだということをここに書か

れているわけですよね。これを計画とし

て持っておられるわけで、これがよくわ

からないんですね。要は、行政としてど

こまでできるのかといったことが、本当

はしっかりとその方向性を持っておかな

いと、要は書いたけどできなかったとい

うことになりはしないかと思うんで、も

うちょっと行政としての役割は何ですか

と、あるいは行政以外の団体でもあると

思いますわ。例えば、商工会とかの役割

とかあると思うんですけれども、そこら

辺のことはやはりなかなかイメージでき

ないので、今、ちょっとお持ちであれば、

もう少し詳しくお聞かせいただきたいな

と思います。

　それと、最後に人材育成のことについ

て、公室長からご答弁いただきました。

　確かに時代の移り変わりが激しい中で、

１０年先を見据えるのが精いっぱいとい

うような感じなのかな。となると逆にお

聞きしたんですけれども、民間が１００

年後を見据えてやっているってことは、

間違いないのかなと。そうじゃないと私

は思うんですよね。やはり歴史は繰り返

すといいますけれども、私は実は１００

年前も２００年前も調べてみたんですね。

すると、今から１００年前というのは、

日露戦争が終わって第１次世界大戦の間

です。そこからさらに１００年を遡って

いくと、要は外国の脅威というのにさら

されて、どうやってそれに立ち向かって

いくのかということで国が目覚めていっ

た機会だと思うんですね。今から２００

年前から１００年後を考えていくと、軍

事力ということで私は国がいろいろとやっ

てきた時代だと思っています。で、今か

ら１００年前からこの１００年を考えて

いくと軍事力の限界を感じて経済力といっ

たことで対向してきた１００年じゃない

かというふうに思っているんですね。こ

の１００年は何かと言いますと、経済力

でも一定陰りが見えてきて、どうなって

いくねんという時代になってきたときに、

結局問われるのは、一時、「国家の品格」

という本がはやりましたけれども、私は

そういうことでないのかなと。国として

はそういうとこで勝負をしないと我が国

は勝てないというか、国際社会で残って

いけないような時代ではないかなと思っ

ているわけですね。それは摂津市とって

もこれは絶対無縁じゃないわけで、そう

いうことを見据えて国家のために何か摂

津市としても果たすべき役割があるだろ

うという視点に立つべきやと思っている

んです。そういう視点で考えていくと、

私は、人間基礎教育は大変すばらしいも

のやと思っていますし、そういったこと

をしっかりと落とし込んで行きながら１

００年後を見据えて、じゃあ今の１０年

をどうするですかということが問われて

くると、そういう長い視点を持った中で

の現在地といったものをしっかりと落と

し込んでいける人材というのを育ててあ

げていくということが大事やと思ってい

るんですね。

　ちょっと長くなりますけど、一例で言

うと、今、ポイ捨て禁止条例といったの
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がよくつくられていますけれども、これ

は本来なかってもいい話なんです。いわ

ゆる法治のある世界なんですよね。法で

定めていると。しかし、今、現在の状況

を考えると、法で定めないといけないけ

れども、１００年後にはそんな法律なく

なって要は徳で治められるようなまちに

していくんだと。そのために何をするの

かといったことをそのときそのときに考

えていくと、そういう視点を持てるよう

な人材を育てていくというのは、私はあ

るべきだと思っているんですけれども。

となっていくと、確かに基本計画１０年

ですよ、でももっと先のまちのあり方と

いうのを考えるということについては、

あるいは人材育成ということについては、

私はもっと長い視点が要ると思うんです

けれども、いま一度そこら辺についてお

聞かせいただきたいと思います。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５３分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○三好義治委員長　再開いたします。

　答弁を求めます。

　水田部長。

○水田生活環境部長　新しく事業を始め

る方の行政としてのかかわりということ

でご答弁申し上げます。

　まず、事業の立ち上げをされる方が、

まず最初に、私ども行政とかかわること

は資金とか、それから設立のための手続

等そういったご相談があります。その機

会に事業の計画の策定とか、それから企

業の研修の案内とか、研修にかかる費用

とかの行政として支援できるといったも

のの説明をさせていただきながら、企業

を建てるためのいろんな経営の課題、こ

れも当然あると思われます。そのことに

対しましては、やはり商工会の経営支援

といいますか、そういうノウハウをお持

ちですので、そういったものを活用して

いただきながら将来の市内の事業者の新

たな事業者の支援、そういうことを考え

ているということでございます。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　１００年を見据えた

人材育成というご質問でございました。

なかなか難しいご質問かなと思っており

ますが、私、採用されてから３７年経ち

ました。採用されたときに、市の現状を

想像はおよそできませんでした。４０年

近い時間というのはそういうスパンかな

と思いますし、私の能力がなかったのか

もしれません。ただ、今回の総合計画を

考えますと、一つのあるべき姿ではある

のかなというふうに思っております。

　というのは、やはり行政のこれまでの

あり方を相当変える計画になってきてお

る。やはり、市民の方、事業者と行政の

かかわり方、関連の仕方、まちづくりの

進め方を根本的に見直すつくりになって

おるというふうに思っておりますので、

そういう意味では一つのあるべき計画の

姿というふうに私は理解しておる。

　その中で、書いております職員の能力

育成につきましても、この計画を進める

に当たって、やはりこの１０年という計

画の中で必要な職員はこうありたい、こ

ういう能力を持った職員が必要ですとい

う認識を示しておるものでございます。

ただ、現実に行政を進めていくためには

こういう職員ばかりではなくてけして目

立たないけれどもきちんと仕事をする、

法律をわきまえ、条例をわきまえてやる

という、そういう職員も必要ですので、

実に多様な職員が現実には必要になって

まいります。

　１００年という時間幅を考えますと、

これは非常に長い時間幅でございまして、

１００年後に摂津市があるかないかとい
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うことになるかもしれませんが、ご質問

の趣旨といたしましては、単に社会の状

況、世界の状況に流されて存在する自治

体ということではなくて、やはりあるべ

き姿、この日本という国の中のここの近

畿にあるこの自治体として、どうあるべ

きかということを踏まえた人材育成を考

えるべきであろうという趣旨のご質問と

いうふうにご理解いたしますが、なかな

か私どもの現在の持っている情報の中で

はそこまで踏まえた人材育成まではなか

なかできれておらないのは事実でござい

ますので、これは少し時間をちょうだい

しながら、一度考えさせていただきたい

というふうに思います。

○三好義治委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　２点につきまして答

弁いただきました。まず、起業の支援と

いうことにつきまして、まずは資金であ

るとか、手続についてご相談があるだろ

うと。行政として支援できることを伝え

た上で、商工会の経営支援を担当されて

いる方につなげていくんだというような

お話があったと思うんですけれども、や

はり私は、この際、総合計画を新たにつ

くるという際に、行政としての産業振興

のあり方という根本的なところにぜひ立

ち返って、何をすべきなのかと。要は協

働というところの、行政のするべきこと

と、市民のするべきことと、事業者のす

るべきことという話で、行政としてする

べきことは何なのかと、しっかりと明確

にしていくということが大事なのかなと

思っていますので、その点で私は、この

起業の支援ということは非常にひっかかっ

たもんで、ご質問させていただいたんで

すけれども、ぜひそこら辺のことも明確

にしていただきたいなということで、こ

れを要望として申し上げておきたいと思

います。

　それと、人材育成ということについて、

お聞かせいただきました。私は、何も１

００年ということにこだわっているわけ

じゃなくて、民間の企業は大体１００年

というようなことを見据えた中で、じゃ

あ今、何をするべきなのかということを

落とし込んで行動に移してますよという

話なんですね。前回のこの特別委員会の

中で私がショックやったのが、水道の話

の中で、例えば５０年後になってくると

温暖化の影響で、井戸水に塩分がまじっ

てくるかもしれないと。要は、簡単に安

心して飲める飲料水にアクセスできると

いうことが保障されないという話なわけ

です、５０年後には。１０年で考えると、

そんなことは心配ないわけですよね。そ

れで水道事業を進めていけばいい。でも、

５０年先にそういう現実が見えているの

に、そのままでいくんかというと、その

ことを無視しておきながら、１０年で済

ますんかということ、それは無責任だと

思うんですよ。そういうことじゃなくて、

もっと長い目で見て、やはりそういう視

点も持ちながら１０年を考えていかなあ

かんでしょうと。ただ１０年と言っても、

社会は刻々と変化しているわけですから、

当然、５年目にもう一度見直すとおっしゃっ

ているわけですから、当然、見直しがあ

るでしょう。ただそうじゃなしに、もっ

と長い視点で見ながら、事業を行ってい

かんといけないというように思ってます

し、もう１点、私が申し上げたかったこ

とは、今おっしゃっていただきましたけ

れども、やはり日本という国は、国家と

してこれから戦略を描いていくわけです。

今までは軍事力という時代もありました

し、あるいは経済力という時代もあった

と思いますが、もうそうではないという

時代になっていくと思います。恐らく何

になるかわかりませんけれども、私はそ
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ういうとこになってくると思います。そ

のときに、国家としてどこに向かおうと

しているんだと。それをとらまえて、摂

津市が確かにこれからどういう形になっ

てくるかわかりませんけれど、道州制と

いう問題も踏まえて、摂津市という団体

が残ったとすれば、中でどういった形で

貢献していくんだということをしっかり

と見据えて、それに向かって、じゃあ何

ができるのかということを落とし込んで

いく能力といったことが、私は求められ

てくると思ってますし、そういう意味で

いうと、全く違った人材育成ということ

が求められてくると思うんです。具体的

にどうするかという話じゃなくて、そう

なんですよということを踏まえた上で、

これから人材を育てていただいて、行政

運営に当たっていただきたいなというこ

とを思っておりますので、しっかりとそ

のことを申し伝えて、質問を終わりたい

と思います。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　きょうは最初に第５節と

いうことで、生涯学習、教育、文化スポー

ツの分野であります。

　三つの政策と九つの施策で構成されて

おります。最初にお尋ねしたいのは、い

ろいろ論議はされておりますけれど、社

会の宝である子どもたちがきちっと成長

できる環境を、この教育分野、就学前教

育の中で与えていくという、この課題は

大変な課題でもありますし、そういう中

で、まず学校現場で見た場合、今、国が

文科省方針で、今後８年間で３５人学級

だとか、７年後、８年後には小学１、２

年生は３０人学級にしていくという方針

を進めようとしておりますけれども、改

めてわかる授業を進めていくという切り

口から見た場合に、少人数学級の問題を

どう見るかということについて、まずお

尋ねしたいと思います。

　あわせて、ことしの夏の猛暑を受けて、

今、耐震補強工事もそうでありますけれ

ども、エアコン設置の問題もそうであり

ますけども、子どもたちが学びやすい安

全な施設を提供していくというところで、

エアコン設置の問題も含めて、耐震補強

問題で現在５８．５％を１０年後に１０

０％にするという、こういう数字も示さ

れていますけれども、その辺の目標値に

向けてどういう取り組みがされていくの

かということを、まず第１点としてお聞

きします。

　二つ目は、先ほども論議された就学前

教育実践の手引の活用問題であります。

　認識不足で国の方針があるんかなと思っ

てましたけれども、そうではなくて、こ

れから今の国の動きを見ながら、おっしゃっ

ているような方向を、具体的に手引をつ

くっていくんだという話が初めてわかっ

たわけでありますけれども、余り質問し

たら時間を食いますので、１点だけ申し

上げておきたいと思うんです。保育所、

幼稚園の幼保一元化問題は長年の課題で

ありました。そういう中で、今、国のほ

うがご承知のとおり、保育制度の改悪を

なさろうとしておりますけれども、その

一方で待機児童が多いと、これをどうに

かしなきゃならんということからも含め

て、余った幼稚園の活用をどうするかと

いうところで、この長年の課題であった

この問題に、こども園化ということで加

速させようというのが、今の国の方針で

あります。そういうところを見た場合に、

拙速に物事を進めるんじゃなくて、おっ

しゃってるような摂津にあった就学前教

育をいかにしていくかと。意見が出てま

すように、保育所、幼稚園の経験のない

子どもさんもたくさんおられますし、全

部の子どもさんを対象にした就学前教育
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をどうするかということを、きちんと視

野に入れて進めていっていただきたいと

いうことは、意見としてまず申し上げて

おきたいと思います。

　３点目の問題は、貧困と格差と子ども

たちとの関連であります。

　子どもたちが親の経済力によって受け

る教育が違ってくるという状態は、どう

しても避けなきゃならない問題だと思っ

ています。いろいろ数字はもうご承知だ

と思いますし、これ貧困と格差が広がっ

ていってることもご承知だと思います。

そういう点で、親の経済的な負担を軽く

していく施策をどう展開していくのかと

いうことも、この１０年間の大きな課題

だと思っています。以前も申し上げまし

たように、この就学援助金制度の廃止、

縮小も含めて検討していくという方向も

摂津市は出ておりますけども、幾つかの

資料を見ますと、例えば親御さんの家計

状況を見ますと、母子家庭の平均収入は

２３７万円強です。いわゆる貧困率とい

う言葉が言われておりますけども、日本

の貧困率は１４．７％で、ＯＥＣＤ加盟

国の中で４番目であります。貧困率とい

うのはご承知のとおり、国民全体の年間

所得の中央値に対して、半分以下の方々

が何％いるかというのが貧困率でありま

す。ある学者の説を見ますと、年間所得

の平均中央値は２２８万円です。この半

分以下でありますから、１１４万円の所

得の方が日本の場合は、２０００年のＯ

ＥＣＤの調査では１４．９％であります。

それだけ世界でも４番目に貧困率が高く

なっているという状況もありますので、

そういう全体を見た場合の経済状況、子

どもを取り巻く状況がどうなのかという

ことも、きちんと見据えていただいて、

教育分野でですね、親の経済的な負担を

軽くしていく、それが大事だと思ってい

ますけれども、この１０年間の総合計画

の中でどういうことをやろうとしている

のか、わかりやすく説明いただきたいと

思います。

　あわせて子どものいじめ、不登校問題

も大きな課題であります。いろいろ文科

省も数字も示されていますけども、摂津

市の状況もあるかと思いますけども、こ

ういういじめ、不登校問題解消のために、

どういうことを行おうこと考えているの

か、あわせてお尋ねしたいと思います。

　二つ目は、第６節、産業問題でありま

す。

　いろいろ論議を聞いてまして、論議は

なかなか難しい面もあるんですけれども、

これ１０年間、ここで挙げてる、いわゆ

る二つの政策と三つの施策を行った場合

に、摂津の中小零細業者、産業を取り巻

く状態、雇用問題が１０年後にどういう

状態になるのかと。それを何かわかりや

すく説明していただきたいというのが本

意であるんですけれども、なかなか難し

いかと思いますけれども、まずその切り

口として、目標値の立て方の問題であり

ます。

　６月の初めに、この基本計画と基本構

想をいただきました。そのときに９５ペー

ジや９６ページに目標値がありますけれ

ども、例えば事業所数が現在４，１００

事業所を１０年後に３，０００事業所に

していくんだと。事業所従業員者数５万

人を１０年後に４万人にしていくんだと。

卸売・小売業商店数８５０店を１０年後

に７００店と。卸売・小売業従業者数７，

５００人を７，０００人と、この後の数

字が６月１日の数字でありますけれども、

これが逆に数字が変わってきたわけであ

ります。一般的には人口減少社会に向かっ

ていきますので、当然、産業を構成する

ファクターもどんどん減少していくわけ
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で、そういう中で、人口設定もそうなん

ですけども、こういう産業分野でどうい

う目標設定をしたら妥当なのかというと

ころを、こういう数字の変化も含めて、

一度お尋ねしておきたいと思って、そう

いう切り口でお願いしたいと思います。

　もう一つは、その数字もそうなんです

けれども、日本全体、中小零細企業の率

は９９％であります。従業員数で７０％

と言われていますけれども、冒頭申し上

げた１０年後の姿をどう見ているかとい

うことと関係しますけども、その出発と

して、現状、摂津市の中小零細業者の比

率について、ちょっと数字がわかれば教

えていただきたいと思います。全国では

企業数の９９％は中小零細企業、７０％

が従業員とそういう率でありますけれど

も、摂津は、じゃあこれに対してどうい

う数字なのかということも、この機会に

教えていただきたいと思います。

　二つ目に、いわゆる国の雇用創出基金

を活用して、昨年度から行われた市内事

業所状況調査であります。

　この１０月にまとめられて、インター

ネットでちょっと見てますけど、なかな

か難しくて分析まではいきませんけども、

この市内企業の状況について、この実態

調査から何が見えるのかということを、

少しわかりやすく、かいつまんでお話を

していただきたいというのが１点と、も

う一つは、貧困の土台にある雇用環境に

対して、身近な地方自治体としてどうい

うとらまえ方で行動していくのかという

問題であります。昨年、質問などでもお

願いし、市長自身も市内七つの企業を回っ

ていただきました。なかなか地方自治体

レベルで首長さんが企業を回るというこ

とはないわけで、そういう点では評価を

しておりますけれども、しかし現実問題、

昨年１年間で派遣労働者が５万人雇いど

めになりました。市内でも関連する企業

で雇いどめが発生していますけども、そ

ういう雇用問題に対してどういう関与を

行政として、していくのかということを、

あわせてご意見を伺いたいと思います。

　三つ目、行政経営であります。

　最初の第１回目の論議でもしてますし、

総務常任委員会でも決算の中でるる論議

しましたので、余りくどくどはやりませ

んが、協働という立場で、この総計の第

１回の会議でも申し上げましたけども、

財政問題に対して内部努力である行財政

改革についても、きちっと市の考えを明

らかにして、協働という世の中で論議を

していくということをちゃんとしていた

だきたいということは、あわせて改めて

申し上げておきます。その中で、第４次

行革をこれから進めていこうとしている

わけでありますけれども、改めて摂津市

の場合は、平成１０年から行革を始めま

して、この１２年間で１４５億円の財政

効果を生んだということで、行革では説

明されていますけれども、同じ１０年間

で市の公共料金の値上げによって、１６

１億円の市民負担がふやされているのも

事実でありますし、前回、本会議場で、

パブリックコメントに対する第４次行革

の市民に対する資料を提供する場面での

やり方についても指摘をいたしましたけ

れども、そういうこれまで指摘してきた

問題も含めて、きちっと受けとめていた

だいて、協働という精神を生かした取り

組み方を、ぜひ進めていただきたいとい

うことでお願いをしておきます。

　あわせていろいろ財政問題も言われて

おりますけれども、やっぱり地方自治体

の仕事は市民の暮らしを守り支えること

であります。そういう点からすれば、ま

ずそのために予算を使うんだと。同時に、

健全な財政をつくっていくんだという、
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この二つの方向を、ぜひ両立させていた

だきたいということを、改めて申し上げ

ておきたいと思います。

　そこで質問ですけれども、行革の中で、

この職員体制の問題であります。いろい

ろ数字もありますけども、こういう１０

年間のスタンスの論議でありますから、

細かくなりますけれども聞いておきたい

と思うんですけども。第４次行革の５年

後には、この４月１日現在、６９１名の

人数を６６０人にしていくんだというこ

とであります。そうしますと、あと５年

足して１０年後にどういうことを、職員

の定数問題も含めて、いわゆる非正規職

員の状況だとかを含めて、どういうふう

にイメージを描いているのかということ

を、ちょっとお尋ねしておきたいと思い

ます。

○三好義治委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　まず、子どもが成

長できる環境の中で、少人数学級の影響

についてということでございますが、現

在、国のほうが３５人学級にするという

ことで、８年か７年計画だと思いますが、

そういったスパンの中で検討を進めてお

ることは承知しております。本市の状況

も、そういった国の計画に照らし合わせ

たときに、今の施設配置がどうかという

ことも若干、私なりに試算もいたしまし

たが、やはり現状、少子・高齢化の大き

な流れの中で考えれば、今現在の本市の

施設数の中で、そう大きく施設が非常に

狭くなるとか、施設が足らないとか、そ

ういったことは今のところ大きくは予想

されないと思います。ただ、これはやは

り国の施策と、それと子どもの状況があ

りますので、この１０年間、そういった

ことを見据えながら、施設整備は進めて

いかなければならないと思います。

　それと、学びやすく安全な学校施設整

備について、今後の目標に向かって具体

的にどのような方策を考えていくかとい

うことでございますが、これにつきまし

ても、今回の総合計画は１０年の計画と

いう中で、やはり喫緊の課題である耐震

であるとか、そういった部分については、

過去の整備状況を考えた中で、整備がで

きる可能な方策を考えた中で、一応指針

として出しております。しかし、基本的

には、市全体の総合計画でございますの

で、やはりその１０年間の中でいろんな

経済情勢等がありますので、市全体とし

てこういった目標に進んでいく中で、ど

ういったことが必要かということは、我々

教育委員会も今後、一緒に考えさせてい

ただければならないと考えております。

　それと、それにあわせて親の経済問題

が悪化する中で、その負担軽減について

もどう考えるかということでございます

が、これにつきましても、やはり大きな

国全体のそういう経済政策、また国が今

後進めていこうとしている子育て支援施

策、そういった部分と摂津市の今まで取

り組んできた子育て支援施策の整合性を

図りながら、今後、摂津市の子どもたち

に快適な学校生活を与えるためにはどう

していくのかということについて、これ

についても個々の事業の中で考えてまい

りたいと、そのように考えています。

○三好義治委員長　市橋理事。

○市橋教育総務部理事　少人数学級とわ

かる授業について、お答えしたいと思い

ます。

　先進諸外国の中で、日本は一つのクラ

スの人数が多いということをよく耳にす

ることがございます。このように、保護

者あるいは子どもの価値観が多様になっ

たときに、今のクラス人数でいいのかと

いう論議はずっとされておりました。大

阪府が先行して３５人学級にし、今度、
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国のほうでそういう方針が打ち出された

ということは、大変、教育委員会として

は喜ばしいことだと考えております。現

場におきましては、例えば３クラスのク

ラスが人数の関係で２クラスになると、

この辺が今現場は一番頭を悩ましている

ところです。よくある話が、３クラスの

とき、子どもたちが生き生きと授業に向

かってクラスが成立していたのに、２ク

ラスになれば、途端にクラス崩壊が起こ

るということも、教師の資質等を割り引

いても、そういうことをよく耳にししま

すが、現場の悩みの種の一つになってお

ります。ただ、それでは子どもたちの数

が少なければ、確かに教師が一人ひとり

に割く時間、あるいは授業につき合って

あげる時間が多くなって、きめ細かな指

導が行き渡る、これは物理的にも時間的

にも確かなことでございます。しかし、

これがすなわちそのままわかる授業につ

ながるか、これはまた別問題だと考えて

おります。多くてもわかる授業は可能で

あるし、少なくてもわかる授業が不可能

な場合もあります。わかる授業につきま

しては、まずはやはり教員の資質、教え

方、指導力、これに起因すると考えてお

ります。さっきも申しますように、大勢

でよりも少人数のほうが、物理的にも時

間的にも教育的に有効なことは、これは

紛れもない事実でございます。ただ、し

かし今申しましたように、今後、少人数

だからということではなく、教員の資質

の向上に努めなければならないと考えて

おります。いろんな研修機会、スクール

広場、あるいは今度研究所等を使いまし

て、教員の資質の向上を随時行いまして、

基本資質を上げていきたいと考えており

ます。そして、すべての子どもがわかる

授業を受けられるようにしていきたいと

考えております。

○三好義治委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、いじ

め、不登校解消のための手だてについて、

ご答弁申し上げます。

　昨年度の本市における小中学校でのい

じめ、不登校の発生の状況でございます

が、いじめにつきましては、件数こそ減っ

ておりますが、内容については非常に陰

湿なもの、重篤なものが発生しておりま

す。また、不登校につきましては、大阪

府全体では減少傾向にございますが、本

市では平成２０年度からまた数がふえて

おると、このような状況がございます。

　そのような中で解消のために、やはり

教育内容の充実は欠かせないものである

と思っております。特に思いやりの心、

あるいは助け合い、こういった心を育成

することが道徳を初め、全教育活動で行

われなければならないと思っております。

一方で、教員がこういったいじめ、不登

校等の問題行動を個人で抱えてしまう傾

向がこれまでございました。個人で抱え

てしまうがゆえに、非常に事が大きくなっ

て、やっと表に出てくると解決がなかな

か図れない状況でございます。現在、学

校にはスクールカウンセラー、あるいは

中学校区でございますがスクールソーシャ

ルワーカー等を配置しまして、教員もチー

ム体制でこの問題行動に対応するという

組織づくりを進めているところでござい

ます。学校のすべての教職員、そして外

部から人を招き入れて、組織的にきめ細

かに指導を行い未然防止や早期発見を行

うことが、今後の解消のための手だてで

はないかと考えております。

○三好義治委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　まず、計画書９５

ページ、下段にございます目標数値の立

て方につきまして、前回提出させていた

だきました資料と、平成３２年度の数値
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が違っていることについてのご質問かと

思います。まず、当初、数値の置き方の

手法としまして、過去１０年間の実績に

基づき、その数値をそのまま延長して表

記をさせていただきました。申し上げま

すと、年間平均９０社ほど減少になって

いると、１０年間そのまま継続すると約

９００社、丸い数字にしますと約１，０

００社ぐらい減少するんではないかとい

う形で、仮表記をさせていただきました。

その次に、いろいろな施策を講じていく

ことによって、当然その減少率が変化し

てきます。また、景気の動向によっても

変化してきます。そこの部分を勘案して、

最終的に現在、提出させていただいてお

ります事業所数でいいますと、４，１０

０社という形で数字を置かせていただい

ております。

　次に、本市の中小企業の比率の割合に

つきましては、これは以前の答弁でもさ

せていただいている状況と同じでありま

して、中小企業は非常に多いまちと、特

に零細企業の多いまちということで、私

どもとしては１８年の実績を見ましても、

約４，００８社あった事業所のうち、２，

１２３社が４人以下の本当に小さな零細

企業でありまして、比率にしますと５２

％、そういう企業が存在しているという

ことを確認しております。

　続きまして、市内の事業所の状況調査

については、これは平成２１年度の事業

としまして、半年かけまして調査しまし

た。この事業の調査におきましては、も

ともとのデータが３，９１６社ございま

して、それをベースに２，７７７社の調

査となりました。内容としましては、法

人の事業所が７割を超えていますが、従

業員数では１０人未満の小さな事業所が

たくさんありますという形で集計が出て

おります。アンケートの調査の内容につ

きましては、非常に経営が厳しいという

ご意見が多数ございまして、上に上って

いく上向なのか、下に下がっていく下降

なのかというところにつきましても、ど

ちらかというと難しい状況の、下降して

いるというご回答がたくさんあり、また

今の経済状況を乗り切るためには、経費

節減に邁進しているという非常に厳しい

状況で対応されているという結果が出て

おります。また、そういう回答をされて

いる事業所が４割にも及んでいるという

状況でした。この調査で見えてくる将来

性や方向性につきましては、多くの事業

所が人員や経費削減に進んでいるという

現状の中、景気回復の期待感は持ってい

るけれども、なかなかヨーロッパの経済

問題、円高問題等なかなか輸出をしてい

くというところのハードルが高い状態が

ありまして、下請け、孫請けの多い本市

の事業者にとっては、非常に厳しい状況

であります。また、市内事業所からは、

中小企業の政策を何とかしてほしいとい

う声が自由アンケートの自由欄にもお答

えをいただいている状況です。

　それと、派遣等にかかわります雇用に

つきましての答弁をさせていただきます。

２年ほど前に派遣村等の言葉がありまし

たように、短期間雇用の方の解雇などで

就労の厳しい状況がありました。本市で

も年度末に緊急の労働相談を開催したり

とかしまして、相談体制の充実に努めて、

今年度も進めていく予定をしております。

ただ、雇用の充実等につきましては、本

市が平成１５年度から取り組んでおりま

す地域就労支援事業を継続しながら、ま

た人員につきましても体制を強化する形

で、大阪府の研修も今年度は２人が受け、

バックアップする体制で進めております。

また、個別にゆっくり相談ができる体制

も必要ではないかということで、次年度
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以降の方向性という形で取り組んでいき

たいと考えております。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　１０年後の職員体制

というご質問でございます。

　公務員制度そのものが見直されている

時期でもございますし、ことしの人勧を

見ましても、数年後には定年延長という

ことが明らかに示されておりますので、

制度的にどうなるか、具体的な中身がま

だ不明瞭な部分が多々ございますから、

１０年後の職員体制について、正確な見

通しというのは現状ではまだ持てないと

いう状況にございます。ただ、現在進め

ております行革の中では、６６０人を現

状では着地点というふうに思っておりま

すので、実際には再任用職員、短期の再

任用職員、臨時職員、非常勤の方も含め

て、日々業務をこなしていっているのが

現状であります。

　ただ、これからじゃあ仕事が減るかと

いうことになりますと、例えば今回の総

計の協働とかいう業務、これは新たに発

生する部分も出てくるかなというふうに

思いますし、地方分権の流れの中で、こ

れまでやっていないような仕事が、やっ

ぱり自治体でやらなければならんという

ことも考えられますので、６６０名を、

ここからまた大きく削減するというのは、

やっぱり難しい部分があるのではないか。

むしろ今現在やっている、事務の分野で

あっても、仕事の評価をし直し、職員が

やるべきことと、民間にゆだねられるこ

と、そのようなことをもう一度精査しな

がら、職員を配置すべき仕事、そうでは

ないもの、もしくはもうやめてしまうと

いうようなもの、そういう見通しについ

ても、改めて検討する場面が必要ではな

いかというふうには考えております。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　最初に、少人数学級の問

題であります。あまりもう論議はしませ

んけれども、理事がおっしゃったように、

日本の１クラスの人数は大変多いわけで

すね。ある報告では、欧米では１学級３

０人以下が当たり前ということで、アメ

リカが小学校低学年２４人、イギリスは

低学年３０人、フィンランドは全学年で

基本的に２４人以下ということでありま

す。子どもさん１，０００人当たり職員

数は、ＥＵ平均は１２５名、日本は１，

０００人当たり８５人でありますから、

日本の１．５倍、ヨーロッパ諸国は先生

が配置されているという状況であります。

これは当然、そういう状況の整備は国の

政治にかかわる部分でありますけれども、

先ほど論議の中で、いわゆるわかる授業

を進めていくと。その中で子どもさんか

ら見れば、よくできる方もおられますし、

じゃあどないするかということで、若干

論議がありましたけれども、フィンラン

ドはご承知のとおり、そういうクラス別

はできる子、できない子を分けてないん

です。みんな平等で分けているわけです。

あるクラスに行きますと、大変できる子

もおれば、余りできない子もおると。ク

ラスの中に副担任を全部配置してまして、

そういう子どもさんの状況を見ながら、

それをクリアして同じく成長できるとい

う。その結果、世界一学力のある国となっ

ているわけで、こういったものもぜひ頭

に入れていただいて、わかる授業を展開

していくという立場で、少人数学級をど

う見るかということを、取り組んでいた

だきたいと思います。

　施設の問題は大ざっぱにご報告いただ

いたわけですけども、今施設問題では、

ＩＳ値０．０３未満ということで、震度

６強でも倒壊しない、そういう基準で補

強工事が行われていますけども、国の動
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きも含めて、この１００％という状態で

すけども、震度の数字によっての違いは

ありますけれども、その辺の細かい数字

も含めて、どのぐらい１００％という状

態が震度何ぼに対応できる状況なのかと

いうことを、少しお答えいただきたいの

と、細かい問題で申しわけないんですけ

ども、エアコンの問題を改めて聞いてお

きたいと思います。

　貧困と格差の下での教育条件の整備の

問題であります。日本全体がいろいろこ

の間言われてますように、１０年間単位

で見た場合に、先進諸国では唯一成長の

とまった国であるということが言われて

います。その中で働く皆さんの収入状況

が大変下がっているということで、１０

年間見た場合に、一月分の月給が少なく

なってきているわけです。摂津の場合で

も、いただいた資料で見ますと、税金を

納めている方の申告してます全所得金額

をその人数で割りますと、納税者の平均

所得は３０３万２，０００円なんです。

これは大阪府下の市段階で見ますと下か

ら５番目なんです。いつも申し上げてま

すように大変平均所得は低いと。この前

少し申し上げましたけども、人勧の国の

レベルでも、９７年比でどのぐらい国の

人勧によって収入が減ったかというのが、

６１万減っているわけです。当然、公務

員も減ってきているわけです。そういう

全体の減りぐあいに加えて、摂津市はもっ

と低いという状況がありますので、全国

的な貧困と格差の拡大という課題もあり

ますけれども、よりこういう中で市とし

て親御さんの経済的負担をどう軽くして

いくのかということについては、特別に

大きな課題だと思っていますので、くど

くど申し上げませんけれども、就学援助

金制度の縮小などは、絶対にやったらあ

かんということも含めて、こういう分野

での拡充を求めておきます。

　いじめ、不登校問題は、ソーシャルワー

カーの配置も含めて、府下的にも進んだ

組織的な対応を行っておりますので、そ

の点、評価しておりますけれども、この

文科省の９月の報告を見ますと、数字的

には伸びてますけども、伸びぐあいは低

いところもあれば、高いところもあるわ

けですね。その中で、小、中、高校、特

別支援学校における、いじめ認知件数は、

ことしは７万３，０００と。対前年比約

１万２，０００減少しているということ

もあります。その一方で、小、中、高等

学校において、この１年間で命を閉じた

方が１６５人ということもあります。最

近は新潟の子どもさんの死亡事故で報道

がなされておりますけれども、なかなか

予想しがたい状況にも遭遇しております

ので、要望ですけども、より目配りをし

ていただいて、つくった組織体制で対応

できるように、努力をお願いしておきた

いと思います。

　産業問題であります。冒頭に人口減少、

経済力がこれから微減ですけれども減少

していくということと、おっしゃったよ

うにこの１０年間でいろんな経済状況が

ありましたけれども、摂津市でも毎年９

０社減少したという、この実績を含めて、

そんな中で６月にはそのとおりで減少し

ていくという数字を立てたのに、今度は

ふえると。差し引き１，０００件減るけ

ども、１，１００件ふえるという、こう

いう立て方なんですね。こういう立て方

と、いわゆる産業経済分野が少し減って

いくという、この時代背景との関係で、

そういう目標の設定の仕方がいいのかと

いう問題提起なんですけども。それに対

してわかりやすくご答弁をいただきたい

と思います。

　ご答弁がなかった摂津市の中小零細業
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者の比率ですね、これをちょっときちっ

とご答弁をいただきたいと思います。申

し上げたように、全国では企業数の９９

％、従業員の７０％が中小零細企業であ

りますけれども、摂津市はじゃあどうな

のかということも、ちょっと添えていた

だいて、ご答弁を再度お願いしておきた

いと思います。

　あわせて市民農園問題でありますけれ

ども、最近よく相談があるのが個人の相

談であります。今回目標設定で１万３，

０００ということで、約１．６倍、１０

年後に市民農園を拡大していくという目

標設定があります。多分そういう方向に

近づくだろうと思いますけれども、ご答

弁があったように、個人でも希望者の方々

が市民農園に参加できるように、条件整

備をぜひしていただきたいということで、

お願いしておきたいと思います。

　それと、中小企業での支援体制の一つ

として、昭和６０年に摂津市がパートタ

イマー等退職金共済制度を創設し、当時

は全国的に大きな話題になりました。私

どももいろんな全国の議員団から連絡が

あって、その都度、紹介をさせていただ

きましたという記憶もあるんですけれど

も。いわゆる中小企業の働く条件も含め

て、どういうふうに支援していくのかと

いうことが、先ほどご答弁があった、関

連しますけども、市内事業所の状況調査

などから、１０年後に目指そうとしてい

る姿を実現するために、今何を企業が求

めているのか、その一つとして、せっか

く２５年前に摂津市がやったわけであり

ますから、こういう条例についてもよく

吟味していただいて、改善できるように

していただきたいと思いますし、同時に

今回、商業の活性化の条例ができました。

それに関連してでありますけれども、やっ

ぱりそれぞれの責任分野を明確にしてお

りますけれども、じゃあ摂津市の商業政

策をどう進めていくかということで見た

場合に、それを進める振興会議なるもの

がちゃんと整備されなければ、物事は進

まないと思うんです。金融関係だとか、

経営者、自治体職員、住民、学識者など

で構成して、そういう振興会議をつくっ

て、つくった条例を振興できるように進

めていただきたいと思いますけれども、

その辺の取り組み状況を含めて、ちょっ

と教えていただきたい。

　１０年後も大事なんですけれども、企

業の実態は大変きつい状況であります。

いろいろ国会のほうでも、今頑張ってい

る中小零細企業を応援するということで、

借りている工場に対する家賃の問題とか、

購入してリースを払っている機械のリー

ス代だとか、こういう問題についても焦

点を当てて、どないしようかという論議

が国会でも行われています。当時の鳩山

首相は検討に値するという答弁をなされ

ていますけれども、先ほどご答弁があっ

た、今行った調査の中から見える、企業

が求めている行政に対する支援策、先ほ

ども論議されましたけども、そういう中

で工場家賃や機械のリース代金の補助な

ども、一定視野に入れた検討をしていた

だきたいと思いますけども、それも含め

て融資も含めて、どういうことを求めて

いるのか、つかんでいるところでご答弁

をいただきたい。それに対して、今考え

ている１０年間の計画で、施策でどうこ

たえようとしているのかということもあ

わせて、お聞かせをいただきたい。

　雇用問題であります。この前、ワーキ

ングプアが１００万人ふえまして１，１

００万人ということで報道がありました。

先ほど紹介しましたように、行政の長と

して市長も、昨年１２月に市内企業の訪

問をしていただきました。しかし、雇用
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環境はよくならなくてどんどん悪くなっ

ていると。いろいろ裁判闘争も行われて

います。２年半前に偽装請負、派遣労働

の中で所管する労働基準監督署が是正勧

告を行って、その結果、２年半の直接雇

用社員として仕事をしてきたんですけど

も、この２年半の期間がこの８月に切れ

まして、堺のある工場では２００人の方

が雇いどめになったと。その一方で、新

たに２００人を新規に受け付けようとい

うこともやっているわけです。そういう

ことが摂津市の企業でもたくさん予想さ

れるわけで、一層雇用環境はしんどくなっ

てきているということは、ぜひ受けとめ

ていただいて、自治体でできることを研

究して、追求していただきたいと思うん

です。市長がじかに行くことも、当然そ

の一つのやり方でありますし、きちっと

定期協議を行うとかも含めて、自治体と

して雇用を守る立場で、どういうことが

できるのか、ぜひ検討していただきたい。

もしご答弁があれば、ご答弁いただきた

いと思います。

　行革の問題であります。国の人事政策

も定年延長も含めて変わってくると。な

かなか１０年後は予想しがたいという話

であります。ぜひ、いつも申し上げてい

るんですけども、いわゆる事務方の数が

府下平均よりもこんだけ多いから、こん

だけ削減していくんだと。現業部門が特

に高いから不補充なんだということで、

そういう府下的な比較で上から数字を設

定して行おうとしてますけども、そうで

はなくて、ご答弁されているように、こ

れから１０年間のまちづくりを進めてい

くために、そのために職員はどうあるべ

きかということで、それぞれの現場、職

場で、下から自分たちの事業をきちんと

評価、見直して、その中身を市民にも返

して、市民とともに自分たちの足元の仕

事を再評価すると、そういう作業も行い

ながら、自分の職場は正職が何名必要な

んだと、これはもう経常的な簡単な仕事

だからということで、そういう種分けを

きちんと足元からしていただいて、その

上で必要な職員定数を探っていくという

ことを、ぜひやっていただきたいという

ことで要望しておきます。

○三好義治委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　安心安全な学校の

うちで、具体に耐震の１０年間の動きで

あるとか、エアコンについての具体のお

問いでございます。まず耐震につきまし

ては、基本計画の８５ページの資料とし

て提示させていただいておりますが、学

校の耐震化率は、平成２１年度末の現在

値で５８．５％となっております。本年

度、もう予算執行が進んでおりますので、

本年度平成２２年度、耐震が完成します

と、この５８．５％が６４．６％になる

予定でございます。これは順調に進んで

おります。それで、じゃあ残りはどういっ

た現状にあるかということなんですが、

今回、耐震をしなければならない建物は、

昭和５６年以前の旧の建築基準法で建て

られた建物でございます。本市の場合、

本年度平成２２年度完成分を除けば、残

り小中学校、幼稚園で１８校園ございま

すが、そのうち１０校で２３棟の建物が、

旧の耐震基準のままでございます。です

から、この１０校を今後１０年で計画的

に耐震工事をしていくことによって１０

０％を目指したいと、そういうことでご

ざいます。

　それから、エアコンにつきましても、

ここに書いておりますような安全で快適

なまちにしますということで、平成３２

年度実現している姿として、子どもたち

が安全で安心で快適に学校生活が送れて

いますということでございますから、や
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はりことしのあの猛暑を考えれば、あの

状況でいいということではないと。あれ

を改善しようと思えば、基本的にはエア

コンが必要になるということでございま

すので、今後そういう形で進めていきた

いと考えています。

○三好義治委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　まず、基本計画の

９５ページの下段にございます事業所総

数の数が現状の数字よりも若干伸びてい

るんではないかという質問にご答弁させ

ていただきます。１０年後を見据えた中

での計画におきましては、当然、過去の

１０年間の実績をもとにしまして、その

景気動向、直近の状況で景気が非常に悪

い状況があったと。また、今後ももちろ

んそういう傾向は続くかと類推されます

けども、一定、底打ちをしたという情報

がある中で、徐々にではありますけども、

やや回復していくだろうと、回復基調の

緩やかな安定の状態も期待できる状況も、

若干ある気がします。そういうことを勘

案しながら、また企業の誘致、流出防止

対策等の充実、また商業の活性化により

まして、商業者の経営者の高齢化の２代

目が、少しでも出てきていただくとか、

また人材育成の成果により、事業所が芽

生えてくるとか、パソコンを使ってイン

ターネットでお商売するとか、いろんな

形の形態がありますので、そういう部分

での期待もいたしまして、数字のほうを

置かせていただいております。

　それと、中小企業の零細の状況といい

ましょうか、割合ですけども、これにつ

きましては、先ほど４人以下の事業所が

５２％と答弁させていただいております

けども、摂津市内の大企業といいましょ

うか、３００人以上の事業所は、平成１

８年の段階では１０社と非常に少ない状

況で、あとの約４，０００弱の事業所が

中小零細企業という状況になっておりま

す。先般の事業所状況調査におきまして

も、大体同じような割合でご回答いただ

いている状況でございます。

　次に、パートタイマー等の退職金共済

の件は、昭和６０年に制度がスタートい

たしまして、全国でのこの共済事業を運

営している事業所は、私どもとしては今、

全国で１１市団体という形では理解して

おり、そういうところにおきましても、

今後、このパートタイマー共済という制

度が、会員数の増加の停滞時期があると

か、また利息をつけてお返しする共済制

度としての維持が非常に難しく、または

国の制度があるので、それとの競争関係

とかいろんな要因がございまして、多く

の自治体でも難しい課題に直面している

状況と聞いております。ただ、本市に場

合におきましては、パートタイマーの弱

者の救済という観点から、セーフティー

ネットという考え方を持っておりまして、

これにつきましては長期的な展望で、短

期的な考えではなくて、パートタイマー

でも今回、２５年勤めている方もおられ

ましたので、そういう方の支援のために

継続して邁進していきたいという形で考

えております。

次に、活性化条例が先般、皆様の議会の

ご承認をいただきまして、３月に承認さ

れまして、４月１日から実施しておりま

す。これにつきましては平成２２年度に

おきましては、子ども１１０番の協力、

セッピィ商品券の第２弾の実施と、事業

所が一丸となって対応しております。平

成２３年度以降の事業につきましては、

行政ひとりよがりにならないように、商

業者の団体また商工会を通じて、この７

月に１回目の打ち合わせをさせていただ

きました。これにつきましては、以前、

大規模小売店法等の制度があったときに

－40－



つくられた協議会を使っていくのか、ま

た独自に新たな状況で経済状況も勘案し

ながら、有志の方で検討していくのかと

いう中で、新たな形で考えていくという

形で、会議等の方向性が出ましたので、

今後につきましては、順次、将来に向け

ての取り組みをそこの場でたたき、まと

まった段階で皆様にもご承認と、ご助言

いただきたいと考えております。

　次に、工場の家賃や機械等のリースの

問題につきましては、将来的にどうして

いくのかというとこにつきましては、当

然、担当課だけではなくて、市の財政状

況とかいろんな課題があり、取り組んで

いくことにつきましてもハードルがいろ

いろあろうかと思います。こういう施策

につきましては、先般の事業所調査にお

きましても、中小企業の支援を求められ

ている事業所が多いというのは理解して

おります。ただ、どういう制度がいいの

か、すべてができることはできませんの

で、その分、長期的な展望に立って、ど

れがいいのか、またどういう形で希まれ

るのか、また摂津市の今後の状況も考え

ながら、検討してまいりたいという形で

理解しております。

　最後にワーキング対策といいましょう

か、雇用の件ですけども、本市におきま

して就労支援というところでは、茨木の

ハローワークと連携をしておりますが、

電車に乗っていただいて、乗りかえとい

うこともあろうかと思います。産業振興

課のほうでも、先ほど答弁させてもらい

ましたけども、相談できる体制の構築を

し、すぐに結果が出るかわかりませんけ

れども、ゆっくり相談しながら、その人

にあったような支援ができないかという

形で、今後は進んでまいりたいと考えて

おります。

○三好義治委員長　水田部長。

○水田生活環境部長　事業所の動向調査

から何が見えてくるかというところでご

ざいますけれども、若干のご説明をさせ

ていただきたいと思います。

　まず、調査の中で、やはり本社機能が

８割方あるということで、先ほど答弁の

中でも従業員者数が全体で１０人未満が

６割もあると、そういった事業所がある

ということでございます。動向調査、ア

ンケート調査を行っております中で、や

はり一番よく見えるのは、市の提示する

制度や方策ですね、これが十分に浸透し

ていない。例えば、事業所ネットとかパー

トタイマー共済ですね、そういったもの

がなかなか５０％以上知らないという、

そういう回答もいただいています。そう

いうことを考えますと、なかなか情報の

発信が手段として、市として一方通行的

な、単一的な発信の仕方になってしまっ

ているのかなというところがございまし

て、やはり事業者が利用したい、そういっ

た媒体ですね、そういったものが活用で

きるんであれば、十分そういうお知らせ

もできるのかなというのが、一つそうい

う姿は見えてきます。各業種の中でもア

ンケートをいただいておりまして、各業

種によって、なかなか行政に求める内容

というのがまちまちなんですけれども、

例えば一番よく見受けられるのは、やは

り就労の環境の整備といいますか、やは

りインフラの整備を求められている事業

所がございます。運輸関係ですと当然車

関係ですので、さほどそういったのもな

いんですが、逆に、そのインフラが整備

されてるといったご意見もございまして、

なかなかその辺の業種によってさまざま

なご意見があります。

　それで、市のほうの融資制度も当然ご

理解されてるんですけども、なかなか厳

しい経営の中、融資を受けてもなかなか
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返済ができないといったような、そういっ

たご意見もございますので、そういった

ことを含めて、今後、融資も含めたそう

いう支援が、十分その企業に対して、ど

こまで役立つことができるのかなという

ことを、今後この事業所の動向調査の中

で、もう一度しっかりと見直していきた

いなと考えております。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　学校施設については、大

まかに仕分けで１０年間にやろうとして

いる中身わかりましたけれども、副市長

もおられますし、早急に１０年間と言わ

ず、早くできるように努力していただき

たいということでお願いしておきます。

　産業政策の問題は、なかなか理解でき

ませんので、改めて詰めていただきたい

と、はっきり言ってですね。現在、仕事

されてる企業が存続されて、１０年間の

中で発展していただいて、新たに新しい

事業所も加わってふえてほしいという気

は当然個人的にもありますけども、そう

できない一方の理由があるわけで、そう

いう中でこういう目標設定をされたとい

うことは、それなりに理由があろうかと

思いますので、一度、再度きちんともん

でいただきたいということでお願いをし

ておきます。

　それで、７月にこの条例に従って、今

後の商業政策をどうするかということの

きっかけとして、商工会とも懇談をされ

たという話でありますけども、単品でな

くて、いわゆる先ほど申し上げたシステ

ムとして、摂津の商業振興策を論議でき

る振興会議なるものをつくっていただい

て、そこでひとつ論議をしていただきた

いということをお願いしておきます。

　実態調査の中で、この端的な数字が明

らかにできませんけど、また計算してい

ただいて、摂津の中小零細企業が全国平

均の９９％なのか、７０％なのか、それ

で一回きちっと教えていただければと思

います。

　そこで、先々も大事なんですけども、

こういう経済不況の下で、今の経営をい

かにしていくかということで大変な状態

だということは、ご承知のとおりであり

ます。

　摂津市の特に融資制度の利用者も２年

前に比べて、約３倍にふえています。ご

承知のとおりであります。

　摂津市を経由していく、大阪府の５号

認定、不況業種の受付数も７６件から、

この２年間で７３４件、約１０倍にふえ

てるわけですね。そういうふうに経営が

しんどい中で、融資制度を大阪府下の中

小零細業者が受けてるわけでありますけ

ども、大阪府が財政構造改革プランで今

度この府の制度融資を廃止をしていこう

ということで今論議にふしてます。毎年、

預託金が、聞きますと、６，８００億円、

焦げつきで毎年喪失分が７０億円と言わ

れていますけども、でもこれがあるため

に、府内の業者が助かって営業維持でき

ているという、そういう点でも、大阪府

下のこの中小零細の皆さんが、この制度

融資の廃止をやめなさいということを、

撤回しようということを今、運動を進め

てますけども、こういうことについても、

この間の数字が見えているわけでありま

すから、大変助かっている制度でありま

すので、ぜひ今の頑張っている方々を支

援するという点でも、この問題について

は、少し行動を起こしていただきたいと

思いますけども、ちょっとこの点は、担

当部長なり、副市長からご意見をいただ

きたいと思います。

　雇用問題であります。なかなか担当と

しては、ご答弁がマクロ的な形でいただ

けないんですけども、ぜひアンテナを張っ
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ていただいて。実際雇用状況はさらに厳

しくなってます。市内の大企業の派遣労

働者が利用するモノレールの駅の駐輪所

に行きますと、どんどん自転車減ってき

てるわけです。これ、宣伝してますから

わかってるんですけれども。そういう方々

が雇いどめになって、どっかに行ってる

わけですよ。しかし、この２年半の間は、

摂津に住んで、社宅かもわかりませんけ

ども、住んで生活をしてきたんです。そ

ういう方々が実際に雇いどめになって出

ていってるんです。こういう実態が実際

あるわけです。だから、就労支援として

担当者が頑張ってるのはわかりますけれ

ども、こういう一方の側も摂津市では起

きてるということもきちんと受けとめて

いただいて、ぜひアンテナを張っていた

だいて、先ほど申し上げた自治体ででき

ることの研究をぜひしていただきたいと

いうことで、お願いしておきます。

　最後になりますが、一言ご意見だけ申

し上げて終わります。

　今回、１０年後の人口８万人想定で、

新しい総合計画を進めようとしておりま

すが、いつも申し上げておりますけども、

自治体の主人公は住民なんだということ

を、まず基本に進めていただきたいと思

います。

　二つ目には、この間、多くの議員さん

も言われましたけども、協働による推進

という点ね。これを改めて計画を策定す

る段階からそうでありますし、要求をつ

かむところからそうでありますし、ただ、

ご答弁あったように、公務員は法律や条

例を執行できる権利を持っています。そ

ういう点では、大変な権限を持ってるわ

けで、そういう環境の中で協働を行おう

としようとしてるわけで、ぜひそういう

難しい関係もありますけども、きちっと

協働の形で進められるようにお願いして

おきたいと思います。

　三つ目には、最初の委員会で申し上げ

ましたけども、来年、新しい年度から、

このルールづくり具体的に取り組んでい

くんだとおっしゃってますけども、ポイ

ントは、３月までに何をするかというこ

とが大事だと思っています。再度申し上

げますけども、３月までに新年度早々す

ぐ進めるために何をするんかということ

をぜひ検討していただいて、その立場か

ら具体化を進めていただきたいと、この

ことを申し上げて質問を終わります。

○三好義治委員長　水田部長。

○水田生活環境部長　府の財政構造改革

プランですね、これ、素案でございます。

今現在、具体的な内容はまだつかんでは

おりませんが、当然預託金がなくなって

しまうということになりますと、金利そ

のものがやはり高くなってしまうという

実態も当然発生すると思われます。保証

についてもやはりそういう審査もかなり

厳しくなるということで、企業にとって

は、大変苦しい状況に追い込まれてるん

ではないかなと。当然摂津市におきまし

ても、中小企業の資金融資も行っており

ますから、多少それなりの利率の影響も

あるのではないかなと。当然これは、明

らかにされる段階で、市としてもやはり

府に対して、物申し上げていかなければ

ならない。やはり継続していただきたい

といった形の中で、市としての姿勢を示

していきたいなというふうに考えており

ます。

○三好義治委員長　村上委員。

○村上英明委員　まず初めに、この基本

構想の３４ページでございますけども、

政策２というところで、「子どもたちの

確かな学力、豊かな心、健康、体力をは

ぐくむ」ということでありますけども、

この基本的なこの考えをお尋ねしたいと
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思います。

　確かに今まで、この委員会におきまし

ても、学力の問題ですね、いろいろと審

議もされましたし、また全国学力学習状

況調査等々の数字も踏まえて、ご意見も

質疑もされましたけども、今後１０年後

を見据えて、どういう考えでおられるの

かというのを、まず初めにお尋ねをした

いというふうに思います。

　それから２点目でございますけども、

基本構想の３４ページでございます。こ

の政策２でございますけども、「障害の

ある児童・生徒が安心して学べるよう関

係機関や専門機関と連携して、一人ひと

りに応じた支援教育を行います」という

ことでございます。この中で特に、私が

思うのは、この一人ひとりに応じたとい

うことは、現場目線から見た考えかなと

いうことで、大変いいことではないかな

というふうに思いますけれども、今後１

０年を見据えて、この支援教育のあり方

ですね、どういう考えでおられるのかと

いうのをお尋ねをしたいというふうに思

います。

　それから、基本構想３５ページでござ

いますけども、第６節の「活力ある産業

のまち」ということで、今までこの産業

面、いろいろと審議をされました。この

中で１点だけお尋ねをしたいと思うんで

すけども、この基本計画の素案の９５ペー

ジにも書いてありますけども、この３３

年３月に実現している姿という中で、

「市内の商店、商店街は、特性や利点を

活かして経営力を高め、地域コミュニティ

の核として住民から支持されています」

ということでございます。その中で、ご

質問もございますし、答弁もございまし

たけども、本市におきましても、この４

月から新しくこの摂津市商業の活性化に

関する条例を施行されました。その中で、

商店街等々、しっかりと今まで以上に今

後１０年間また目を向けていかれるのか

なと、そういうように思うんですけども、

その中で、私も先週、また先々週の日曜

日等々、特に、千里丘のことぶき商店街

に行かさせていただいたというか、通過

したというか、だったんですけども。そ

の中で、ああ、これは、というのが、シャッ

ターがあいてるのがもう１割強ぐらいか

なという感じで、要はそれも昼間１２時

前後だったんですけども、そういう中で

ありました。通った折には、本当にこれ

が商店街なのかなと、看板があるからわ

かるんかなという、そういうようなイメー

ジを持ったぐらいでした。

　そういう中で、やはり人の通行という

んですかね、動線の確保というのが、こ

れがこの商店街に必要ではないのかなと、

そういうようなことを思うんですけども、

動線の確保について、今後１０年間の商

店街を見据えた中で、どう考えておられ

るのかというのをお尋ねをしたいという

ふうに思います。

　それから、基本構想の３６ページでご

ざいますけども、第７節の計画を実現す

る行政経営という中で、基本計画の素案

にも書いてありますけども、「総合窓口

によるワンストップサービス」というの

が記載をされておりますけども、どうい

う内容を考えておられるのかというのを

１点お尋ねをしたいなと、そういうよう

に思います。

　それからもう１点は、第４章のほうで

ございますけども、この中に、「市政に

関心を持ち、市政に参画すること」とい

うことが書いてあります。この市民の役

割という中でございますけども、やはり、

この中にあって、今まで以上に市民の方

の目線といいますか、耳といいますのは、

行政に向けられていくのかなと、そうい
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うふうに思うんですけども、そういう中

での、摂津市としての対応について、ど

ういうお考えでおられるのかというのを

お尋ねをしたいなというふうに思います。

　それから、最後でございますけども、

３８ページでございます。「行政の役割」

という中におきまして、「協働を進める

職員を育てること」ということが書いて

ございます。この協働を進める職員とい

うのは、どういうイメージをされている

のかというのをお尋ねをしたいというふ

うに思います。

○三好義治委員長　市橋理事。

○市橋教育総務部理事　学校教育課は、

今まで、行きたくてたまらない学校とい

うことを目指して頑張ってまいりました。

子どもたちが学校に来て、自尊感情を高

め、自己実現をし、子どもたち同士、地

域、保護者と仲よく成長していっていた

だきたい。その思いの一念でやってまい

りました。また、今数々の論議の中で、

義務教育以前の就学前教育についても、

大きく論議になり、今、就学前から中学、

あるいは高校まで含めて、生涯教育を含

めて大きな観点で論議が進んでおります。

　この１０年という長くて短いスパンの

中で、教育を受けた子どもたちがどのよ

うに感じるのか、私どもは、子どもたち

が将来、摂津市に住み、あるいは、摂津

市を出ていっても、人生のある時期、こ

こで教育を受けた、ここで学んだ、こう

いうことが誇りに思えるような教育をし

ていきたいと考えております。日本のど

こに行こうが、世界のどこに行こうが、

心のふるさとは摂津である。ここで学ん

だ。この思いを常に持っていただくよう

な人材育成を心がけたいと、この１０年

総合計画の中に託しておる次第でござい

ます。

　続きまして、支援教育についてお答え

いたします。一人ひとりの児童に応じた

支援教育についてのお尋ねでしたけれど

も、子ども一人ひとりの個別の教育指導

の指導計画を作成しております。その一

人ひとりのニーズに合わせた指導計画の

下、その子に合った適切な支援教育を実

施していきたい。また、そのために、各

関係機関、研究所、あるいは児童相談所、

あるいはつくし園、あるいはめばえ園等、

各いろんな関係機関と連携して、その子

どもに応じた、必要に応じた教育をして

いきたいと考えております。

　また、巡回相談等、今、かなり頻繁に

やっておりますけれども、巡回相談等、

今後一層多くして、学校と綿密な連携の

下に、支援の必要な子どもたちの一人ひ

とりのニーズに合わせた、子どもに寄り

添うような教育をより進めてまいりたい

と考えております。

○三好義治委員長　水田部長。

○水田生活環境部長　商店街への通行の

動線の確保ということで、ご質問でござ

いますけれども、なるほど今、商店街で

シャッターが閉まってるところをよく見

受けられます。昔の商店街といいますの

は、私も地元にありましたので、にぎわ

いがあって、家族そろって買い物をする

といったような、長いその通路の中でそ

れぞれのお店に寄りながら楽しみながら

物を買うというふうに記憶しております。

　今、車社会になってしまいますと、や

はり購買の行動もかなり変わってきてお

りまして、どうしてもそのワンストップ

ショッピング、車で行って、１か所で最

終精算してしまうという、そういった物

の買い方というか、そういう変化には、

当然今の商店街の形態では、なかなか太

刀打ちできない。そういった形態かなと

思っております。

　それとあわせて、やはり商店街の後継
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者問題もございます。年々高齢化してま

すので、なかなか引き継ぐ方がおられな

いといったことも当然ございます。これ

はもう、かなり、本当に課題としては、

大きな難しいものだと思うんですが、そ

の動線といいますか、そういう考えてい

く中では、やはり今の商店街をどうする

ということで考えていきますと、当然スー

パーとかには商品そのものも当然太刀打

ちできないものがあります。消費者にとっ

ては、そういううまく使い分けされてる

ところもございますので、やはり一つの

考え方としましては、やはり商店街に行

けばこれがあるぞという、そのオンリー

ワン的な商品のアピールも当然必要かな

と。それと、本来商店街ですから、食べ

ること、着ること、そういったもののイ

メージがあるんですけども、そうではな

くて、やはりその商店街の中にいろんな

アート的なものですね、芸術的なものを

含めた中で、そこへ行けばそういうこと

もあるぞと、といったものの考え方も当

然必要ではないかなと思っております。

　先ほど、商工会、それから商店連合会

と、行政として１回会議を行いまして、

今後その条例を制定したことによってど

ういった形で進めていくかということの

議論を、これから始めていってるところ

でございます。

　いろんな意見もあると思うんですけど、

まずはできることからということで、い

ろいろ他市の状況の収集もしながら、摂

津市に合わせた商店街のものができるの

かということも考えていきたいなと思っ

ています。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　総合窓口によるワ

ンストップサービスに関連するご質問に

ご答弁をさせていただきます。

　その施策の現実的な展開といたしまし

て、現在もオープンシステムを取り入れ

まして、業務手続のシステムの一元化に

取り組んでおります。また、今後ともい

ろいろそういう情報システム関連につき

まして、いろんなことで高度化がなされ

てくるであろうというようなことを想像

いたしております。

　セキュリティ等々の問題がございます

が、このようなものを活用しながら、将

来的には、総合窓口ワンストップサービ

スを実現していきたいというふうに考え

ております。

　現時点で、テスト的に行っている内容

について、一例をご説明をさせていただ

きますと、税３課におきまして、税関連

の諸証明が今まで３つのエリアに分かれ

て手続をしておりました。今年度、途中

からではございますが、税証明の窓口を

一元化して、それによりどのようなデー

タをとれるのかということで今、データ

収集を行っております。そのデータの内

容でございますが、やはり窓口だけで済

む件数はどの程度あるのかということで

ございます。一元化にした場合、その窓

口でその来庁者の用件が終了するのがど

の程度あるのかと、その度合いによりま

して、やはり一元化の集約できる内容が

見えてくるのかなというような展開で、

今、そのような情報も集約しながら将来

的に諸証明の発行について、なるべく一

つの窓口でできないものかというような

検討に入っているところでございます。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　総計画を推進するに

当たって、市の対応ということでござい

ます。

　当面は、先ほど申し上げましたように、

やはりルールづくりということが必要か

と思っておりますが、議論だけではこれ

はことは済みませんので、やはりことの
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大小あるにしても、やはり実践していく、

いろんなことを積み上げていく必要があ

ろうかと思っております。

　市民の方と意見交換をしながら、具体

的なテーマ、課題を見つけ出していく。

それぞれ担当セクションのほうでは、そ

れなりに行政としての考え方、もちろん

持っておると思いますけども、それで果

たして問題が解決するかどうか、地域の

方々、もしくはＮＰＯであるとか、そう

いうテーマ別の団体さんもありますので、

どういう解決策が一番満足度が高いのか、

そのあたりを実践を積み上げながら検証

していく。それでまた、つくり上げたルー

ルに、一度議論を返していく。そういう

キャッチボールをしていく必要があろう

かなというふうに思っております。

　ただ、その中で、職員といたしまして

は、やはり多くの市民が、関与、関係を

持ちますと、いろんなご意見がございま

す。ある人がよしとすることでも、別の

方はそれではだめだというふうな、対立

する場面もあろうかと思います。そのあ

たりをよくわきまえて、課題を分析をし、

法律であるとか、さまざまな制度も組み

合わせながら、よりよい課題に向けて全

体の意見を一定集約するような、そうい

う機能をやはり当面行政の職員が果たす

必要があるのではないだろうかというふ

うに思っておりますので、将来的にはもっ

と多様な動き方があろうかと思いますけ

ど、やはりそういう、いわゆるコーディ

ネーターとしての仕事は、当面やはり行

政の職員としては、きちっとしていく必

要があるというふうに考えております。

○三好義治委員長　村上委員。

○村上英明委員　まず初めに、この学力

といいますか、体力面等々、今まで就学

前教育云々の議論もいろいろとされまし

たけども、やはり小学生になるために、

就学前の勉強なり、心の準備というんで

すかね、体力、それが必要だなというふ

うに思いますし、またそれが次の段階で、

中学校になるために小学校のときに一定

の学力、体力、そういった増強もやっぱ

り必要ではないかなと、そういうふうに

思います。そういう意味で、先ほどもこ

の数字にあらわれないいろんないいこと

といいますか、ひざづめの対話もされて

いるというのも、私も現場で保護者の方

からも耳にします。確かに摂津市の教職

員の方も、しっかりと頑張っているとい

うお声も聞く、その一方で、やはりこの

数字だけ見ると、平均からいくと、摂津

市どうなんだというご意見も多々聞くと

ころもございますので、やはりこれから

自立していくためにも、一定の学力とい

うのが必要ではないかなと、私どもも思

いますし、また、体力というのも必要で

はないかなというふうに思いますので、

教職員の方々もいろいろとご苦労をされ

ているのを現実も聞いておりますし、こ

れからもしっかりとこの摂津市の宝とな

ります児童・生徒・幼児、しっかりと摂

津市から出ていっていただいて、そして

また摂津市のために帰っていただけると、

そういった形では道徳教育も必要かと思

いますし、そういう意味で、しっかりと

今のこの義務教育の間、体力も含めて、

また学力も含めて、一定のレベルという

のは、平均値等ですね、これは摂津市は

ほかのところよりも勝っているというの

が、一つでも出てくるような形で、取り

組みを今後ともまたお願いをしたいなと、

そういうように思いますので、よろしく

お願いいたします。

　それから、障害の関係なんですけども、

この障害の方というのは、やはり、それ

ぞれ差があるといいますか、そういう個々

で対応していかなければいけないという
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のは、課題というのは多くあるんじゃな

いのかなと、そういうように思います。

そういう中で、特に、障害をお持ちの方々

等々で、学力がついていきづらいという

方々、そういう方については、やはり小

学校のときには、そんなにも表立っては

差が出てこないけども、中学校になった

ら、今度専門の学問等々が入ってきます

から、そういう中で少しずつ差が見えて

くるという形になってくるということが

ございますので、先ほども学級補助員等々

の話もございましたけども、やはりこの

中学生のときに、支援学級に行くまでも

ないけども、普通教室ではちょっとつい

ていきづらい、そういった中間の方々に

ついてもしっかりと対応できるような形

で、これからのこの支援教育をやっていっ

ていただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　それから、商店の件でございます。こ

れも、私も子どものころ商店歩いてまし

て、おっちゃん、おばちゃんとか、それ

から子どもの名前呼ばれて、和気あいあ

いといったらおかしいですけども、いろ

いろと生活の話もしながら、その中で買

い物もしながらというのが、私の子ども

のときのイメージが結構あります。そう

いう意味では、やはり先ほども申しまし

た、このシャッターが閉まってる云々と

なると、やはり寂しいなという思いがご

ざいますので、これからその動線の確保、

通行量もございますけども、その中で、

特に高齢の方々等々、弱者と言われる方々

が通行しやすいような動線の確保も、ひ

とつまた取り組んでいっていただきたい

なと思いますし、またちょっとした大き

いような商店におきましては、アーケー

ドがやっぱりありましたよね。雨の日で

もそこでぶらぶら歩けるというか、そう

いうような雰囲気づくりもあるというこ

とですので、そういうことも含めて取り

組んでいっていただければなと思います

のでよろしくお願いいたします。

　それから、総合窓口のワンストップサー

ビスの件でございます。

　システム的にいろいろとこれから考え

ていかなければいけないのかなというふ

うに思うんですけども、私どもも過日、

ある行政のところに視察も行きました。

そういう折には、システム云々というこ

とではなくて、この今、税の３課の分を

一つの窓口でできるようにされておりま

したけども、住民票なり一応すべての申

請書等々、一つの窓口で対応されて、そ

れからその担当のところへその申請書を

出してその書類をもらうということにし

ておられるというふうなこともありまし

た。やはりそういう中では、その担当の

窓口の机がないんですよね。だから広々

とされているというような雰囲気もしま

したし、それからまた、スムーズにいっ

てるということも聞きましたので、そう

いうこのシステム的なことも踏まえてで

ありますけども、やはり現場で、こうい

うワンストップというんですか、一つの

窓口で総合窓口で対応できるような形を

今後も考えていっていただきたいなと、

そういうように思いますので、またよろ

しくお願いいたします。

　それから、市政に参画、関心というこ

とでございますけども、それと、この市

職員の育成ですね、これをしっかりとやっ

ていっていただきたいなと、そういうよ

うに思います。そういう中で、将来的な

この１０年ですね、やはり一昔と言いま

すけども、やはり５年ごとに見直しする

に当たっては、次の総計を見据えていか

なければいけないような、そういう時期

が目の前にきているというようなことも

ございますので、そういう意味で、しっ
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かりとこれから１０年の計画を立てるに

当たりまして、これから来年度からの単

年度の予算編成もございますし、その予

算にもしっかりと反映していって、計画

的な運営をやっていっていただきたいな

と、そういうように思いますし、また、

この仕事面におきましては、やはり木を

見て森を見ずとならないように、しっか

りとした職員の育成をお願いをしたいな

と、そういうように思いますので、また

よろしくお願いいたします。

○三好義治委員長　すべて要望でよろし

いですね。

　次、木村委員。

○木村勝彦委員　きょう午前中からいろ

いろと教育問題を議論をされております

けれども、私はやはり、公教育の基盤づ

くりに、どう市民に対して保証していく

かという視点がやっぱり大事だと思うん

ですね。そういう点では、就学前教育に

ついては、私は、昭和４７年に議員に当

選をして、昭和５０年代前半にかけて、

その当時井上信也さんが市長をされてお

りましたけれども、やはり一小学校区、

一幼稚園、一保育所という形で施設の整

備を進めていかれました。そういう中で、

保育所の超過負担の解消を求めて摂津訴

訟というものを提起をしながら教育施設

の充実を進めていかれたわけですけれど

も、そういう点では、古くて新しく、そ

ういう幼保一元化の問題も、教育の中身

として、その当時の市長は提唱されてお

られましたし、非常に古くから取り組ま

れた問題が、ようやくこの２４年４月に

別府小学校のところにこども園がスター

トするというところまでこぎつけたこと

については、感無量のものがありますけ

れども、既に民間では、そういう幼保一

元化、あるいは公共教育の中でも、やは

り小中一貫教育を既にもう取り組んでお

られるところもありますし、また、政府

においても、ゼロ歳から１５歳までの一

貫性ある教育を進めていこうという方針

も既にあるようですし、そういう点で、

やはりこれからそういう問題がどんどん

と進んでいく段階では、ちょっと遅きに

失したかなという感じもしますけれども、

それはもう過去を振り返っても仕方があ

りませんから、今後やはり積極的にどう

進めていくかということについて、やは

り、先ほど申し上げましたように、国の

ほうのそういう一定の方針もあるわけで

すから、摂津市としても市長が提唱され

ておる人間基礎教育の基盤をどこに置く

か。もう中学生になってしまうと、ある

程度人格形成をされていきますし、やっ

ぱりその時点でそういう教育をするとい

うことが遅きに失するという面もありま

すから、そういう点では、やはり、早く

そういうゼロ歳から１５歳までのその公

教育をどうするかということについての

一定の作業を進めていくということは、

大変大事だと思いますので、今度の総合

計画の中ではその辺のことについて、きっ

ちりと織り込んでいってもらうというこ

とにしてもらいたいと思いますが、いか

がでしょうか。

　もう一つは、ちょっと本題から離れる

かもわかりませんけれども、先ほど前馬

次長のほうから、これからの教育、環境

ということについて触れられました。

　たまたま、きのう、おとつい、農業祭

がありました。新温泉町の町長さんがお

見えになって、市長が９時半に来られる

までの間、私はその町長さんと話し合い

をする機会を持ちました。そのときおっ

しゃったのは、この新温泉町と摂津市の

交流が単に農業祭だけで終わるんではな

しに、やはり子どもたちの林間学校等に

ついて、ぜひ新温泉町を利用してもらえ
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ないかと。といいますのも、新温泉町が

世界遺産ジオパークに認定をされて、非

常に自然環境に恵まれた地域であり、そ

ういうところにぜひ来ていただいて、自

然に触れてもらい、そしてまた、新温泉

町の子どもたちとの交流を深める中で、

摂津市と新温泉町が農業祭だけではなし

に、そういう教育的な側面も含めて深め

ていきたいということをおっしゃいまし

た。私は、そういう点では、過去におい

て摂津市が大屋町とか、あるいはまた、

能勢に野外活動センターをつくろうとい

う計画を立てましたけれども、すべてと

んざしてしまっております。

　そういう点では、子どもたちの健全育

成、教育面も含めて、やはりそういう機

会を大いに利用すべきではないかと思い

ますし、新温泉町のほうでもそれについ

ては、受け入れ体制はきっちりと整えま

すということもおっしゃってもらってお

りますし、そういう点では、やはりこれ

からの子どもたちが新温泉町へ行けるよ

うなことについて、旅費の問題とかいろ

んな問題があろうかと思いますけれども、

これから１０年の間にそういうことがぜ

ひ実現することを期待をしたいと思うん

ですけれども、その辺のことについては、

ちょっと過去の経緯も踏まえて、その状

況をよく承知されております教育長のほ

うから答弁をいただきたいと思います。

　それから、文化・スポーツの面では、

伝統文化や文化財を保存、継承しますと

いうことがうたわれておりますけれども、

過去に議会でも議論されておりましたけ

れども、一津屋の第６集会所が国の登録

遺産クラスの価値があるということが言

われております。数少ない文化財なんで

すけれども、これを単に集会所に利用し

てるだけでは、老朽化して朽ち果ててし

まうということを待つだけということに

なってしまう可能性もありますから、そ

ういう点では、伝統文化財を守っていく

という視点で、やはりこういう一津屋の

第６集会所については、伝統文化財とし

て保存をしていくという姿勢を持ってい

くべきだと思うんです。今まで議会の議

論の中でも、方向性はまだ出ておりませ

んし、そういう点では、今後１０年、こ

の問題について、取り上げていくんか、

あるいはまた、そこまで手が届かないと

いうことなのか数少ない文化財の保存を

進めるという、そしてまた有効利用して

いくという視点について、お答えいただ

きたいと思います。

　それと、市民による文化交流活動を支

援しますということですけども、これは、

今年度コミプラがオープンをして、いろ

んな施設がそこに入って、大いに市民に

利用されて、そういう拠点になっていく

と思うんですけども、それに含めてやは

り、いろんな使用料の問題等について、

ばらつきがあります。そういう点では公

共施設の使用料について、やっぱりもっ

と整合性を私は図っていくべきだと思う

んですけども、その辺の考えについて、

お聞かせ願いたいと思います。

　それから、スポーツ、レクリエーショ

ン活動への参加、環境づくりについてで

すけども、これは、先ほど来、総合型地

域スポーツクラブの問題について触れら

れましたけれども、今度の総合計画にも

人口８万ということを設定されておりま

すけれども、そのうちの約２万は６０歳

以上の方になってしまいます。そうしま

すと、やはりそういう高齢者がスポーツ

に親しむという、クラブではなしに、やっ

ぱり施設面での整備を私はぜひとも必要

だと思うんですけども、今のそういう施

設、非常に摂津市は貧弱といいますか、

脆弱であります。
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　例えば、青少年広場にはロッカーもシャ

ワーもありません。そしてテニスコート

にもそういうものがなかなか整備されて

おりません。そういう点では、やはり今

度の吹田操車場跡地の中にこういう総合

的なスポーツ施設をつくってもらって、

いわゆる市内の公共施設巡回バスもそこ

に巡回をしてもらえるようにして、市民

が大いに利用ができる、そういう施設を

私は整備していくべきだと考えるんです

けれども、その辺のお考えについて、お

答えいただきたいと思います。

　産業を支える活力あるまちづくりにつ

いてですけど、例えば、４，０００あっ

た事業所がもう３，０００に減ってしまっ

ている。このままじり貧で終わってしま

うのか。摂津市と同じように、中小零細

企業が集中している東大阪市は、国から

の補助金をもらって人工衛星を飛ばすと

いうところまで活性化を図る努力をされ

ております。そういう点では、やはり行

政も摂津市のこれからの産業が、どうあ

るべきかということをやっぱり産業界の

皆さんと十分に論議をして、進めていか

ないと、これはもう人口と同じように、

じり貧に陥ってしまうと思います。

　しかし、そういうことをするにしても、

やはりその産業の方々が交流をしたり、

あるいは研究をしたりするについても、

まとまってそこで研究をするということ

については、非常に難しい問題がありま

す。そういう点では、摂津市の商工会が、

商工会館建てかえ問題、資金面もいろい

ろあって、今のところ中断をしておりま

すけれども、私はやはり今日まで市が補

助をしながら育ててきた商工会がそうい

う状況にあるということを踏まえる中で、

やはり、この前、本会議でも言いました

ように、三井不動産に貸した土地にある

あの施設、モデルハウスを解体して返納

を迫るんじゃなしに、そのままの状態で

返していただいて、それを摂津市が商工

会館なりとして貸していくということが

必要ではないかと思うんですけども、そ

の辺のことも含めて、答弁をお願いした

いと思います。

　ＴＰＰ、今、やられておりますけれど

も、これは、新聞にも出ておりますけれ

ども、日本はまだ参加をするということ

じゃなしに、協議を開始しますというこ

とになっております。しかし、そうなり

ますと、日本の産業はほとんど壊滅的に

外国の安い商品が入ってしまって、日本

で生産をしていくということが非常に厳

しい、難しい状況に陥ってしまいます。

そういう点では、こういう動向も踏まえ

ながら、やっぱり摂津市の産業、商工会

なんかと連携をとりながらきっちりとやっ

ていかないと、そういう産業のないまち、

人のいないまちになってしまいます。そ

ういう点では、そういう状況を踏まえて、

摂津市として商工業とどう連携をしてい

くのかということについての今後の１０

年間の視点についてお聞かせ願いたいと

思います。

　それと、農業につきましても、これは

もうやはり、今度のそのＴＰＰなんかで

も、産業以上に農産物が安いものがどん

どん入ってしまって、もろに影響を受け

てしまうという状況に追い込まれてしま

いますし、そういう状況の中で、都市近

郊の農業として、摂津市の農業は非常に、

今でも壊滅的な状況にあります。辛うじ

て鳥飼なすの栽培で農業祭なんかで出品

をしてやっておりますけれども、これと

て、農業振興会も大変高齢化が進んでお

りますし、今後の将来的な展望を考えま

すと、非常に難しい、厳しい面に直面す

るのではないかと思います。そういう点

では、今ある数少ない鳥飼ナスの栽培等

－51－



につきましても、やはり農業振興会だけ

に任せるんじゃなしに、市民に開放して

いる市民農園、ここらで収穫をしてもらっ

て、そのことをやっぱり農業振興会が指

導しながら収穫した商品を引き取って、

加工して販売をしていく。年間を通して

摂津市のどっかで鳥飼なすの漬け物なり、

あるいは鳥飼なすが販売されておるとい

うことにならないと、今の農業祭だけで

販売をしているという状況ではやはり未

来は私はないと思います。そういう点で

は、市民農園とも連携をとりながら、今

後やはり伝統野菜である鳥飼なすをどう

育成していくかということについての視

点も私はこれから必要になってくるので

はないかと思うんですけど、その辺の認

識について、お答え願いたいと思います。

○三好義治委員長　教育長。

○和島教育長　それでは、ただいま新温

泉町の施設をということで、御質問いた

だきましたけれども、教育委員会として

の考え方ということだと思います。

　児童・生徒にとりまして、やはりキャ

ンプ等の野外活動、これもまた大切な教

育活動の一つであると認識いたしており

ます。現在、小学校では林間学校、ある

いは中学校ではスキー実習等、そのよう

な取り組みを進めておりますし、また、

社会教育面では、青少年課のほうでチャ

レンジャークラブ、そしてまたＪＣのほ

うでもサマーキャンプ等を主催していた

だいており、いろんな学校だけではなく

て、社会教育のそういう団体にもまた活

動いただいているところでございます。

　ただ、その行き先等になりますと、現

在のところ、学校あるいはそれぞれの団

体が候補地を探して決めて、そして実施

しているという状況にございます。ご提

案いただきました、新温泉町の施設利用

につきましても、もし候補地の一つとし

て利用していくならば、まず現状の把握、

これは安全面とか、施設面があると思い

ますけれども、まずその辺の確認をして

いくことが必要であろうかと思っており

ます。そういうお話をただいま聞きまし

たので、今後、ただいま申し上げました

ような現状確認、あるいはいろんな条件

等も含めて検討し、そしてまた、各団体

にもこういうところもありますよという

紹介もできるかなと思っております。先

ほどご質問の中でも１０年間の間にとい

うことでしたけれども、そんなに時間を

かけずに、一度現状、現場の確認をする

ことから入るのかなというように現在の

ところ思っております。

○三好義治委員長　水田部長。

○水田生活環境部長　まず、商工会の移

転ということもご質問いただいてまして、

これは、私ども、当然商工会とそれぞれ

商業の活性も含めていろんな連携を図っ

ていかなければならないことは、もう十

分認識してさせていただいておりますし、

移転につきましては、これまでいろんな

その場面で議論されてたということをお

聞きしております。これも移転にかかり

ます分については、これも行政としてど

こまで支援できるかというようなことも

視野に入れていかなければならないといっ

たところでは認識しておるんですけれど

も、その辺の今後の分につきましては、

なかなか私ども、まだ理解してないとこ

ろでございます。

　農業に関しまして、鳥飼なすでござい

ますけれども、これもかなり農業者でも

人気がございまして、市民にとっても十

分認知されてるというふうに理解してお

ります。確かに農業振興会に委託して、

鳥飼なすの栽培技術の保存ということを

していただいております。確かに農業振

興会、かなり高齢になっていってる状況
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の中でも、十分頑張っていただいている

んですけども、この先１０年後はなかな

か難しい状況になろうかなと思います。

　市民農園との連携を図って、もう少し

鳥飼なすをもっと保存していけというこ

とでございますけども、これもなかなか

栽培そのものが確かに技術的には難しい

のをお聞きしてるんですけれども、市民

農園の利用者の方にもその鳥飼なすの苗

を提供されてるということを若干お耳に

しておるところでございますけれども、

ご意見いただいているように、せっかく

の市民農園がございますので、市民農園

を利用されてる方にも十分その鳥飼なす

の栽培の技術を習得していただくために、

農業振興会からも協力いただけるような

形で考えてまいりたいと思っております。

○三好義治委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　文化財の保存につ

きましては、市長の市政方針にもござい

ますけれども、今年度中に文化財保護条

例を制定いたしまして、制定後、文化財

保護審議会に幾つかの文化財となるもの

を、候補を挙げまして、文化財に指定し

ていくということになろうかと思います。

　委員からございました第６集会所、こ

れは大阪府下でも数少ない大正時代の芝

居小屋であり、文化財としては、国の重

要文化財とか、あるいは府の有形文化財

には該当しないだろうということでござ

いますけれども、当然市の文化財に当た

るであろうというようなご意見も伺って

おります。

　そこで、先ほどご質問がありました朽

ち果ててそのままになるのかという話で

ございますが、これはもうきっちりと文

化財として指定して保存いたしますと、

その活用に応じて修理を行っていくこと

になろうかと思います。それで、ご質問

のとおり、方向性としてはまだ出ていな

いというような状況でございまして、と

りあえずは、第６集会所ということで年

８０回ほど利用しておりますけれども、

これは文化財としては、とりあえず第６

集会所は保存、文化財指定させていただ

きまして、今後の活用につきましては、

この総合計画の１０年の間というわけで

はなくて、できるだけ早い時期にその活

用方法、どのように活用していくかとい

うことをお決めいただきまして、その活

用の状況に応じて、これはもう市の建物

でございますので、市の予算において文

化財として修理し、保存、活用してまい

りたいと考えております。

　それから、スポーツレクリエーション

に関しまして、最終的には吹操跡地等に

総合的なスポーツ施設を建設整備という

考えでございますけれども、総合的体育

館、あるいはプール付きの総合的な施設

ということにつきましては、午前中、野

原委員からご質問いただき、さらにご要

望もいただいております。それで、この

施設をつくるということになりますと、

最終的には政策決定というようなことが

ございまして、財政状況、あるいは、ど

こに建設するかといった問題も出てまい

ります。そういたしますと、この総計の

１０年以内には、教育委員会としては、

先ほどの答弁のとおりできるだけ早い時

期に建設はしていただきたいとは考えて

おりますけれども、この分につきまして

は、長いスパンで考えていかなければな

らないのかなと考えております。

　それから、そういう高齢者向けの施設

が確かに少のうございます。それで、先

ほどご議論いただきました総合型地域ス

ポーツクラブといいますのは、成人の２

分の１をスポーツに親しんでいただくと。

この総計の基本構想の中にも、もう平成

２５年には４人に１人が６５歳以上とい
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う高齢者社会が到来するというふうに出

ております。当然高齢者にも対応した施

設というのを整備していかなければなら

ないと考えております。

　それで、総合型スポーツクラブにつき

ましては、現在、２４年４月に設立を目

指しておりますけれども、それには拠点

が必要ということでございまして、今の

ところ味舌スポーツセンターを拠点とし

て考えております。

　そういったところの部分につきまして、

そういう施設にいたしますと、高齢者の

利用しやすいような形で、そういった施

設を修理整備していくのが一つの方法で

あろうかと考えております。その他、ス

ポーツ施設がたくさんございますけれど

も、逐次、トイレの洋式化でございます

とか、障害者対応の施設でありますとか、

バリアフリーの整備をいたしております

ので、そのところはご理解いただきたい

と存じます。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　使用料全般に関す

るご質問かと思いますので、政策担当の

ほうでご答弁をさせていただきたいと思

います。

　第４次行財政改革実施計画の中にも歳

入改革という項目がございます。その大

きな２番といたしまして、適正な受益者

負担という項目がございます。この関連

の中で使用料に関するところが数点項目

として上がっているような現状でござい

ます。我々といたしましては、これから

適正な受益者負担とは何かということも

一定議論をしながら、使用料全般につい

て今後協議していくところでございます。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後２時５８分　休憩）

（午後３時３０分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　答弁を求めます。

　市橋理事。

○市橋教育総務部理事　先ほどから論議

になっておりますような家庭で本来すべ

きしつけについて、なかなかできてない

という論議になっております。かつてな

ら、それぞれの家庭が担った教育につい

て、現在核家族化あるいは地域のつなが

りの希薄さによって十分できてない現実

が我々の前にございます。また、しつけ

をすべき保護者の方自体が、その環境の

中でそういうしつけについての十分な地

域からの教育、あるいはおじい様、おば

あ様、あるいはご両親からの教育を受け

てこなかったという現実もあるかもしれ

ません。そのような中で、ご質問にあり

ました人間基礎教育につきましては、や

はり就学前から一つの教育の重要な部分

であると考えております。人と人のつな

がりが最も大切な時期、これはあくまで

も就学前の子どもたちが義務教育を受け

る、生まれたときからの問題でございま

す。ルールや習慣をその時期、十二分に

愛情とともに学ぶべきところを、今、社

会情勢について、それが不十分な状態の

現在、現実に目の前にあるというのを、

我々は認識しなければならないと思いま

す。

　基軸という点で、どの点でするかとい

えば、縦の基軸に関しますと、やはりす

べての年齢について、人間基礎教育とい

う教育は必要であると考えております。

その中で、やはり出発点ということにな

りますと、就学前からしっかり取り組ん

でいきたい。本来家庭がすべきだったか

もしれない教育について、この社会情勢

においては、我々行政、あるいは地域が

手を差し伸べていかざるを得ないという

のもこの今の現状ではないかと考えてお

ります。
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○三好義治委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　人間基礎教育の問題、

市橋理事のほうから今答弁もらいました

けれども、まず私は、やはり基本は家庭

だと思うんですよ。三つ子の魂百までと

いうことわざがあるように、やっぱり家

庭できっちりとしつけができない子ども

を学校でそういう教育、しつけをすると

いうことは、大変至難のわざになってき

ます。そういう点では、家庭が機軸であ

るべきにもかかわらず、今の実態を見ま

すと、すべてとは言いませんけど一部の

中に、やはり子どもたちがおふくろの味

を知らないというのは、いつも閉店間際

のスーパーで３割引き、半額の商品を買っ

ていって、それを子どもたちに食べさせ

て、手づくりで子どもたちにおふくろの

味を教えていくということが行われてな

いという家庭がたくさんありますし、例

えば、学校の宿題とか勉強を親に見ても

らったことはないという子どももたくさ

んいますし、そういう点では、我々でも

孫が泊まりにきたときに絵本を買ってき

て読み聞きをさせるということで、毎週

おじいちゃんの家に泊まりにくるという

ことが習慣になってる。そういう点では、

家庭教育の必要性というのを、私は身を

持って感じております。たまたま、きの

う、農業祭に行ったときに、孫を連れて

金魚すくいをしてました。それで、親子

が金魚すくいをしてるんですけども、そ

の金魚すくいのネットがとれてしまって

なくなって、針金だけのやつで振り回し

てやってる子どもがいてます。その子は

お母さんがおれへんかったら別やけど、

お母さんがおるわけです。横の人の紙を

みんな破ってしまってるということで、

本当に楽しもうとしてる人が楽しめない

ということで、私はもう辛抱し切れなく

なって、「あんた、親がおんねんから、

ちゃんと網破れてるんだから返して次の

人に席を譲りなさい」と言うたら、「私

はちゃんとお金払って順番待ってやって

います」と、順番待って金払ったら何し

てもいいことにならんでと。網破れたら

もうそこで終わりや、やめ言うて、私は

嫌ごと言うてやめてもらいましたけれど

も、ほとほとさようにそういう親が子ど

もに対してそういう態度をとっていたら、

子どもはどういう認識をするか、何でも

ありやということで子どもは反省すると

いうことを忘れてしまいます。

　そういう点ではみんながそういういろ

んな場面に直面をしたときに、やはり家

庭ができない部分は社会が、あるいは学

校がカバーをしていくというのが私は基

軸だと思っています。

　そういう点では人間基礎教育もやっぱ

り小さいときに家庭がきっちりとしつけ

をする、そしてまた先ほど申し上げまし

たように、三つ子の魂百までと言います

から、もう中学生になってしまったらも

う遅いですから、それまでに幼保一元化

なり、あるいは小中一貫教育の中で、そ

ういうしつけをきっちりとやっていくと

いうことがやはり人間基礎教育に私はつ

ながっていくことだと思いますし、そう

いう点ではその辺の連携を、我々も含め

て行政も一緒になって進めていくという

ことを、この機会に改めて申し上げてお

きます。

　それと、新温泉町の林間学校の件は、

非常に条件的な面で難しい面もたくさん

ありますけれども、私からそういう申し

入れをしたんではなしに、新温泉町の町

長さんが農業祭だけではなしに、やはり

子どもたちの交流を通じて摂津市との交

流を深めたいということを向こうからおっ

しゃって、その受け入れ態勢は整えます

ということもおっしゃっていましたから、

－55－



一度向こうの担当と話をされるなり、実

際に現場を見られて、果たしてそういう

ことが可能なのかどうかということも検

討していただいて、行政ができない部分

は、先ほど来話が出ておりますように、

青年会議所なんかもそういう取り組みを

されておりますし、そこにお願いをして

やってもらうということもありですから、

その辺のことについては一遍現場を見て

もらって可能であるかどうかの可能性を

追求をしてもらいたいということを要望

しておきます。

　商工会館の問題は先ほど申し上げまし

たように、ほとんど摂津市の産業振興に

ついては大部分が商工会におんぶをされ

ている部分があります。当然摂津市とし

てもその点については補助金もちゃんと

出しておりますし、そういう連携の中で

進めている関係上、やはりこれだけ事業

所が少なくなっていって、企業間の連携

もない、お互いに勉強する場所もないと

いうような状況の中で、商工会館をぜひ

三井不動産に摂津市が貸しているモデル

ハウスを終わった段階で更地にして返し

てもらうということにはなっております

けれども、あれだけしっかりした建物を

取り壊すということは資源の無駄にもな

りますし、そのまま返していただいて、

それを有効利用していくということが私

は必要だと思いますので、この辺のこと

については副市長からご答弁願いたいと

思います。

○三好義治委員長　副市長。

○小野副市長　商工会館問題についてお

答え申し上げます。

　午前中の審査の中でも出ていました今

後における産業振興、それから過日、商

工会補助金が非常に安いと、こういった

問題もあり反省しておりますので、まと

めてお答え申し上げたいと思います。

　まず南千里丘まちづくりにつきまして

は、当初から産・官・学という形で始ま

りました。今日環境というキーワードを

打ち出されておりますが、もともとは産・

官・学と。それで、商工会館の場所につ

いてはご存じのように、現在のユニチカ

の高齢者マンションとコミプラの間の約

８８０平米の土地に対して学生マンショ

ンも入れ込んだ中で、そしてエコのモニ

ターとそれから商工会という提案があり

ました。

　それが基本的にはリーマンショックで

頓挫をしたその頃に、共同事業者である

ジェイ・エス・ビーのほうから商工会に

対する一定の提案がありました。

　しかしながら、財源との問題でなかな

かうまくいかなかった。それをまず閉め

てしまうと。なら商工会はどうされるか

ということをはっきりと意思表示した上

でと思うておりました。

　この問題は解決いたしました。いわゆ

る８８０平米については商工会も入らな

い。それから資金繰りの点においても非

常に不安である。場所についてでもちょっ

と不満が残るということ等で、ジェイ・

エス・ビーと円満に終わりましたので、

市長が言っております産・官・学の産を

南千里丘に置くべきと、商工会もあそこ

に行きたいという意思は明確に持ってお

られますので、私は今、木村委員が言わ

れましたそこのところが一番の適地にな

るであろうと思います。

　ただ、所有者がまだ三井不動産でござ

いますので、三井の意向も聞きながら、

そういう私どもの提案に一定の方向が出

るように取り組みをさせていただきたい

と。

　この時期につきましては、最終的に２

５年３月にすべてのマンションができる

と聞いておりますが、ちょっとおくれま
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して、今の段階では２５年の１０月ごろ

が最終というふうに聞いていますので、

その辺が商工会問題の、またあそこの展

示場の活用の形と思っていますので、若

干まだ時間がございますから、今言われ

ている中身も大きな形としてとらまえて

まいりたいと思っています。

　それで、私ども今何を考えているかと

いいますと、例えば商工会がそこへ来ら

れるとしても、それが全市的にそれが了

解といいますか、市もそういうことに援

助ができる体制ということの中で、私は、

商工会の今一番の問題というのは、１１

市６町が商工会を持っております中で人

口規模が一番大きいところが富田林市１

６万人、摂津が約半分の８万４，０００

人でございますが、いわゆる小規模事業

者は富田林市に次いで２位であります。

商工業者数も２位であります。会員数も

２位であります。しかし問題は加入率が

１１位であります。５０％を超えている

ところ、多分今５０％を切ったかもしれ

ません。そうすると商工会も頑張っても

らわなければならないのは、この商工会

の加入率にどれだけ上げてていけるか、

府下で今約５７％でありますから、最高

は７０％を超えるところもあります。大

阪狭山市というのはもう７７、７８％に

なっています。

　そういうことも参考にしていただいて、

これをどう上げていくか。行政はそれに

対して何ができるかということを考える

べきと思っています。

　確かに過日の本会議で市の補助金は商

工会予算規模に対して５．７％、これは

亡くなられた望田会長からも再三言われ

ておりました。これは１７団体中１６位

であります。

　私どもはこれは事業補助で考えるべき

というのを基本的に持っております。そ

れで先ほど緊急雇用対策で工業の中身を

言いました。あれが使えるんであればあ

れでいいんですが、商工会に伝えており

ますのは、工業系のデータを基本的に持っ

ておらないと思います。商工会も私ども

も。そうであれば、商工会から行って、

その事業をやりたいと、本当のところで

何を工業者、特に工業系が望んでおられ

るのか。本来経産省とか府がやるべきこ

とですが、市は何をできるのかというこ

とを、例えば商工会が前を向いてそうい

う事業をやりたいんで市も全面協力して

くれと、こういう姿勢が非常に私は今問

われておるというふうに思っていまして、

水田部長が言いましたような３月に市長

の指示で条例化いたしたいと思います。

隣町でサッポロとかフジテックが出ていっ

た状況は私どもの市にもあす起こるかも

わからない。また野原委員が言われた千

里丘の企業はわざわざ他市から持ってく

る、これも聞いております。そういった

ことを市長の言葉で言ったら旬でありま

すから、これを逃さない。しかしながら

３，７００社のその状況が我々にはわか

らない。商工会もまだ確たるものを持っ

ておられないということでありますから、

こういうことをその商工会館がいいもの

として全市民に認めてもらえるような、

全市会議員、又、我々が認めていけるよ

うな努力をやっぱり商工会は商工会でし

てもらいたい。我々もそこに出していき

たいと思っています。

　そういうことと相まって、最終的には

今、木村委員言われたような、みんなが

喜んで商工会はあそこでいいじゃないか

と、あそこで頑張ってもらって市ももっ

と補助したれよというぐらいの形になれ

るような取り組みを私どももしたいとい

うのが今、率直な私どもの市長の考え方

でございます。
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○三好義治委員長　森内委員。

○森内一蔵委員　まず、生涯学習のとこ

ろでありますけれども、超高齢化社会の

進展という中で、やっぱり生涯学習とい

うのは非常に重要なものであるというこ

とであります。

　その中であらゆる世代の参加というこ

とでありますけれども、どういうふうな

学習活動を支援されていかれるのか。生

涯学習というのは生まれて、それからずっ

と生涯学習だと思うんですけれども、例

えばシニア、それからシルバーの世代と

いうことになってきますと、いろいろ生

涯学習のテーマというのが変わってくる

と思うんですけれども、その生涯学習の

テーマをどういうふうに決めて、どうい

う支援をしていく、また指導をしていく、

活動の場を求めていくというようなとこ

ろで、その手法をお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、自ら学び自ら考えるという

ことで、子どもたちの生きる力を育むと

いうことなんですけれども、その中で確

かな学力、豊かな心、健康、体力を育む

ということなんですけれども、一番やは

り保護者にしてみたら学力の問題という

のが一番大きな問題だと思います。幸い

摂津市では中学生の体力というのは府下

でも一、二位ということで、安心はして

おるんですけれども、しかし学力テスト

の結果を見ますと、本市の学力というも

のは余り芳しくないというのが実情だと

思います。

　そんな中で本市には小学校が１０校、

そして中学校が５校ということなんです

けれども、やはり学校間格差というもの

は必ずあると思うんですけれども、その

格差を埋めていくためには、やはり教職

員の体制、優秀な教職員に来てもらわな

いかん、また育てていかなければならな

いと思うんですけれども、この辺の人材

の確保についてどういうふうに考えてお

られるのか。

　それとクラブ活動でいいますと、今度

第三中学校のブラスバンドが全国大会に

行かれるというような非常に優秀なクラ

ブもあります。しかしそこのクラブの担

当の先生というのは、ある中学校におら

れて、そこから転校されて来た。ところ

が前おられた中学校のブラスバンドは衰

退をたどっておるというようなことで、

やはり指導者というものは非常に大事だ

と思います。

　ですからやはり市内におられる児童・

生徒も含めて、やはり教育を受ける機会

の均等というのは、これは保障しなけれ

ばならないと思うんですけれども、そう

いう点で均衡を図る、レベルを上げた均

衡を図る施策として、どういうふうに考

えておられるのかお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、先ほどもあったんですが、

お答えがなかったんで、文化、スポーツ

ということで、文化の香るまちというこ

とで、これも市民憲章の中にあります。

しかし文化と一言に言っても、建屋だけ

あればいいんじゃないということなんで

すけれども、しかし以前から郷土資料館

も含めて、美術館も建てようというよう

な総合計画というのは本来はそういうふ

うな夢があって、市の文化向上にはそう

いう施設も必要だということで、うたわ

なければならないという面もあると思う

んですけれども、そういう面の必要性。

　それからスポーツ面においてはやはり

市民体育館ですね、福祉会館の横にあっ

た、これがなくなってしまった。今年度

いっぱいで味舌体育館がなくなってしま

う。この二つの体育館を失うわけです。

そういうことから行くと、スポーツの振
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興は後退をしたとしか言いようがないん

ですね。そういう面で。

　それと今既存の体育館も小学校の体育

館、学校施設の開放事業もありますけれ

ども、ある一つの団体がずっと毎週決まっ

た時間にとってしまうと。一番いい時間

に、例えば土曜、日曜というふうなとこ

ろがずっと恒久的に使っているというよ

うな例もあります。これはもう市民のス

ポーツの均等性からいくと非常に難しい

問題だとは思うんですけれども、やはり

その辺のところの使用の仕方というもの

を今後考えていかなければならないと思

います。

　将来的には総合スポーツセンターとい

うか総合体育館的機能が要ると思うんで

すね。その辺のところについて、やはり

総合計画の中で将来はこういうふうな施

設を持って、文化、スポーツの向上に寄

与するというようなものもうたわなけれ

ばならないと思うんですけれども、どう

いうようにお考えかお聞かせください。

　それと産業を支え、活力あるまちづく

りということなんですけれども、やはり

摂津市は今まで準工業地域、工業地域も

ありますけれども準工業地域があって、

そこへ来ればある程度のもう何でも建て

られるということで、倉庫等がたくさん

建ったわけなんですけれども。やはりそ

れを誘致する道路網とかいろいろ整備が

できたと思うんですけれども、やはりこ

れからはまた違った施策で、企業に対す

るメリットがなかったら、新しい企業は

来ないと思うんです。企業誘致条例もあ

りますけれども、これはもうある特定の

目的があったということなんですけれど

も。これからやはり将来的に摂津のまち

をどういうまちにしていくかということ

で、企業が元気になるまちと、今、東大

阪市なんかでも一生懸命やっていますけ

れども、やっぱりそういうふうな特色の

ある摂津の商業、企業が活性化する部分

の施策というものを考えなければならな

いと思います。

　例えば固定資産の減税措置とか法人税

の軽減措置とかいろいろそういうものも

なかったら企業というものは来ないと思

うんですけれども、そういうふうな面も

含めて、ひとつ商工業振興施策というも

のを、１０年後こうあるべきだというと

ころもやっぱり絵をかかなければいけな

いと思うんですけれども、その点につい

てどういうふうにお考えかお聞きしたい

と思います。

　それから、農業施策ですね。この農業

施策というのは非常に難しいと思います。

農地は減ることがあってもふえることは

まずありません。ですから、今の農業を

どういうように保全していくか。

　一番今問題になるのは、生産緑地。こ

の生産緑地というのは、農業をしなけれ

ば市または府、国に買い上げてもらわな

ければならない。それが市、府、国が買

い上げは私はできませんよということで、

今、例えば４条申請、５条申請なり、い

ろいろ農地転用をしているわけなんです

けれども。本来であれば農業を離農され

る方のかわりに、市が農地を保全するた

めにこれを買収しなければならないとい

うひとつの昭和に入って、第２の農地改

革制度と言われたぐらいの生産緑地制度

ですから、これについてどういうふうな

考えを持っておられるのか。

　それともう一つ、花とみどりの補助金

制度があります。これはやはり宅地並み

に課税を選択された方に農地を長く持っ

ていただこうということで、こんなん言っ

たらなんですけれども、固定資産税の軽

減措置というような形の補助金の面もあ

りました。
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　そういう意味では、レンゲなんかは対

象から外したんですけれども、特に鳥飼

なすなんかは大阪の特産物として、摂津

の伝統野菜として補助金というのを、こ

れはほかの花とみどりの対象以外にたく

さんの補助金を出すということで、一般

の農家の方にどういうようなアピールを

しているのかということですね。その辺

のところで、今、農業振興会だけがつくっ

ているというのでは、これはいけないと

思うんです。あと１軒、２軒ぐらいはつ

くっておられますけれども。これを普及

させていかないかんと思うんですけれど

も、その辺の普及施策というものはやは

りもう少し考えなければならないと思う

んですけれども、その辺のところについ

てもお聞かせいただけたらなと思います。

　それから、最後のところになりますけ

れども、計画の推進に向けてということ

で、市民の視点に立った質の高い行政経

営ということですけれども、６６０人体

制ということでこれから進んでいくわけ

ですけれども、しかしその中には体制を

維持しようと思えば、ある程度の業務委

託、それから臨時職員等多くの労力を必

要とすると思うんですけれども、この辺

のところの経費も含めて。それともう一

つは責任問題ですね。やはり臨時職員の

方にこれはどうかと例えば聞いたところ、

行政サービスとして判断ができるのかと。

例えば業務委託にしても、やっぱり委託

された分だけの仕事しかしないと、やっ

ぱりある程度の行政判断ができる職とい

うものは必要だと思います。

　しかし人材育成、人材育成と言ってお

られますけれども、なかなかその人材を

育成する、それからあと新しい人材をた

くさん雇用できればいいですけれども、

先ほども公室長が言われましたけれども、

今度６０歳定年制がまた伸びてくるとい

うふうなことになってくると、この新し

い活力が入ってこない、ましてや再任用

制度というものもあります。そういう意

味では今後の新しい摂津のまちづくりと

いうものはそこで停滞してしまうんじゃ

ないかなと思うんですけれども、その辺

のところについてお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、行政サービスのオンライン

化ということなんですけれども、この行

政サービスのオンライン化というのは、

例えば情報にしてもパソコン見てもらっ

たらわかりますよというような形ででは、

市民との接触というのはだんだんなくなっ

てくるんです。ですから行政サービスの

低下につながるという一つの悪い反面が

あります。特に若い方であればいいです

けれども、我々の年代になってくると、

パソコンとかもうＩＴ化なんて縁がどん

どん遠くなってまいります。そういう意

味で、このオンライン化イコール行政サー

ビスの低下ということも考えられるわけ

でありますけれども、その辺についてど

う考えておられるのかお聞かせいただけ

たらなと思います。

　それと市のイメージ・ブランド力の向

上ということなんですけれども、このイ

メージ・ブランドというのは一体何を皆

さん考えてやっておられるのか。ブラン

ドといえばいろいろ一つのこういうもの

がありますよということなんで、我々と

しては鳥飼なすぐらいしか思わないんで

すけれども。しかし市としてこういうこ

と、こういう施策をやっていますという

こともある程度この中に具体的に載せて

いかなければならないと思うんですけれ

ども、その辺についてもお聞かせいただ

けたらなと思います。

　それから、特色と魅力のある取り組み

を進めるということなんですけれども、
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組織内の連携を強化して、縦割り行政か

ら脱却するとありますけれども、縦割り

行政を脱却するというのは、これ非常に

難しいと思うんですけれども、具体的に

例えばどういうような機構改革をしてい

かれるのか。やっぱり体制を整えていか

ないと、縦割り行政もなくならないと思

います。横の連携をどうとっていくとか

ということで、具体的な例があればお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、協働による計画の進行管理

なんですけれども、この計画の評価をわ

かりやすく公表するということですけれ

ども、この協働のわかりやすい評価とい

うのは、これ非常に難しいと思うんです

けれども、何をもって言われるのか、そ

の辺のところもお聞かせいただけたらな

と思います。

　それと、全体的に総合計画の評価とい

うか、５年後に一定の評価を出すと言わ

れておられますけれども、５年後に何を、

どの位置で、どういうふうな形で成果を

出していくのか。例えば優先順位がある

と思うんです、一つ一つの。その優先順

位を例えば実施計画の中でこういうふう

な形でやっていくという一つの具体例と

いうのがあるのかどうか、実施計画を今

後やっていく上ではこういうふうな優先

順位をきちっと決めていくということで

あるのかどうか。その辺のところをお聞

かせいただきたいと思います。

○三好義治委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　高齢化社会になっ

て、どういったテーマの決め方をしてい

るのかという最初のご質問でございます

けれども、生涯学習につきましては、第

２次生涯学習推進計画の中で、ともに学

び、ともにふれあい、ともに創るという

ことで、これは協働の精神そのままでご

ざいまして、生涯学習としてはもう既に

総計に盛る前に協働という姿で生涯学習

を進めているという状況でございます。

　それで、これからの生涯学習と申しま

すのは、地域の課題は地域で学び、地域

で考える、地域で課題解決していくと、

そういったテーマで生涯学習というのは

進めていくというようなことになってお

ります。

　そこで私ども、生涯学習部では平成２

０年度からこれは一例でございますけれ

ども、せっつ生涯学習大学というのを立

ち上げまして、そこで学んでいただいて、

地域のまちづくりに生かしていただこう

という、こういった講座を開設いたして

おります。

　そこで高齢化社会に入って、テーマが

変わってくるということでございますけ

れども、このせっつ生涯学習大学の生涯

学習まちづくり学部では募集いたしまし

たところ高齢の方がたくさん応募いただ

きまして、テーマにつきましても味舌む

しろで町おこしでございますとか、まち

づくりは人づくりでございますとか、魅

力ある話し方という、こういった講座を

設けております。私どもとしては逆にもっ

と若い方に参加していただきたいなとい

うような気持ちを持っております。

　具体的にどういうように指導していく

のかという手法につきましては、後ほど

課長のほうから答弁させていただきます。

　それから、文化・スポーツに関しまし

て、文化の薫るまち、やはり郷土資料館

や美術館、あるいは体育館が閉鎖する中

で、総合体育館が必要ではないのかとい

うお問いでございますけれども、私ども

ももちろんそのようには考えております。

ただ、思いはございましてもなかなかそ

ういう箱物にはつながっていかないとい

うのが現実でございまして、その中で市

民体育館、味舌体育館、これ２年続けて
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閉鎖するというようなことになりまして、

かなりと申しますかいろいろなところで

今ご質問のとおりスポーツ振興が後退し

ているんではないかと、そういうような

ご質問もいただいております。

　我々行政といたしましては、市の事業

の中で、味舌体育館につきましてはやむ

なく閉館するということになりますけれ

ども、行政といたしましては、一つはそ

ういった総合体育館、あるいは美術館の

ようなもの、そういったものを整備して

いくという、そういった夢を形にすると

いうものも企画、考えるということも我々

の一つの業務でございます。それから与

えられた条件の中で、いかに文化振興、

スポーツ振興を図っていくかというのも

我々の努めてであろうかと思います。

　現在なかなかそういった箱物といいま

すか、ぜひとも欲しいという施設もござ

いますけれども、なかなかそういうこと

はままならない状況の中で、我々といた

しましては、きょうも質疑がございまし

たけれども、今ある施設をいかに有効に

利用して、文化振興、スポーツ振興を図っ

ていくかということで努力いたしておる

ところでございますので、ご理解いただ

きますようよろしくお願いいたします。

○三好義治委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　先ほど部

長のほうからありました講座のメニュー

の選定方法でございますけれども、生涯

学習といいますのは、いつでもどこでも

学べる体制づくり、これが重要でありま

して、特に市内では各公民館、図書館な

ど、生涯学習施設でいろいろな講座を展

開しておるわけでございます。市内公民

館は６公民館ございますけれども、年間

２００以上の講座を展開しております。

この２００以上といいますのは、大阪府

下でもトップクラスの講座数であると認

識しております。この講座の開催に当た

りましては、人権福祉であったり、幼児

児童、など七つの分野の中から講座を選

定いたしまして、公民館運営審議会ある

いは公民館利用者の方のご意見をいただ

く中で、講座の開催内容、また地域バラ

ンス、昨年度実施したものを今年度どの

ような形で次のステップアップの講座を

つくっていくか、そういったことを踏ま

えながら講座を開催しておるところでご

ざいます。

　また、生涯学習大学のメニューの選定、

決定につきましても、過去に受講されま

した修了生の方々、こういった方々も一

部講師にもなっていただいておりますけ

れども、その方々が本当に受けたい、行

政が考えて行政が決定するメニューでは

なく、市民の目線で本当に受けたい講座

内容を議論していただきまして、今回の

講座にも反映させていただいておるとこ

ろでございます。

　それと先ほどスポーツ振興の関係でも

ございましたけれども、体育館使用の不

均衡というのですか、一部の団体の方が

定例的に使っておられて、なかなか空き

も少ない状況であるといったことでござ

いますけれども、私どもも市長杯であっ

たり体育協会杯、いろいろな大会を開催

する中で、そういった大会を、特に土曜

日、日曜日に開催しておるわけでござい

ますけれども、一部の団体におかれまし

ては、例えば平日の夜に大会を開催して

いただいて、土曜日、日曜日の一般開放

に枠をあけていただくと。一日使ってい

ただく、日曜日使っていただくにしても、

できるだけ早く終わっていただき、６時

までに終了していただければ、夜間の開

放もしていただけると、そういったとこ

ろで体育協会なりスポーツ少年団なりと

も協議する中で、体育館の効果的な活用
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に努めておるところでございます。

○三好義治委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　まず、学力の問

題における学校間格差の件でございます。

正直申し上げて、学校によってこの学力

調査の結果に差はございます。その差の

発生する原因がすべて教職員の力量差で

あるかということになってくると、全部

が全部教職員の力量差ではないというふ

うにとらえております。

　しかしこの状況の中で生きる力、とり

わけ確かな学力をはぐくめるような教員

の力量向上、これは必要であると考えて

おります。

　実は、この教職員の人材確保でござい

ますが、あくまでも任命権者は府でござ

いまして、府の採用選考等で採用してお

る、このような状況がございます。コミュ

ニケーション能力を有する教職員の採用

をしてほしいと、我々はそんな要望もし

ておりますが、部活動の経験であるとか

ボランティア活動の経験を十分有した人

の採用についても、さまざまな機会を通

して要望しているところでございます。

　一方で、その力量を有する教職員の育

成でございますが、現在非常に若い教職

員がふえておりますから、その教職員を

どのように育成するかが大きな課題であ

ると考えております。

　とりわけ授業力、自ら考える力、これ

をいかにはぐくむか重要な課題でありま

すから、そのような授業ができる教員を

育成することが重要であると考えており

ます。そこで学校教育課から指導主事も

積極的に派遣しておりますし、研修も特

に授業にかかわっての内容のものをたく

さん行っております。

　そのような中で、人材の育成を図って、

より優秀な教員を育てていきたいと考え

ております。

　もう一点、部活動の問題でございます。

第三中学校の吹奏楽部が全国大会に出場

することは、喜ばしいことであると思っ

ております。ただしすべての部活動が全

国大会に出場するのは非常に難しいこと

ではございます。今回、吹奏楽部の顧問

は優れた指導力、技能を有する者でござ

いますが、すべての教員がなかなかその

ような技能を有することは難しゅうござ

います。しかし学校部活動の意義を考え

ますと、社会性や協調性の形成であると

か、また生徒と顧問の人間関係を築いて

いく、こんなようなことに意義はあると

考えております。

　そういう意味からしますと、今後、生

徒といろいろなコミュニケーションを図

りながら、話ができる教員を育成する、

また目標を高く持てるような子どもたち

を育成する、こんな人間関係づくりがで

きる教員を育成することが重要であると

思っています。そういう意味では、学校

の状況等によって創設できるクラブに関

しては、一定、数の限界や条件がござい

ますが、どのクラブにおいても子どもた

ちが生き生きと活動ができ、そしてまた

やってよかったと思えるようなクラブを

つくれるような教員を育成していきたい

と思っております。

○三好義治委員長　水田部長。

○水田生活環境部長　生産緑地の件でご

ざいますけれども、確かに国、府、市が

買い取るといった制度があるということ

でございますけれども、これまで摂津市

としてはそういう買い取るということは

ございません。

　ただ、農地をやはりそういう仮に１０

年後も当然それは考えていかなきゃなら

ない。仮に生産緑地の買い取りというこ

とを考えますと、やはり農地の活用といっ

たものが当然出てくるかなと思います。
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　今後そういったことも視野に入れなが

ら、１０年後の農地についての考え方も

当然整理していきたいなと思っておりま

す。

　それから花とみどりの補助金の制度で

ございますけれども、鳥飼なすの一般農

地のアピール、それから普及の今後の施

策ということでございますけれども、平

成４年度から花とみどりの補助金という

ことで鳥飼なすの栽培について奨励作物

として指定して補助金の交付を行ってお

ります。平成６年度から鳥飼なすの栽培

事業を摂津市の農業振興会に委託して、

栽培技術の保存とかをしていただいてお

ります。

　今後そういった普及でございますけれ

ども、平成１８年４月には大阪府のなに

わの伝統野菜の認証を受けているという

こともございますので、当然摂津市のブ

ランドの鳥飼なすということも当然これ

はアピールしていかなければならない。

　ですから、当然、市民農園の利用者の

方にもそういった鳥飼なすについての栽

培等もアピールしていきたいなと考えて

おります。

○三好義治委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、商工業

の振興施策として、特色のある内容につ

いてというご質問にご答弁申し上げます。

　総合計画は１０年先を見越して点在し

ている空き地には新たな事業所が進出し、

市民の方が雇用され、活気のあるまちづ

くりを目指して考えてまいりたいと考え

ております。

　また、市内の事業所の状況調査でも、

製造事業所は４４８件で割合で申し上げ

ますと３２．７％であり、ものづくりに

つきましては、先ほど委員からのお話も

ありましたように、東大阪市や門真市な

どの産業構造がよく似た自治体を参考に

しながら、内容を検討したいと考えてお

ります。

　そして、地域の活性化に直接大きく影

響します企業の誘致等につきましては、

現在、府内２２自治体が実施しており、

本市もまた新たな形でそういう条例等の

企業の引きとめ策、または新規の誘致施

策につながるようなことを検討していき

たいと考えており、その特色としまして

は本市のまちづくり、摂津市域のまちづ

くりのコンセプトにありますようなＣＯ

2の削減を目指すような環境に配慮した

取り組みが推進できるようなものを条例

等に盛り込みをしていければと考えてお

ります。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　まず、市民視点の経

営ということで、業務の委託、臨職化が

進んでいく中で、責任持って判断してい

く人材をどういうふうに確保するのかと

いうご質問がございました。もう一点は、

定年延長というような動きの中で、なか

なか新しい人材の採用が進まないのでは

ないかということがございます。

　確かに定年延長が進んでいきますと、

当然６０歳以上の職員が退職いたしませ

んので、だんだん高齢化が進んでいく。

このことはもう間違いなく進んでいくで

あろうと。制度の詳細はわかっておりま

せんけれども、最高５年間、６５歳まで

の定年延長になるのではないかなという

ふうに考えております。

　その中で給与制度がどうなるのか。全

体のバランスはちょっとまだ見えており

ませんが、人件費全体を判断をしながら、

新たな採用計画については考えていく必

要があるというふうに思っております。

　先ほど申し上げましたが、業務そのも

のが量的に大きく減るという環境には今

後ございませんので、やはり新しい取り
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組み、新しい仕事をしていくに当たりま

しては、可能なものについては委託なり

臨職化、非常勤化をやっぱりせざるを得

ないというふうに思います。

　民間でありましても、思いもかけない

部分がアルバイトの人がやっていたり、

非常勤の人がやっていたりということは

結構ございますので、その辺はやはり業

務をしっかり洗い直しをする、切り分け

をしながら正職はやはり判断をしながら

やるべき部分、もしくは行政として持っ

ている権力の行使に当たるような部分、

その辺の判断はしっかり見きわめていく

必要があろうかなというふうに考えてお

ります。

　次に、イメージ・ブランド力の向上、

アピールする方法はどうなんだというよ

うなお話でございます。

　イメージ・ブランドそのものは、普通

商品であれば大量に販売するために、そ

の商品の持っておる特性をブランドとし

て売り込むという戦略であろうかと思い

ます。行政にありましても、摂津市が多

くの方から住みやすいまち、住みたいま

ちというふうに評価をしていただけるよ

うにしておくと、これは一つそのイメー

ジ・ブランド戦略であろうかと思います。

　しかし、なかなか本市の場合そんなに

大きなまちでもありませんし、特段の自

然の資源が目の前にあるわけでもござい

ません。もちろん淀川というような、生

かせるようなものもこれはあるわけです

けれども、なかなかこれを市の思うがま

まにできるというものでもございません

ので、非常に難しい部分はございますが、

やはり外向けにアピールするより、むし

ろ考えておりますのは、やはり今住んで

おられる市民の方が我がまちをよしと、

まずしていただきたいと思います。住ん

でおられる方ご自身がやはり満足度を引

き上げることによって、やはり外からみ

えられた方が、いい街やなと思っていた

だきたいなというふうに私どもは現在は

思っております。

　もちろん将来的には大阪に摂津ありと

言われるように、これはなりたいわけで

すけれども、直ちになかなかそこまで行

きませんけれども、やはり市民の方が自

分の住んでいるまちをよしとしていただ

けるような、そういうまちづくりをまず

進めていくべきではないかというふうに

思っております。

　次に、縦割りの見直しということです。

これなかなか現実に国からおりてきます

予算、施策等がまだまだ縦割りでござい

ますので、見直しが難しい部分は確かに

ございます。これは具体的な方法として

は、すぐに思いつくのが一種のプロジェ

クト化かなと。この間幾つかのプロジェ

クトを動かしておりますが、やはりそこ

で縦割りにこだわらずに、横に、水平に

連携しながら業務を進めていくというよ

うなことが一つ解決していく方法ではな

いかなと。

　今後協働を進めていくということにな

りますと、恐らく当初においては幾つか

のポイントを絞った取り組みをしていき

たいと思っておりますので、可能であれ

ばその点についてはプロジェクト化をし

て、一つの課、一つの部だけに任せずに、

横に連携した取り組みができないかなと

いうふうに現在は考えております。そう

いうふうな進め方をすることによって、

より合理的な、より展開のしやすい進め

方が可能であろうかというふうに思って

おります。

　次に、評価の公表ということです。評

価そのものがまず計画の段階からいろん

な市民のご意見をちょうだいをしながら、

計画をしていきたいというふうに思って
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おりますが、先ほど申し上げましたよう

に、協働の取り組みを重点化したプロジェ

クトというふうにしていきますと、そこ

に参加をしていただいた市民の方、また

は市民団体等のさまざまな団体の方、も

しくは専門家の方に当然かかわりを持っ

ていただきますので、その方々も含めて

評価をする、どこまで到達したのか、ど

こができていないのか、今後どうすべき

かというような問題については評価をし

ていくことになろうかと思いますし、そ

れにつきましては、やはりきちっと市民

の方に公表していく、次のステップを踏

むための公表をしていく必要があろうか

というふうに考えております。

　総計は１０年間でございますが、５年

の段階で中間評価ということを考えてお

ります。

　ただ、現段階で市の施策のどこを優先

的にやるということの考えは持っている

わけではございませんで、市の施策、言っ

てみれば福祉もいろんなハードの整備も

学校教育についても、どれがまず先にと

いうふうになかなか言いがたいものがご

ざいます。それぞれに重要な課題を抱え

ておりますので、今現在の総合計画の枠

内で、まず５年間進めた上で、全体を眺

めてもう一度整理をすることはしていき

たいなというふうに考えておるところで

ございます。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　行政サービスのオン

ライン化によって、市民との接触がなく

なり、行政サービスの低下を招くのでは

ないかというご質問でございますが、お

役所仕事というような言葉もございます。

これは効率が悪い仕事の比喩で使われて

おるものでございますが、我々といたし

ましては、行政の効率化、スピードアッ

プを図るために、電子自治体を目指し行

政情報システムの一元化を図ってまいり

たいというように考えております。

　一方で、デジタルデバイドといいます

かデジタル弱者でございますね。高齢者

等に対しましては、丁寧に直接の対応を

原則するのが行政の務めであるというこ

とを考えています。

○三好義治委員長　森内委員。

○森内一蔵委員　順次お願いをしておき

ます。

　生涯学習の、地域で学びということで、

公民館等でいろいろな講座を持っていた

だいておりますけれども、これは講座が

多ければ多いほどいいというわけではあ

りません。というのは、一度やった講座

というのはなかなかやめにくい、３人、

４人とか１０人も満たないようなやっぱ

り講座もあるんです。そういうところの

やはり精査も必要だと思いますので、今

後はやはり生涯学習をもう一度見直して

いただいて、やはり生涯学習、今のとこ

ろ皆さん、市民の皆さんの感覚でいくと、

お年寄りが老後を過ごすためにどういう

ふうな生活をするかという、それが生涯

学習だというような考えを持っておられ

ます。そうじゃなしに、やっぱり人生を

送っていく間にやはり楽しみを持って一

生勉強だというふうな形で、やっぱり生

涯学習のあり方いうものをもう一度考え

なければ、生涯学習の本質というものが

ちょっと変わってくるんじゃないかなと。

今の講座等いろいろ見ていますとね。そ

ういうところをもう一度見直していただ

きたいということでお願いしておきます。

　それから、文化・スポーツの振興です

けれども、これは本当に摂津のバロメー

ターというか、文化・スポーツというの

は、摂津のイメージのバロメーターです

からね。例えば今度、市民の文化祭とか

いろいろ展示会があります。そのときに、
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摂津の方が３分の１というような展示も

あるんですよ。文化、スポーツにしても、

例えば体育館を使っておられる方も市外

からの方もかなりおられるんです。です

から、やはり市内の文化を愛する人、そ

れからスポーツを愛する人をもう少し掘

り起こしていくような施策を考えていか

なければ、例えばこれもやりました、あ

れもやりましただけではなしに、そうい

うところをもう少し底辺を見詰めて、やっ

ぱり総合計画の中で生かしていかなけれ

ばならないと思いますので、その辺のと

ころもよろしくお願いしておいきます。

　それから、学校間格差なんですけれど

も、これは先ほどクラブの例もありまし

た。私、野球をやりたいけどあの学校に

は野球部がない、ですから中学行ったら

どうしようかなとかいうような、いろい

ろあるんですけれども、小学校はクラブ

活動いうのはあってないようなものです

けれども、中学のクラブ活動いうのは、

一生の糧なんですよ。あのときやってい

た、そのときの友も、サークルのメンバー

ですね、一生の友達、それから一生の一

つの糧になると思います。これも生涯学

習の一環だと思いますよ。

　ですから、機会均等性、五つの中学校

にはあのクラブも全部あるというような

ところが理想なんですから、そういうよ

うなところを一度考えていただいて、優

秀な先生を招致していただくと。

　今、大阪府でも各市町村に教員の人事

権というようなことがありますけれども、

これも非常に難しいと思いますけれども、

その辺も踏まえて今後の教育、ひとつよ

ろしくお願いしておきます。

　それと農業施策ですけれども、これは

先ほども言いましたけれども、農地とい

うものはこれから生まれてこないんです。

土地も生まれてこないです。農地を一た

ん転用して、例えば４条申請、５条申請

して農地に転用するというのは、皆無で

す。できないですわ。税金が安くなる、

そんな施策は絶対行政としてはしないと

いうことなんです。

　それと、もう一つは生産緑地を平成４

年からですから、その間ずっと農地課税

で来たんですよ。農地課税と、それと宅

地並み課税と宅地課税と、どれぐらいの

差額があるかご存じですか。これ平成４

年から２２年、１８年間ですか、この間

を比べれば何十倍の差があるんです。そ

れをふっと転向してしまうということは、

摂津の大きな損害なんですよ。

　そういうところもひとつ考えていただ

いて、農地であれば農地の評価で市が買

えるわけですよ。なぜそれをやってこな

かったかと。そんなもん邪魔くさいとか、

市が転用してそんなんやったら不動産や

と変わらへんやないかと。そうやないん

ですよ。今の国鉄精算事業団の跡地と同

じように考えたらいいんです。例えば農

地で取得して、それからやはり市がこの

農地を転用するんであれば、いろいろな

建物できますよ。これは大きな財産とな

るんですよ。そういうところもやっぱり

考えていかないといけないと思うんです。

これは非常に難しい問題ですからね。

　それともう一つ、農地を生かすために

花とみどりの補助金制度というのね、こ

れはコスモス、ヒマワリ、ナデシコです。

特に高く補助金を出しているのが鳥飼な

すなんです。この辺のところはやはりも

う少しアピールをして、農地に花が咲く

ようにというような夢を持って、あっち

にも花が咲いていると。

　水稲だけでは食べていかれない。食べ

ていくこともないでしょうけれども、や

はり水稲をこんだけつくっていたら固定

資産税も満たないんですから。そのため
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の補助金ということで、長く農業をやっ

てくださいということで、その農閑期を

利用して、花とみどりという形で補助金

をつくったわけですから、その辺のとこ

ろもアピールしていくというのが必要だ

と思います。

　それと、産業振興施策ですけれども、

これは企業が元気だということは摂津が

元気だということですから、そっちのほ

うのしっかり力を入れていただきたいと

思います。

　それと、電子自治体ですね、これは聞

こえはいいんですよ。我々みたいにアナ

ログの時代と今のデジタルの時代という

とかなりギャップがあると思うんですよ。

そういうＩＴ化についていけない方の世

代の市民の意向もきちっと取り入れて、

みんな一緒に摂津をよくしようという、

そういうふうな情報の提供手段をまたい

ろいろ考えていかなければならないと思

いますので、ＩＴ化がすべていいもので

はないということを申し上げておきます。

　それと、人材確保なんですが、これ非

常に難しいと思います。これからも業務

委託とかいろいろな環境面においてもそ

ういうのが進んでくると思います。しか

し業務委託が必ずしもいいかということ

になってきますと、例えば茨木市の環境

施策なんかを見ますと、全部委託すれば、

かえってコストが高くなってくるという

ような面もありますから、その辺のとこ

ろも踏まえて、６６０人体制がいいのか

どうか、これはやっぱり見直す必要があ

ると思います。

　例えば６５歳定年制、１０年先にはど

うなっているかわからないんですから。

そういうふうになってきたときに、若い

世代がいないということは、行政の継続

性がなくなってしまうんですよ。その辺

も考えれば、やはりもう少し施策として、

やはり枠というものがあると思うんです。

その辺のところも今後考えなければなら

ないと思います。それはお願いしておき

ます。

　それからイメージ・ブランドですね、

このイメージ・ブランド、非常に難しい

と思います。大阪府下でトップクラスの

税収があって、何であっぷあっぷしとん

のやというのが、ほかの市から見て使い

過ぎやとかやり過ぎやというような話に

なってきますんでね。やはり摂津はこう

いうような特色があるまちなんだという

ところをひとつ我々も一緒に考えて、摂

津のまちづくりというのはあそこに行け

ばこれがあるぞというふうな形で一遍やっ

ていきたいなと思います。

　幸いに南千里丘の開発でエコというの

がテーマになってカーボン・ニュートラ

ル・ステーションというのが一つの売り

になっておりますけれども、やはりまた

違った形の摂津はこういうような特色が

あるんだというものをつくっていって、

やっぱり市民が誇りの持てる摂津のまち

づくりをやっていきたいなと思いますの

で、よろしくお願いしておきます。

　それと、やっぱり縦割り行政、いろい

ろありますが、最後にお願いするんです

けれど、協働という言葉で責任の転嫁だ

けはしないでください。協働というのは

市民が一緒になってまちづくりをしよう

と、いろいろな提言をやりながら。私ら

はこういうふうにやってください、しか

し市民の皆さんがしないと、そういうの

はできないということで、我々はこう一

緒に一生懸命やっているのに皆さんがつ

いてけえへんだけやというようなことの

ないように、やはり行政マンとして先導

して、この摂津のまちをよくするという

ような総合計画をつくっていただきたい

ということをお願いして、質問を終わっ
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ておきます。

○三好義治委員長　よろしいですか。す

べて要望ということです。

　ほか、ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　以上で、基本構想第

３章第５節から第７節まで、及び第４章

に対する質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後４時３０分　休憩）

（午後４時３６分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第５８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　賛成多数。よって本

件は可決すべきものと決定しました。

　これで本委員会を閉会します。

（午後４時３７分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　総合計画基本構想審査特別委員長

　　　　　　　　　　三　好　義　治

　総合計画基本構想審査特別委員

　　　　　　　　　　木　村　勝　彦
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